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1. 製品の使用・排出実態調査、フローの精緻化に向けた検討 

製品の使用・排出実態調査、フローの精緻化に向けた検討として、リチウムイオン電池等

の使用状況実態調査、リチウムイオン電池等の廃棄状況実態調査、使用済小型家電の排出後

フローの精緻化に向けた検討を行った。 

1.1 リチウムイオン電池等の使用状況実態調査 

リチウムイオン電池が使用されている製品に関して、既往調査研究、統計等の公表資料や

必要に応じて推計を行うことにより以下の事項について調査を行った。 

・ 生産量、輸入量、輸出量、国内出荷量、製品寿命 

・ 使用済み製品としての発生量及び使用済みリチウムイオン電池としての発生 

・ リチウムイオン電池の使用に関する表示の有無（識別性、製品への表示、説明書への

表示等） 

・ 製品からのリチウムイオン電池の分離可能性、容易性（分離可能か、何らかの工具等

が必要か） 

1.1.1 調査の概要 

実態調査の範囲を定めるため、リチウムイオン電池を使用する主な品目を特定した。品目

特定にあたっては、令和元年度経済産業省委託調査1による「リチウムイオン電池使用品目

リスト」を参考とした。このリストの中では、リチウムイオン電池を使用する品目として 182

品目を整理しており、各品目の国内出荷台数・輸入台数・売上上位製品のリチウムイオン電

池使用比率等が掲載されている。 

仕様書項目のうち、生産量、輸入量、輸出量、国内出荷量、製品寿命については、上述の

「リチウムイオン電池使用品目リスト」での調査手法及びフロー推計に利用している統計

データ（国内出荷量・製品寿命）を利用した小型家電の品目別排出台数・重量推計での調査

手法を参考とし、文献調査を行った。また、その調査結果及びフロー推計での統計データ更

新結果をもとに、リチウムイオン電池の使用製品比率等を仮定することで、使用済み製品と

しての発生量を推計した。 

使用済みリチウムイオン電池としての発生については、消費者アンケートの中で聴取し

た電動かみそり・掃除機における、製品を排出する際の電池の取り外し・排出状況の設問を

参考に、いずれの分類に近いかにより推計を行った。 

リチウムイオン電池の使用に関する表示の有無及び製品からのリチウムイオン電池の分

離可能性、容易性については、これまでの調査により排出量が大きく、また火災発生の原因

となっている 7 品目（モバイルバッテリー、電気かみそり、加熱式たばこ、コードレス掃除

機、ロボット掃除機、ワイヤレスイヤホン、スマートフォン）をピックアップし、売上上位

製品について Web 文献調査を行った。 

                                                        
1 令和元年度経済産業省委託調査 令和元年度地球温暖化問題等対策調査（使用済小型電 

子機器等の再資源化事業調査）報告書 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000102.pdf (閲覧日：

2021 年 2 月 24 日) P20~34、添付資料① 
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1.1.2 生産量・輸入量・輸出量・国内出荷量・製品寿命の調査 

「リチウムイオン電池使用品目リスト」掲載の品目について、生産量・輸入量・輸出量・

国内出荷量・製品寿命を調査した。リストに掲載されているのは 182 品目だが、統計データ

上、更に分類されている品目を分割し、223 品目で調査を行った。調査結果は添付資料に示

し、以下では調査手法及び結果の概要について記す。 

1) 生産台数調査 

経済産業省「生産動態統計調査」2により、各品目の生産台数を調査した。なお、国内に

おけるリチウムイオン電池使用製品の状況を把握するという調査趣旨に鑑みると、本来は

「リチウムイオン電池を使用した製品」の年間販売台数を調査することが望ましい。しかし、

品目を詳細化した分類でのデータを入手するのは困難であることから、リチウムイオン電

池を使用していない製品を含む品目全体での台数を調査した。 

結果として、223 品目中 144 品目については生産動態統計調査上の分類が該当し、生産台

数が確認できた。最も生産台数が多いのは「クロック」で、生産動態統計調査上の「47 光学

機械器具及び時計／時計」に該当し、241,912 千台であった。 

ただし、例えば電気掃除機（スティック型等）とロボット型掃除機は両方ともキャニスタ

ー式を含む「31 民生用電機機械器具／電気掃除機」に該当する等、リスト上の品目と生産

動態統計調査上の分類は合致せず、生産動態統計調査上の分類の方が大きい。そのため、本

調査で確認した台数は生産量の最大値であり、リチウムイオン電池を使用した製品の生産

量と必ずしも一致しない点に留意する必要がある。 

2) 輸出入台数調査 

財務省「貿易統計」3により、各品目の輸出入台数を調査した。なお、データの制約上、

リチウムイオン電池を使用していない製品を含む品目全体での台数を調査した。 

結果として、輸出・輸入とも 214 品目で調査対象品目を含む統計データが存在した。最も

輸入台数が多いのは、デジタルノート・デジタルメモ・デジタル名刺ホルダーが該当する「デ

ィスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体（記録してあるか

ないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第 37 類の物品を除

く。」であり、104,867 千台であった。最も輸出台数が多いのは、据置型ゲーム機が該当す

る「ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の

物品（ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレ

ー用自動装置を含む。）」であり、87,136 千台であった。 

ただし、リスト上の品目と貿易統計調査上の分類は合致せず、貿易統計上の分類の方が大

きい。そのため、本調査で確認した台数は輸出・輸入量の最大値であり、リチウムイオン電

池を使用した製品の輸出入量と必ずしも一致しない点に留意する必要がある。 

                                                        
2 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/index.html (閲覧日：2021 年 2 月 24 日) 

3 https://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm (閲覧日：2021 年 2 月 24 日) 
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3) 国内出荷台数の調査 

各品目について、業界団体の統計等を確認し、データがあった品目について、最新の国内

出荷台数を整理した。なお、データの制約上、リチウムイオン電池を使用していない製品を

含む品目全体での出荷台数を調査した。また、フロー推計での統計データによる排出量推計

における調査と一体的に実施した。 

結果として、39 品目で調査対象品目を含む統計データが存在した。最も出荷台数が多い

のは携帯電話（14,824 千台）であり、スマートフォン（9,957 千台）、電気シェーバー（8,776

千台）がそれに続いた。 

なお、業界団体による国内出荷量データは、業界団体に加盟するメーカーの国内出荷分の

合計量であることが多く、国内に本社をもつメーカーの海外工場生産分を含み、業界団体に

加盟しないメーカーの国内生産分は含まないことに留意する必要がある。 

4) 製品寿命の調査 

国立環境研究所製品使用年数データベース  LiVES (Lifespan database for Vehicles, 

Equipment, and Structures)4に掲載されている文献をもとに、品目別の製品寿命を調査した。

複数の文献があてはまる場合は、できるだけ日本での調査や新しい文献での値を反映させ

た。フロー推計での統計データによる排出量推計における調査と一体的に実施した。 

結果として、全品目について何らかの製品寿命をあてはめた。製品寿命の最短は 3 年で、

携帯電話、スマートフォン、PHS（文献上の Cellular phone）が該当した。最長は 44.1 年で、

一部の電動工具（ジョイントカッタ、チップソーカッタ、ボードカッタ、鉄筋カッタ、全ネ

ジカッタ、ケーブルカッター。文献上の Gear cutting and gear finishing machines）が該当した。 

1.1.3 使用済み製品としての発生量の推計 

フロー推計での小型家電の品目別排出台数の推計手法と同様、1.1.2 で調査した国内出荷

量及び製品寿命を利用して、小型家電の品目別排出台数推計を実施した。そのうえで、リチ

ウムイオン電池を使用した製品の比率、製品 1 台当りの平均リチウムイオン電池使用数を

乗じ、リチウムイオン電池の使用済製品としての発生台数を推計した。調査結果は添付資料

に示し、以下では調査手法及び結果の概要について記す。 

リチウムイオン電池を使用した製品の比率は、正確な設定は困難であるため、「リチウム

イオン電池使用品目リスト」に記載されている、売上上位 10 製品におけるリチウムイオン

電池使用状況をもとに、その比率を乗じることで設定した。製品 1 台当りの平均リチウムイ

オン電池使用数は、基本的に 1 個と設定したが、ワイヤレスイヤホン等、複数個のリチウム

イオン電池を使用していることが明らかとなっている製品については、その個数（例えば、

ワイヤレスイヤホンは 3 個）を設定した。 

また、小型家電の品目ごとに、使われているリチウムイオン電池の大きさを大（ロボット

式掃除機等）・中（モバイルバッテリー、電子たばこ等）・小（ワイヤレスイヤホン等）に

分類し、それぞれ 500g、200g、10g と仮定することで、リチウムイオン電池の使用済製品と

しての発生重量を推計した。 

                                                        
4 http://www.nies.go.jp/lifespan/isic_search.php (閲覧日：2021 年 2 月 24 日) 
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結果として、2019 年のリチウムイオン電池の排出個数は 6,616 万個、排出重量は 16,094

ｔと推計された。また、リチウムイオン電池を含む小型家電製品の排出重量は 37,742 t と

推計された。 

なお、2019 年経済産業省生産動態統計年報 機械統計編（経済産業省）では、2019 年の

リチウムイオン電池（車載用以外）の生産容量は 96,783 万 Ah とされている。仮にリチウ

ムイオン電池の重量と容量の比率を 44g：2.4Ah とおくと、生産容量から計算される重量は 

17,744t となり、今回の推計値（16,094t）はその 91%であり、推計の一定程度の妥当性が確

認された。 

一方で、以下の点で実態とずれがある可能性に留意する必要がある。 

 リチウムイオン電池を使用した製品の市場は拡大しつつあるため、生産台数よりも排

出台数の方が小さいこと 

 海外製品や新品目等について統計データ上の出荷台数が不足しており、市場の全体像

を推計できていないこと 

 製品寿命が過大に仮定されており、市場の拡大に伴う排出量の伸びを十分反映できて

いないこと 

 特に生産容量が上位だと考えられるモバイルバッテリーについて、データの限界上出

荷台数が不明であるために排出台数が 0 とされていること 

 同じく生産容量が上位だと考えられる加熱式たばこは文献上の製品寿命が 12.4 年

（Medical instruments）のため排出台数に加算されていないこと 

 リチウムイオン電池を使用した製品の比率や、リチウムイオン電池の重量の仮定が実

態とずれていること 

1.1.4 使用済リチウムイオン電池としての発生量の推計 

消費者保有・排出実態アンケート（2.2 参照）の結果（図 1-1）から、使用済製品として

の発生量に、「製品から電池を取り外し、製品と電池を両方とも手放した」及び「製品から

電池を取り外し、電池のみ手放した」の割合を乗じることで、使用済リチウムイオン電池と

しての発生量を推計した。調査結果は添付資料に示し、以下では調査手法及び結果の概要に

ついて記す。 

なお、本アンケートでは電動かみそり・掃除機のみの調査を行っているため、他品目につ

いては、世帯向け品目は掃除機と、個人向け品目は電動かみそりと同じ値を示すと仮定して

計算を行った。ただし、電動かみそりと掃除機のアンケート上での「製品から電池を取り外

し、製品と電池を両方とも手放した」と「製品から電池を取り外し、電池のみ手放した」の

合計の割合の差はわずか（電動かみそりは 45％、掃除機は 53%）であることから、いずれ

の分類とするかによりそれほど大きな影響を与えるものではない。 

またこの他、スマートフォンやロボット式掃除機等では、製品は使い続けるが電池のみを

交換するケースも存在すると考えられるが、現時点では取得可能なデータがないため推計

は行っていない。調査を行う場合は、別途アンケート調査等で状況を確認する必要がある。 
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図 1-1 排出した製品からの電池の取り外し状況及び排出状況 

 

結果として、使用済リチウムイオン電池としての発生量は 7,214ｔとなった。ただし、こ

の推計結果は 1.1.3 の結果を使用しているため、1.1.3 における推計の妥当性への課題と同様

の課題が発生している。 

1.1.5 リチウムイオン電池の使用に関する表示の有無及び製品からの分離可能性調査 

これまでの調査により、リチウムイオン電池としての排出量が大きい品目及び火災発生

の原因として頻繁に指摘されている品目として、モバイルバッテリー、電気かみそり、加熱

式たばこ、コードレス掃除機、ロボット掃除機、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンの 7

品目を抽出し、リチウムイオン電池を使用している売上上位 5 製品について Web での文献

調査を行った。 

調査項目は以下のとおり。 

 

＜リチウムイオン電池の使用に関する表示の有無＞ 

 製品への表示 

Web 上で製品の外観写真を確認し、リチウムイオン電池の表示について製品本体に

表示されているか確認を行った。ただし、製品前面以外の外観写真は必ず掲載されて

いるとは限らないため、裏面や電池の蓋等、見えにくい部分に表示されている場合、

本調査では確認できていない可能性に留意する必要がある。 

 説明書への表示 

Web 上に掲載されている説明書を確認し、リチウムイオン電池の使用有無について

記載されているか確認を行った。ただし、説明書が Web 上に公開されていない場合、

本調査では確認できていない可能性に留意する必要がある。 

 

 

40%

46%

14%

21%

5%

7%

42%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電動かみそり(N=236)

掃除機(N=153)

製品から電池を取り外し、製品と電池を両方とも手放した 製品から電池を取り外し、製品のみ手放した

製品から電池を取り外し、電池のみ手放した 製品から電池を取り外さず、回収先へ出した
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＜製品からのリチウムイオン電池の分離可能性、容易性＞ 

 分離可能性 

説明書及び外観・使用時写真等から、廃棄の際にリチウムイオン電池を製品から取り

外し可能か（説明書に取り外し方法が記載されているか、外観に電池の取外し口があ

るか等）どうか判定を行った。- 

 工具の必要性（容易性） 

説明書に記載された「廃棄方法」等の記述等から、廃棄の際に消費者が自らリチウム

イオン電池を製品から取り外し可能か（別途工具を用意する必要があるか）どうか判

定を行った。 

 

調査結果を表 1-1 に示す。ただし、Web 調査で判定できたもののみをカウントしており、

Web 上に説明書が掲載されていない等の理由で確認できていないものはカウントされてい

ない点に留意する必要がある。 

リチウムイオン電池の使用状況については、製品への表示は、コードレス掃除機を除く製

品ではほとんど確認できなかった。これは、比較的小さい製品では、製品裏面等の写真が掲

載されていないため確認できなかったケースもあった。説明書への表示については、説明書

が確認できた場合はほとんど記載されていたが、一部ワイヤレスイヤホンでは記載されて

いない例もあった。また、製品からのリチウムイオン電池の分離可能性については、比較的

小型で防水性を求められる品目（モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、スマートフォ

ン等）については分離ができず、バッテリー交換を想定する品目（電気かみそり、掃除機）

については分離が可能だと考えられる製品が多かった。 

 

表 1-1 リチウムイオン電池の使用の表示・分離可能性調査結果 

 

リチウムイオン電池の使用に 
関する表示の有無 

製品からのリチウムイオン電池の
分離可能性、容易性 

製品への表示
がある割合 

説明書への表
示がある割合 

分離可能と判断
した割合 

工具が必要と判
断した割合 

モバイルバッテリー 20% 60% 0% 100% 

電気かみそり 20% 100% 100% 100% 

加熱式たばこ 0% 40% 20% 0% 

コードレス掃除機 100% 100% 100% 100% 

ロボット掃除機 20% 80% 100% 0% 

ワイヤレスイヤホン 20% 60% 0% 0% 

スマートフォン 0% 80% 0% 0% 

※各品目におけるリチウムイオン電池を使用した製品のうち売上上位 5 製品について調査 

1.1.6 分析結果まとめ・今後の課題 

1.1.2～1.1.5 までの調査結果及び今後の製品の使用・排出実態調査、フローの精緻化に向

けた課題を以下に示す。 

 

 生産台数・輸出入台数・国内出荷台数・製品寿命の文献調査 

 リチウムイオン電池を使用した製品の概況を俯瞰することを目的に調査を実施

した。各種統計データを中心に調査したところ、多くの品目でリチウムイオン
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電池を使用した製品を含む大分類でのデータは取得可能であった。一方で、各

統計データでの品目の分類は必ずしも小型家電上の品目分類と一致していない

こと、また小型家電上の品目の中でもリチウムイオン電池を使用した製品と使

用していない製品が混在している品目が多いことから、取得データは必ずしも

リチウムイオン電池を使用した製品の使用・排出実態とリンクしていないと考

えられる。 

 今後、更なるデータの精緻化を検討するにあたっては、統計を利用した文献調

査だけでなく、製品のメーカーやその業界団体、輸出入業者、小売店等の実際

に製品を取り扱っている者にヒアリング等で調査することが考えられる。その

際、リチウムイオン電池を使用する全ての品目について調査を行うことは困難

であるため、火災発生の要因となりうる主要製品や、普及啓発の効果測定等を

確認するための製品に絞って調査を行うことが望ましいと考えられる。ただ

し、ヒアリング調査ではリチウムイオン電池を使用した製品の一部についての

データとなる可能性に留意する必要がある。 

 使用済製品・使用済リチウムイオン電池としての発生量の推計 

 使用済製品としての発生量については、文献調査での調査結果を用いて推計を

行ったところ、車載用を除くリチウムイオン電池の生産量推計の 91％となっ

た。一方で、統計データ上での品目の欠落等に起因する実態とのずれが考えら

れることから、更なる妥当性の検証に向けて、先述した文献調査の精緻化を実

施する必要がある。 

 使用済リチウムイオン電池としての発生量の推計についても、使用済製品とし

ての発生量の推計結果を用いて推計を行っていることから、同様にまずは文献

調査の精緻化を行う必要がある。一方で、現在の推計方法では、電池のみを交

換し製品は使い続けた場合が考慮されていないことが分かっており、その考慮

方法についても並行して検討することが望ましいと考えられる。 

 また、複数の推計方法により推計を行うことで発生量推計の妥当性を確認する

など、データの信頼性を確認する手法についても検討が必要と考えられる。 

 リチウムイオン電池の使用に関する表示の有無及び製品からの分離可能性調査 

 主要品目について、Web 上での調査により売上上位製品を調査したところ、特

に分離可能性については小型・防水性を重視する製品とその他の製品で大きな

差が見られた。一方で、特に非大手メーカー製品では Web 上に十分な情報が掲

載されていない等の調査上の限界があったため、製品自体への表示状況は十分

に確認できていない。製品本体を確認すれば更なる調査も可能だが、そのために

は製品を購入又は製品を保有する者の協力を仰ぐ必要があり、実態把握を効率

的に行う方法の検討も課題のひとつである。 

 本調査で、製品ごとの概況の確認はある程度適ったと考えられることから、今後

は消費者による排出時の電池取外し状況等を踏まえ、メーカー等との具体的な

対応方策（分別排出のための表示の徹底等）を検討することが望ましいと考えら

れる。 
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1.2 リチウムイオン電池等の廃棄状況実態調査 

市町村が収集したごみへのリチウムイオン電池等の混入状況について調査するとともに、

リチウムイオン電池等の排出量の拡大推計手法についても検討し、推計を試行した。 

混入状況の調査にあたっては、6 つの市町村の事業場について、それぞれ不燃ごみや容器

包装プラスチック等のごみ区分の廃棄物を対象に、使用済小型家電をサンプリングし、製品

種類や電池の種類及び取外可否等について調査した。 

1.2.1 リチウムイオン電池の混入状況調査 

(1) 調査対象市町村及びごみ区分の選定 

市町村が収集したごみへのリチウムイオン電池等の混入状況は、その市町村が分別回収

を行っているごみの種類（ごみ区分）の設定によって変化する可能性が考えられることから、

全国の市町村を、小型家電の回収実施有無5、及び容器包装プラスチックの回収実施有無6に

よって、計 4 カテゴリに分類し、各カテゴリから調査対象市町村を選定することとした。 

選定にあたっての参考情報として、以下のパラメータを算出した。算出した結果を表 1-2 に

示す。 

 

 平均人口 

 人口一人当たり小型家電回収量 

 人口一人当たり容器包装プラスチック中間処理後再生利用量 

 人口一人当たり可燃ごみ搬入量 

 人口一人当たり不燃ごみ搬入量 

 

  

                                                        
5 環境省「市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査」（令和元年度）

における「使用済小型家電の回収・処理の実施状況」の設問について「実施中」と回答した市町村を、小

型家電の回収実施有りと見なした。 

6 環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（平成 30 年度）」において「中間処理後再生利用量（容器包装

プラスチック）」が存在する市町村を、容器包装プラスチックの回収実施有りと見なした。 



 

 9 

表 1-2 各カテゴリのパラメータ 

 カテゴリ 1 カテゴリ 2 カテゴリ 3 カテゴリ 4 

小型家電回収 実施 実施 実施せず 実施せず 

容器包装プラス
チック回収 

実施 実施せず 実施 実施せず 

①該当市町村
数 

699 662 113 160 

②総人口 72,935,854 45,644,408 2,410,606 2,962,509 

③平均人口 
（②／①） 

104,343 68,949 21,333 18,516 

④一人当たり小
型家電回収量
（kg/人） 

0.46 0.60 - - 

⑤一人当たり容
器包装プラスチ
ック中間処理後
再生利用量 
（kg/人） 

7.7 - 6.2 - 

⑥一人当たり可
燃ごみ搬入量 
（kg/人） 

159 182 181 185 

⑦一人当たり不
燃ごみ搬入量 
（kg/人） 

11 12 12 16 

出所）②総人口：環境省「市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査」

（令和元年度）の回答における平成 31 年 4 月現在の推計人口の合計値。 

④一人当たり小型家電回収量：環境省「市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況

に関する実態調査」（令和元年度）の回答における平成 30 年度の小型家電回収量の合計値を②総

人口で除した値。 

⑤一人当たり容器包装プラスチック中間処理後再生利用量：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査

（平成 30 年度）」における「中間処理後再生利用量（容器包装プラスチック）」の合計値を②総

人口で除した値。 

⑥一人当たり可燃ごみ搬入量、⑦一人当たり不燃ごみ搬入量：環境省「一般廃棄物処理事業実態調

査（平成 30 年度）」における「可燃ごみ搬入量（生活系ごみ）」「不燃ごみ搬入量（生活系ご

み）」の合計値を②総人口で除した値。なお、混合ごみの搬入量は、可燃ごみと不燃ごみの搬入量

の比率で按分して加算。可燃ごみと不燃ごみが存在せず、混合ごみのみの場合は、可燃ごみと不燃

ごみの搬入量の全国平均の比率で按分して加算。 

 

調査対象市町村は、各カテゴリから 1 市町村ずつと、該当市町村数及び総人口が最も多い

カテゴリ 1 から追加で 2 市町村を選定し、合計 6 市町村とした。各カテゴリからの市町村

の選定にあたっては、表 1-2 に示したカテゴリ内のパラメータの平均値に近いパラメータ

を持つ市町村を選定し、かつ選定した市町村の地域がなるべく偏らないように留意した。 

また、調査対象のごみ区分として、電気電子機器が多く混入すると考えられる不燃ごみ相

当のごみ区分を共通して選定した。加えて、容器包装プラスチックの回収を実施していれば、

容器包装プラスチックが含まれるごみ区分を、そうでなければ可燃ごみ相当のごみ区分を

選定した。 

各カテゴリから選定した市町村及びごみ区分を表 1-3 に示す。 
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表 1-3 調査対象とした市町村及びごみ区分 

カテゴリ 小型家電
回収 

容器包装プラス
チック回収 

調査対象市町村 調査対象ごみ区分 
（当該市町村における 

区分名称） 

1 実施 実施 A市 ①不燃ごみ 
②容器包装プラスチック 

B市 ①燃やせないごみ 
②容器包装プラスチック 

C市 ①金属類及び破砕ごみ 
②プラスチック類 

2 実施 実施せず D市 ①不燃ごみ 
②プラスチックごみ（※） 

3 実施せず 実施 E町 ①もえないごみ 
②プラスチックごみ 

4 実施せず 実施せず F町 ①もえないごみ 
②もえるごみ 

※D 市は、プラスチックごみの区分を設けているものの、まだ資源化の目途が立っておらず、全て焼却

処理を行っているとのことであった。 

(2) 調査対象品目 

小型家電リサイクル法の対象品目（28 品目）を以下の分類で細分化し、これを本調査の

対象品目とした。 

表 1-4 調査対象品目 

No. 小型家電リサイクル法 

対象品目 

調査対象品目 

1 有線通信機械器具 1-a 電話機その他の有線通信式 

2 無線通信機械器具 2-a 携帯電話 

2-b カーナビ 

2-c モバイルルーター 

2-d スマートフォン 

3 ラジオ受信機及びテレビジョ

ン受信機 

3-a 携帯用ラジオ 

3-b 携帯用テレビ 

4 映像用機械器具 4-a デジタルカメラ 

4-b ビデオカメラ 

4-c ポータブル DVDプレイヤー 

4-d レコーダー(DVD,BD,VHS等) 

4-e HDD 

5 電気音響機器 5-a ポータブル音楽プレイヤー 

5-b 音響機器(ラジカセ、スピーカー等) 

5-c ICレコーダー 

5-d 無線イヤホン 

6 パーソナルコンピュータ  6-a ノート PC 

6-b パーソナルコンピュータ(デスクトップ) 

6-c タブレット端末 

7 記憶装置 7-a USB メモリ等 

8 印刷装置 8-a プリンターその他の印刷装置 

9 表示装置 9-a ディスプレイその他表示装置 

10 電子書籍端末 10-a 電子書籍端末 

11 電動ミシン 11-a 電動ミシン 
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No. 小型家電リサイクル法 

対象品目 

調査対象品目 

12 電動工具 12-a 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 

13 電卓等事務機器 13-a 電子辞書・電子手帳・PDA 

13-b 電卓 

14 計量用又は測定用の電気機

械器具  

14-a ヘルスメーターその他の計量用、又は測定用の電気機械器

具 

15 医療用電気機械器具 15-a 電動式吸入器 その他の医療用電気機械器具 

16 フィルムカメラ 16-a フィルムカメラ 

17 台所用電気機械器具 17-a 電子レンジ その他の台所用電気機械器具 

17-b 電気ポット 

17-c 電気炊飯器 

18 空調用電気機械器具 18-a 扇風機、電気除湿機 その他の空調用電気機械器具 

19 衣料用又は衛生用の電気機

械器具 

19-a 電気掃除機(ハンドクリーナー含む) 

19-b 電気アイロン、その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具 

20 保温用電気機械器具 20-a 電気こたつ、電気ストーブ その他の保温用電気機械器具 

21 理容用電気機械器具 21-a ヘアドライヤー、その他の理容用電気機械器具 

21-b 電気式シェーバー 

22 電気マッサージ器 22-a 電気マッサージ器 

23 運動用電気機械器具 23-a ランニングマシン、その他の運動用電気機械器具 

24 園芸用電気機械器具 24-a 電気芝刈機 その他の園芸用電気機械器具 

25 電気照明器具  25-a 蛍光灯器具その他の電気照明器具 

26 電子時計及び電気時計 26-a 電子時計及び電気時計 

27 電子楽器及び電気楽器 27-a 電子楽器及び電気楽器 

28 電子玩具及び電動式玩具 28-a ゲーム機 

28-b 携帯ゲーム機 

28-c ゲーム機リモコン 

28-d 電子玩具 

29 その他 29-a モバイルバッテリー 

29-b リモコン 

29-c ACアダプター 

29-d 電池等 

29-e PC周辺機器 

29-f 付属品 

29-g ケーブル類 

29-h 基板類 

29-i その他電子機器等 

29-j 電気たばこ 

(3) 調査実施手順 

各事業場において、以下の手順で調査を実施した。 

 市町村より、調査対象としたごみ区分のごみを 4～5 ㎥程度入手し、全量の重量を計

測した。 

 ごみから電気電子機器及び電池類を抽出し、以下の分類で品目、重量、個数を記録し、

写真を撮影した。 

 リチウムイオン電池が残留していた電気電子機器 

 リチウムイオン電池以外の二次電池が残留していた電気電子機器（電池の種類

も記録） 

 一次電池が残留していた電気電子機器 
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 電池が残留していない、または電池を使用しない電気電子機器 

 電池（単体で混入していたもの）7 

 上記のうち、電池が残留していた電気電子機器については、表 1-5 に示す製品情報や

電池の構造等も記録した。 

表 1-5 電池が残留していた電気電子機器における調査項目 

製品に関する
情報 

品目名 

重量 

メーカー名 

商品名（または型番） 
製造国 

年式 

電池に関する
情報 
（必要に応じて
試料を解体し
て確認） 

電池の構造（※）  外付電池 
 内蔵電池 
 内蔵バックアップ電池 

（外付電池／内蔵電池の場
合、以下同様） 
電池の取り外しの困難さ 

1. 簡単に取外しが可能 
2. 一般的な工具（＋、-ドライバー等）で取外
しが可能 

3. 専用工具（星型等の特殊ネジ仕様）で取り
外しが可能 

4. 1～3のどの方法でも取り外し不可 

電池の形状  乾電池 
 ボタン電池 
 コイン電池 
 電池パック 

電池の種類  リチウムイオン 
 ニッケルマンガン 
 アルカリ 
 マンガン 
 ニッカド 
 空気亜鉛 
 酸化銀 
 リチウムコイン 
 ニッケルマンガンボタン 
 アルカリボタン 
 ニッカドボタン 
 空気亜鉛ボタン 
 酸化銀ボタン 
 不明 

電池が使い切り方式か充電
式か 

 使い切り 
 充電式 
 不明 

※電池の構造は、それぞれ以下に沿って分類を行った。ただし、同種の製品であっても、

製品の種類によって電池の構造が異なる場合がある。 

 外付電源用電池：出し入れを想定し、取り外しが容易な形で格納されている電池 

（例：デジタルカメラ、ノート PC、ゲーム機、電子時計及び電気時計等に存在） 

 内蔵電源用電池：出し入れを想定しておらず、製品の中に内蔵されている電池 

（例：スマートフォン、電気シェーバー、電気掃除機等に存在） 

 内蔵バックアップ用電池：待機状態等におけるランプ点灯や液晶表示のための電池 

                                                        
7 電池単体で排出されたのか、収集運搬の過程で製品から電池が分離したのかまでは判断できない。 
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（例：携帯電話、ゲーム機、電気炊飯器等に存在） 

(4) 混入状況調査結果 

1) A市の調査結果 

a. ①不燃ごみ 

調査結果の概要を表 1-6 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 2 割弱

混入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 1-7

に示す。 

表 1-6 調査結果概要（A市・①不燃ごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 1,084.2 - 

 うち、混入していた電気電子機器 280 203.5 18.8% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 52 10.9 1.0% 

   うち、リチウムイオン電池が残留してい
た電気電子機器 

12 1.4 0.1% 

 うち、単体で混入していた電池類 28 0.6 0.06% 

  うち、リチウムイオン電池 2 0.1 0.009% 

表 1-7 混入していた電気電子機器（A市・①不燃ごみ） 

 品目 個数 重量（kg） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

17 10.3 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線
通信機械器具 

2 0.3 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 2 0.2 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 

6 6.4 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオ
セットその他の電気音響機械器具 

10 18.4 

6 パーソナルコンピュータ 1 2.4 

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他
の記憶装置 

3 8.4 

8 プリンターその他の印刷装置 6 23.5 

9 ディスプレイその他の表示装置 1 5.6 

10 電子書籍端末 1 0.3 

11 電動ミシン 3 12.7 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気
機械器具 

1 0.1 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

12 5.1 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所
用電気機械器具 

10 24.8 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気 8 13.4 
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 品目 個数 重量（kg） 
機械器具 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料
用又は衛生用の電気機械器具 

5 13.0 

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用
電気機械器具 

2 8.2 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

26 7.9 

22 電気マッサージ器 4 7.8 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 12 5.4 

26 電子時計及び電気時計 15 7.1 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式
玩具 

17 5.7 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

84 15.4 

 

また、電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池を品目別に整理し

た結果を表 1-8 に示す。リチウムイオン電池が残留していた製品は、携帯電話、カメラ、電

気かみそり、モバイルバッテリーであった。このうち、携帯電話、モバイルバッテリーでは、

専用工具を使っても、リチウムイオン電池の取り外しが困難な製品が存在した。 

表 1-8 電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池 

（A市・①不燃ごみ） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

5（0） 0.8（-） 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線
通信機械器具 

2（2） 0.2（0.2） 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 1（0） 0.1（-） 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 

1（1） 0.2（0.2） 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオ
セットその他の電気音響機械器具 

3（0） 3.8（-） 

10 電子書籍端末 1（0） 0.3（-） 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

5（0） 1.4（-） 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料
用又は衛生用の電気機械器具 

1（0） 0.7（-） 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

7（3） 1.0（0.4） 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 5（0） 0.3（-） 

26 電子時計及び電気時計 2（0） 0.2（-） 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式
玩具 

6（0） 0.5（-） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

13（4） 1.5（0.5） 
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 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

- 電池単体 28（2） 0.6（0.1） 

b. ②容器包装プラスチック 

調査結果の概要を表 1-9 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 0.2%混

入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 1-10

に示す。 

表 1-9 調査結果概要（A市・②容器包装プラスチック） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 245.2 - 

 うち、混入していた電気電子機器 3 0.4 0.2% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 1 0.3 0.1% 

   うち、リチウムイオン電池が残留して
いた電気電子機器 

0 - - 

 うち、単体で混入していた電池類 1 0.01 0.004% 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

表 1-10 混入していた電気電子機器（A市・②容器包装プラスチック） 

 品目 個数 重量（kg） 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 1 0.3 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類で
きないもの） 

1 0.1 

 

また、電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池を品目別に整理し

た結果を表 1-11 に示す。リチウムイオン電池が残留していた製品は見られなかった。 

表 1-11 電池残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池 

（A市・②容器包装プラスチック） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 1（0） 0.3（-） 

- 電池単体 1（0） 0.01（-） 

2) B市の調査結果 

a. ①燃やせないごみ 

調査結果の概要を表 1-12 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 1 割強

混入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 

1-13 に示す。 
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表 1-12 調査結果概要（B市・①燃やせないごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 1,283.8 - 

 うち、混入していた電気電子機器 420 173.8 13.5% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 67 13.3 1.0% 

   うち、リチウムイオン電池が残留して
いた電気電子機器 

18 2.7 0.2% 

 うち、単体で混入していた電池類 75 1.7 0.1% 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

表 1-13 混入していた電気電子機器（B市・①燃やせないごみ） 

 品目 個数 重量（kg） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

8 3.1 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通
信機械器具 

9 1.0 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 4 1.0 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 7 9.2 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセ
ットその他の電気音響機械器具 18 14.0 

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他
の記憶装置 

2 1.8 

8 プリンターその他の印刷装置 1 0.5 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

14 3.6 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

2 3.2 

15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器
具 

1 0.7 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用
電気機械器具 

25 45.9 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気
機械器具 

3 5.8 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用
又は衛生用の電気機械器具 

5 2.8 

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用
電気機械器具 

4 8.0 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

31 9.8 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 22 14.4 

26 電子時計及び電気時計 19 2.8 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩
具 

72 25.0 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

134 14.8 

 

また、電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池を品目別に整理し

た結果を表 1-14 に示す。リチウムイオン電池が残留していた製品は、携帯電話、カメラ、
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電気かみそり、ゲーム機、モバイルバッテリーであった。このうち、カメラ、電気かみそり、

ゲーム機、モバイルバッテリーでは、専用工具を使っても、リチウムイオン電池の取り外し

が困難な製品が存在した。 

表 1-14 電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池 

（B市・①燃やせないごみ） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通
信機械器具 

8（8） 0.9（0.9） 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 

2（1） 0.4（0.01） 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセ
ットその他の電気音響機械器具 

6（3） 2.0（0.2） 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

7（0) 0.6（-） 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

2（0） 2.1（-） 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

8（2） 1.5（0.7） 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 2（0） 1.6（-） 

26 電子時計及び電気時計 9（0) 0.6（-） 
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩

具 
11（2） 2.2（0.6） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

12（2） 1.5（0.2） 

- 電池単体 75（0） 1.7（-） 

b. ②容器包装プラスチック 

調査結果の概要を表 1-15 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 0.04%

混入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 

1-16 に示す。 

表 1-15 調査結果概要（B市・②容器包装プラスチック） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 230.0 - 

 うち、混入していた電気電子機器 2 0.1 0.04% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 2 0.1 0.04% 

   うち、リチウムイオン電池が残留して
いた電気電子機器 

0 - - 

 うち、単体で混入していた電池類 0 - - 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 
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表 1-16 混入していた電気電子機器（B市・②容器包装プラスチック） 

 品目 個数 重量（kg） 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩
具 

1 0.02 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

1 0.1 

 

また、電池が残留していた電気電子機器を品目別に整理した結果を表 1-17 に示す。リチ

ウムイオン電池が残留していた製品は見られなかった。 

表 1-17 電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池 

（B市・②容器包装プラスチック） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩
具 

1（0） 0.02（-） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

1（0） 0.1（-） 

3) C市の調査結果 

a. ①金属類及び破砕ごみ 

調査結果の概要を表 1-18 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 3 割弱

混入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 

1-19 に示す。 

表 1-18 調査結果概要（C市・①金属類及び破砕ごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 245.9 - 

 うち、混入していた電気電子機器 131 69.2 28.1% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 18 3.4 1.4% 

   うち、リチウムイオン電池が残留して
いた電気電子機器 

0 - - 

 うち、単体で混入していた電池類 0 - - 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

表 1-19 混入していた電気電子機器（C市・①金属類及び破砕ごみ） 

 品目 個数 重量（kg） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

1 0.2 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセ
ットその他の電気音響機械器具 3 4.5 

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他
の記憶装置 

7 0.6 

8 プリンターその他の印刷装置 1 5.7 
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 品目 個数 重量（kg） 
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電

動工具 
1 0.3 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

2 0.5 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

1 0.01 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用
電気機械器具 

15 17.7 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気
機械器具 

3 5.9 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用
又は衛生用の電気機械器具 

5 8.0 

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用
電気機械器具 

6 8.1 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

5 1.6 

22 電気マッサージ器 2 3.3 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 5 2.2 

26 電子時計及び電気時計 8 3.9 
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩

具 
23 3.2 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

43 3.6 

 

また、電池が残留していた電気電子機器を品目別に整理した結果を表 1-20 に示す。リチ

ウムイオン電池が残留していた製品は見られなかった。なお、電池単体の混入も見られなか

った。 

表 1-20 電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池 

（C市・①金属類及び破砕ごみ） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

12 電動工具 1（0） 0.3（-） 
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機

械器具 
2（0） 0.5（-） 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用
電気機械器具 

1（0） 0.7（-） 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

2（0） 0.3（-） 

26 電子時計及び電気時計 2（0） 0.1（-） 
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩

具 
9（0） 1.4（-） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

1（0） 0.04（-） 

b. ②プラスチックごみ 

調査結果の概要を表 1-21 に示す。なお、電気電子機器の混入は見られなかった。 
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表 1-21 調査結果概要（C市・②プラスチックごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 80.3 - 

 うち、混入していた電気電子機器 0 - - 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 0 - - 

   うち、リチウムイオン電池が残留してい
た電気電子機器 

0 - - 

 うち、単体で混入していた電池類 0 - - 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

4) D市の調査結果 

a. ①不燃ごみ 

調査結果の概要を表 1-22 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 3 割強%

混入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 

1-23 に示す。 

表 1-22 調査結果概要（D市・①不燃ごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 580.9 - 

 うち、混入していた電気電子機器 243 178.7 30.8% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 34 7.6 1.3% 

   うち、リチウムイオン電池が残留してい
た電気電子機器 

5 1.0 0.2% 

 うち、単体で混入していた電池類 9 0.2 0.03% 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

表 1-23 混入していた電気電子機器（D市・①不燃ごみ） 

 品目 個数 重量（kg） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

2 3.7 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通
信機械器具 

3 0.7 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 2 0.2 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 2 5.9 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセ
ットその他の電気音響機械器具 14 31.9 

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他
の記憶装置 

1 0.1 

8 プリンターその他の印刷装置 4 17.1 

10 電子書籍端末 1 0.1 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

4 5.2 
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 品目 個数 重量（kg） 
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定

用の電気機械器具 
3 2.9 

15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器
具 

1 6.2 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用
電気機械器具 

17 36.3 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気
機械器具 

3 4.4 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用
又は衛生用の電気機械器具 

7 20.0 

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用
電気機械器具 

1 1.1 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

5 1.0 

22 電気マッサージ器 2 4.9 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 20 13.8 

26 電子時計及び電気時計 13 3.2 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩
具 

23 5.9 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

115 14.4 

 

また、電池が残留していた電気電子機器を品目別に整理した結果を表 1-24 に示す。リチ

ウムイオン電池が残留していた製品は、携帯電話、電気照明器具、電気かみそり、モバイル

バッテリーであった。このうち、電気照明器具、電気かみそり、モバイルバッテリーでは、

専用工具を使っても、リチウムイオン電池の取り外しが困難な製品が存在した。 

表 1-24 電池が残留していた電気電子機器（D市・①不燃ごみ） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通
信機械器具 

1（1） 0.1（0.1） 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 1（0） 0.1（-） 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

3（0） 0.3（-） 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

3（0） 2.7（-） 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

3（2） 0.5（0.4） 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 3（1） 0.5（0.2） 

26 電子時計及び電気時計 6（0） 0.6（-） 
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩

具 
9（0） 2.1（-） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

5（1） 0.8（0.3） 

- 電池単体 9（0） 0.2（-） 
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b. ②プラスチックごみ 

調査結果の概要を表 1-25 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 0.9%混

入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 1-26

に示す。 

表 1-25 調査結果概要（D市・②プラスチックごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 159.0 - 

 うち、混入していた電気電子機器 15 1.4 0.9% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 10 1.0 0.6% 

   うち、リチウムイオン電池が残留して
いた電気電子機器 

2 0.2 0.1% 

 うち、単体で混入していた電池類 0 - - 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

表 1-26 混入していた電気電子機器（D市・②プラスチックごみ） 

 品目 個数 重量（kg） 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセ
ットその他の電気音響機械器具 1 0.1 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気
機械器具 

2 0.2 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 1 0.1 

26 電子時計及び電気時計 2 0.02 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩
具 

6 0.7 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

3 0.3 

 

また、電池が残留していた電気電子機器を品目別に整理した結果を表 1-27 示す。リチウ

ムイオン電池が残留していた製品は、ハンディファン、玩具であった。なお、電池単体の混

入は見られなかった。このうち、玩具では、専用工具を使っても、リチウムイオン電池の取

り外しが困難な製品が存在した。 

表 1-27 電池が残留していた電気電子機器（D市・②プラスチックごみ） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気
機械器具 

1（1） 0.002（0.002） 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 1（0） 0.1（-） 

26 電子時計及び電気時計 2（0） 0.04（-） 
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩

具 
5（1） 0.6（0.04） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

1（0） 0.16（-） 
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5) E町の調査結果 

a. ①もえないごみ 

調査結果の概要を表 1-28 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 3 割弱

混入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 

1-29 に示す。 

表 1-28 調査結果概要（E町・①もえないごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 692.6 - 

 うち、混入していた電気電子機器 341 192.1 27.7% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 61 11.0 1.6% 

   うち、リチウムイオン電池が残留して
いた電気電子機器 

8 1.7 0.2% 

 うち、単体で混入していた電池類 9 0.3 0.04% 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

表 1-29 混入していた電気電子機器（E町・①もえないごみ） 

 品目 個数 重量（kg） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

6 5.0 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通
信機械器具 

2 0.3 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 1 0.3 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 2 3.0 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセ
ットその他の電気音響機械器具 3 0.6 

8 プリンターその他の印刷装置 4 16.1 

10 電子書籍端末 2 0.7 

11 電動ミシン 2 2.7 

12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電
動工具 

1 1.2 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

4 0.5 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

9 6.9 

15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器
具 

1 0.4 

16 フィルムカメラ 1 0.4 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用
電気機械器具 

20 60.5 

18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気
機械器具 

5 6.4 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用
又は衛生用の電気機械器具 

7 10.3 
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 品目 個数 重量（kg） 
20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用

電気機械器具 
7 8.1 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

14 4.4 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 28 11.4 

26 電子時計及び電気時計 27 5.0 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩
具 

36 14.8 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

150 33.0 

 

また、電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池を品目別に整理し

た結果を表 1-30 に示す。リチウムイオン電池が残留していた製品は、携帯電話、ベビーモ

ニタ、電気かみそり、電子辞書、電気照明器具であった。このうち、ベビーモニタ、電子辞

書、電気かみそりでは、専用工具を使っても、リチウムイオン電池の取り外しが困難な製品

が存在した。 

表 1-30 電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池 

（E町・①もえないごみ） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

2（0） 0.9（-） 

2 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通
信機械器具 

1（1） 0.1（0.1） 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 

1（1） 0.2（0.2） 

10 電子書籍端末 2（1） 0.6（0.6） 
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機

械器具 
1（0） 0.2（-） 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

3（0） 0.4（-） 

16 フィルムカメラ 1（0） 0.3（-） 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

3（2） 0.6（0.4） 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 8（3） 1.2（0.5） 

26 電子時計及び電気時計 16（0） 1.2（-） 
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩

具 
21（0） 5.0（-） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

2（0） 0.2（-） 

- 電池単体 9（0） 0.3（-） 

b. ②プラスチックごみ 

調査結果の概要を表 1-31 に示す。なお、電気電子機器の混入は見られなかった。 
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表 1-31 調査結果概要（E町・②プラスチックごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 142.4 - 

 うち、混入していた電気電子機器 0 - - 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 0 - - 

   うち、リチウムイオン電池が残留してい
た電気電子機器 

0 - - 

 うち、単体で混入していた電池類 0 - - 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

6) F町の調査結果 

a. ①もえないごみ 

調査結果の概要を表 1-32 に示す。ごみ全体のうち、電気電子機器が重量ベースで 3 割弱

混入していた。混入していた電気電子機器（電池を除く）を、品目別に整理した結果を表 

1-33 に示す。 

表 1-32 調査結果概要（F町・①もえないごみ） 

 個数 重量（kg） 調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 625.3 - 

 うち、混入していた電気電子機器 321 156.8 25.1% 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 35 5.8 0.9% 

   うち、リチウムイオン電池が残留してい
た電気電子機器 

4 0.5 0.08% 

 うち、単体で混入していた電池類 16 0.3 0.05% 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

表 1-33 混入していた電気電子機器（F町・①もえないごみ） 

 品目 個数 重量（kg） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

8 3.6 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 1 0.1 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVD レコー
ダーその他の映像用機械器具 1 0.9 

5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセ
ットその他の電気音響機械器具 5 10.1 

7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他
の記憶装置 

1 0.3 

8 プリンターその他の印刷装置 1 2.6 

12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電
動工具 

1 5.7 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

4 1.1 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

6 6.5 
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 品目 個数 重量（kg） 
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器

具 
1 0.5 

17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用
電気機械器具 

18 30.6 

19 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用
又は衛生用の電気機械器具 

10 23.1 

20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用
電気機械器具 

3 3.1 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

9 2.9 

22 電気マッサージ器 3 3.0 

25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 43 13.1 

26 電子時計及び電気時計 13 2.4 

28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩
具 

15 1.5 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

162 45.5 

 

また、電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池を品目別に整理し

た結果を表 1-34 に示す。リチウムイオン電池が残留していた製品は、電気マッサージ器、

電気照明器具、モバイルバッテリーであった。これらの品目の全てで、専用工具を使っても、

リチウムイオン電池の取り外しが困難な製品が存在した。 

表 1-34 電池が残留していた電気電子機器及び単体で混入していた電池 

（F町・①もえないごみ） 

 品目 個数 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

重量（kg） 
（うち、リチウムイオ
ン電池使用製品） 

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通
信機械器具 

2（0） 0.3（-） 

3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 1（0） 0.1（-） 

13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機
械器具 

2（0） 0.1（-） 

14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定
用の電気機械器具 

2（0） 0.6（-） 

21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理
容用電気機械器具 

3（0） 0.6（-） 

22 電気マッサージ器 1（1） 0.3（0.3） 
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具 3（1） 0.5（0.05） 

26 電子時計及び電気時計 5（0） 0.4（-） 
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩

具 
6（0） 0.5（-） 

29 その他（コード類、付属品、部品、分類でき
ないもの） 

10（2） 2.4（0.2） 

- 電池単体 16（0） 0.3（-） 
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b. ②もえるごみ 

調査結果の概要を表 1-35 に示す。なお、電気電子機器の混入は見られなかった。 

表 1-35 調査結果概要（F町・②もえるごみ） 

 個数 重量
（kg） 

調査を実施したごみ
全体に占める割合 

調査を実施したごみ全体 - 599.2 - 

 うち、混入していた電気電子機器 0 - - 

  うち、電池が残留していた電気電子機器 0 - - 

   うち、リチウムイオン電池が残留してい
た電気電子機器 

0 - - 

 うち、単体で混入していた電池類 0 - - 

  うち、リチウムイオン電池 0 - - 

(5) 混入状況調査結果のまとめ 

1) 混入率の算出 

リチウムイオン電池等の混入状況調査の結果に基づき、各市町村のごみ区分別の、電気電

子機器の混入率（重量比率）、リチウムイオン電池が残留した電気電子機器の混入率、リチ

ウムイオン電池単体での混入率を算出することが可能となる。 

不燃ごみ相当のごみ区分における各種混入率を表 1-36 に示す。小型家電回収を実施して

いるカテゴリ 1, 2 と、実施していない 3. 4 において、大きな傾向の差は見られなかった。 

表 1-36 不燃ごみ相当のごみ区分における混入率 

カテゴリ 調査対象 
市町村 

電気電子機器の 
混入率 

リチウムイオン電池
が残留した電気 
電子機器の混入率 

リチウムイオン電池
単体の混入率 

1 A市 18.8% 0.1% 0.009% 

B市 13.5% 0.2% - 

C市 28.1% - - 

2 D市 30.8% 0.2% - 

3 E町 27.7% 0.3% - 

4 F町 25.1% 0.1% - 

 

また、容器包装プラスチック相当のごみ区分における各種混入率を表 1-37 に示す。電気

電子機器の混入率はいずれも 1%未満であった。 

表 1-37 容器包装プラスチック相当のごみ区分における混入率 

カテゴリ 調査対象 
市町村 

電気電子機器の 
混入率 

リチウムイオン電池
が残留した電気 
電子機器の混入率 

リチウムイオン電池
単体の混入率 

1 A市 0.2% - - 

B市 0.1% - - 

C市 - - - 

2 D市 0.9% 0.1% - 

3 E町 - - - 

4 F町 - - - 
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なお、F 町のみで実施した可燃ごみ相当のごみ区分では、電気電子機器の混入は見られな

かったため、混入率は算定できなかった。 

2) 混入していた品目の状況 

6 市町村全てで調査を実施した不燃ごみ相当のごみ区分では、共通して、携帯電話、電気

かみそり、モバイルバッテリーといった品目で、リチウムイオン電池が残留している製品が

存在した。また、小型家電の回収を実施していない E 町、F 町では、電子辞書、電気照明器

具といった品目でもリチウムイオン電池が残留している製品が存在した。なお、市町村ごと

に一度のみの組成調査の結果であり、調査実施日にある品目が偶然多く排出されている可

能性があるため、品目の傾向の差を評価するには、同一市町村での継続的な調査の実施や、

同一カテゴリ内で複数市町村での調査の実施が必要と考えられる。 

容器包装プラスチック相当のごみ区分では、電気照明器具、扇風機（ハンディファン）、

ゲーム機、玩具といった品目の混入が見られ、いずれも、リチウムイオン電池が残留してい

る製品が存在した。不燃ごみ相当のごみ区分と比較して重量ベースの混入率は低いものの、

こういった製品がある程度の頻度で容器包装プラスチック相当のごみ区分へ混入している

ことがうかがえる。 

1.2.2 リチウムイオン電池等の排出量の拡大推計 

1.2.1(5)で算出した混入率を用いて、カテゴリ別の混入量の推計を行った。不燃ごみ相当

のごみ区分における推計結果を表 1-38 に、容器包装プラスチック相当のごみ区分における

推計結果を表 1-39 に示す。 

不燃ごみ相当のごみ区分では、電気電子機器の混入量が約 34 万 t（不燃ごみ総搬入量の

約 25%）、リチウムイオン電池が残留した電気電子機器が約 2,400t（約 0.2%）、リチウムイ

オン電池単体の混入量が約 70t と推計された。 

容器包装プラスチック相当のごみ区分では、電気電子機器の混入量が約 900 トン（容器包

装プラスチック総処理量の約 0.2%）と推計された。なお、参考として、仮に D 市のリチウ

ムイオン電池が残留した電気電子機器の混入率を全国に適用した場合、リチウムイオン電

池が残留した電気電子機器の混入量は約 700t（約 0.1%）となった。 
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表 1-38 不燃ごみ相当のごみ区分における混入量推計結果 

（単位：トン） 

カテゴリ 不燃ごみ総搬入量 電気電子機器の
混入量（推計） 

リチウムイオン 
電池が残留した 
電気電子機器の
混入量（推計） 

リチウムイオン 
電池単体の 
混入量（推計） 

1（※） 773,693 155,851 1,339 72 

2 527,899 162,380 946 - 

3 29,400 8,157 74 - 

4 48,484 12,158 41 - 

合計 1,379,476 338,547 2,400 72 

※カテゴリ 1 では、A～C 市における混入率の平均値を使用した。 

出所）不燃ごみ総搬入量：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（平成 30 年度）」における「不燃ごみ

搬入量（生活系ごみ）」の合計値。なお、混合ごみの搬入量は、可燃ごみと不燃ごみの搬入量の比

率で按分して加算。可燃ごみと不燃ごみが存在せず、混合ごみのみの場合は、可燃ごみと不燃ごみ

の搬入量の全国平均の比率で按分して加算。 

 

表 1-39 容器包装プラスチック相当のごみ区分における混入量推計結果 

（単位：トン） 

カテゴリ 容器包装プラスチック
総中間処理後再生 

利用量 

電気電子機器の
混入量（推計） 

リチウムイオン 
電池が残留した
電気電子機器の
混入量（推計） 

リチウムイオン 
電池単体の 
混入量（推計） 

1（※） 562,071 882 - - 

2 - - - - 

3 14,853 - - - 

4 - - - - 

合計 576,924 882 - 
 

（※参考値）707 
※D 市の混入率を

全国に適用した場

合の値 

- 

※カテゴリ 1 では、A～C 市における混入率の平均値を使用した。 

出所）容器包装プラスチック中間処理後再生利用量：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査（平成 30 年

度）」における「中間処理後再生利用量（容器包装プラスチック）」の合計値。 
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2. 消費者アンケートの実施 

使用済小型家電及びリチウムイオン電池等について、消費者の排出実態に関する情報を

把握する方法等を検討し、消費者の排出実態把握及び意識調査のための調査を実施した。 

また、使用済小型家電及びリチウムイオン電池等に関する消費者の排出行動の分析を行

うためのアンケートを実施し、当該アンケートの結果を踏まえ、小型家電リサイクル制度や

リチウムイオン電池等を分別排出することの必要性の認知度向上のための普及啓発方策の

検討を行った。 

2.1 調査の方向性の検討 

消費者アンケートにおける主な目的は、消費者の小型家電の保有・排出実態の把握と消費

者の小型家電の排出に関する意識調査の 2 点である。本検討業務においては、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受け、消費者の廃棄行動が通常時と異なる可能性があったため、有識

者へヒアリングを実施した上、下記のとおり調査方針を決定した。 

 

 消費者の小型家電の保有・排出実態の把握については、過年度検討業務と同様の形式

でアンケート調査を実施する。今年度のアンケート結果を令和元年度以前のアンケー

ト結果と比較することで、通常時と異なった廃棄行動が見られる品目の特定等、廃棄

行動に関する示唆を得ることを狙いとする。 

 排出実態把握調査の結果は、使用済小型家電の排出後フロー推計に使用している。

フローの正確性を確認するべく、本検討業務においては、排出実態把握のための

アンケートに加えて多様な品目について消費者の小型家電保有状況を調査するア

ンケートを実施することとした。 

 消費者の小型家電の排出に関する意識調査については、消費者の廃棄行動が通常時と

異なる可能性があるため、本検討業務においてはプレ調査として小規模のアンケート

を実施することとした。プレ調査結果により消費者の廃棄行動を説明するモデル案を

ブラッシュアップするとともに、次年度以降に予定する本番の調査設計に向けた示唆

を得ることを狙いとする。 

2.2 消費者保有・排出実態アンケート 

2.2.1 調査実施概要 

令和元年度における小型家電の排出フローの作成のため、消費者の排出実態を定量的に

把握するアンケートを実施した。具体的には、品目別の排出台数、排出先等を聴取するとと

もに、リチウムイオン電池の排出実態を把握すべく、電池を含有すると思われる品目につい

ては小型家電対象品目以外の品目も含め電池の取り外し状況、絶縁状況、排出先等を聴取し

た。アンケートの設計にあたってはフローの継続性を担保するため、平成 28 年度から令和

元年度検討業務において実施された消費者アンケートをベースとして設計した。 

調査対象品目としては、代表的な小型家電品目として、平成 28 年度から令和元年度にも

聴取した品目の中から 14 品目を選定した。更に、リチウムイオン電池を含有することが多

いと考えられる品目として 4 品目（うち 2 品目は代表的な小型家電品目として選定したも
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のと重複）を選定した。 

消費者アンケートはその手法上、回答の信頼性を確認する必要があると考えられる。本検

討業務においては上述のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、消費者の廃棄行

動が通常時と異なる可能性があるため、平成 28 年度から令和元年度検討業務において実施

された消費者アンケートの結果と比較し、アンケート結果の妥当性と廃棄行動の変化につ

いて確認を行った。 

本調査の実施概要を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 消費者保有・排出実態アンケート実施概要 

アンケート実施概要 

実施日 2020年 9月 2日（木）～2020年 9月 4日（金） 

主な 

設問項目 

※個人向けと世帯向けの 2種類のアンケートを実施 

【個人向けアンケート】 

• 小型家電（7品目：携帯電話・PHS、タブレット、ノート PC、デジタルカメラ、ゲーム機、電

動かみそり、腕時計）の保有・利用・購入・買替・排出台数、手放した製品の排出先、手放

した製品の利用状況 

• リチウムイオン電池を含有していると考えられる品目（3品目：電動かみそり、モバイルバ

ッテリー、加熱式たばこ）の保有・利用・購入・買替・排出台数、手放した製品の排出先、

手放した製品への電池含有状況、使用されていた電池の種類、排出先選択時の情報入

手先 

 

【世帯向けアンケート】 

• 小型家電（7品目：DVD・BDプレーヤー、デスクトップ PC、プリンター、炊飯器、電子レン

ジ、掃除機、置時計・掛け時計）の保有・利用・購入・買替・排出台数、排出した製品の利

用状況、排出先 

• リチウムイオン電池を含有していると考えられる品目（1品目：掃除機）の種類（コード有/

無、ロボット）、電池含有状況、使用されていた電池の種類、電池取り外し状況、取り外し

た電池の絶縁状況、排出先選択時の情報入手先 

対象者・ 

サンプル数 

個人向け：15歳以上の一般消費者が対象。N=3,747 

世帯向け：15歳以上で自分の世帯の家電製品についてある程度以上把握している人が

対象。N=3,749 

いずれも性・年代・地域を日本の人口比率に準じて割付 

2.2.2 調査結果 

(1) 単純集計 

1) 回答者職業 

個人向けアンケート調査回答者の職業は、専業主婦（主夫）が最も多く（20.0%）、次い

で無職（15.5%）、パート・アルバイト（12.5%）、会社員（事務系）（11.3%）である。（図 

2-1） 
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図 2-1 回答者職業（個人） 

 

世帯向けアンケート回答者の職業は、専業主婦（主夫）が最も多く（20.2%）、次いで無

職（13.5%）、会社員（事務系）（12.2%）、パート・アルバイト（11.9%）、である。（図 

2-2） 

 

 

図 2-2 回答者職業（世帯） 

 

2) 保有・利用・購入・買替・排出台数の平均値・標準偏差 

個人で所有する品目について、保有・利用・購入・買替・排出台数に関する回答から品目

別に平均台数と標準偏差を算出した結果を表 2-2 に示す。平均保有台数では、腕時計が 1.57

台、携帯電話・PHS が 1.30 台と 1 台を超えた。一方で、腕時計の保有台数については標準

偏差が 1.88 と他品目に比べて大きい。 
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表 2-2 保有・利用・購入・買替・排出台数の平均値・標準偏差（個人） 

  

 保有台数 利用台数 購入台数 買替台数 
排出台数 

(製品) 

排出台数 

(電池) 

n数 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

1 
携帯電話・

PHS 
3,744 1.30 1.10 0.96 0.53 0.36 0.59 0.28 0.51 0.20 0.50 - - 

2 タブレット端末 3,746 0.49 0.71 0.40 0.59 0.11 0.34 0.06 0.26 0.05 0.23 - - 

3 ノートパソコン 3,746 0.91 0.86 0.72 0.65 0.17 0.44 0.09 0.32 0.07 0.29 - - 

4 デジタルカメラ 3,747 0.82 0.97 0.50 0.67 0.08 0.33 0.04 0.23 0.07 0.32 - - 

5 ゲーム機 3,747 0.71 1.35 0.41 0.85 0.11 0.37 0.03 0.21 0.05 0.24 - - 

6 電動かみそり 3,745 0.61 0.73 0.51 0.62 0.13 0.39 0.08 0.29 0.07 0.28 0.15 0.93 

7 腕時計 3,741 1.57 1.88 0.94 1.27 0.16 0.61 0.06 0.29 0.06 0.28 - - 

8 
モバイル 

バッテリー 
3,747 0.74 0.95 0.59 0.77 0.18 0.45 0.07 0.28 0.06 0.27 - - 

9 加熱式たばこ 3,747 0.17 0.65 0.13 0.53 0.07 0.34 0.03 0.22 0.03 0.21 - - 

注）1 標準偏差が 1 を超えたものを太字で表示 

注）2 異常台数を無効回答としたため、品目により回答数が異なる 

注）3 リチウムイオン電池を含有していると考えられる 3 品目（電動かみそり、モバイルバッテリー、加

熱式たばこ）のうち、電池を取り外し可能な製品が多い電動かみそりについては、取り外して排出

した電池の個数（表中「排出台数（電池）」）も聴取した 

 

世帯で所有する品目について、保有・利用・購入・買替・排出台数に関する回答から品目

別に平均台数と標準偏差を算出した結果を表 2-3 に示す。平均保有台数では、置時計・掛け

時計が 2.80 台と 2 台を超えた。一方で、置時計・掛け時計の保有台数、利用台数について

は標準偏差がそれぞれ 2.30、2.12 と他品目に比べて大きい。 

リチウムイオン電池を含有していると考えられる品目として選定した掃除機については、

単体で購入した電池の個数（表中「購入台数（電池）」）、及び取り外して排出した電池の

個数（表中「排出台数（電池）」）も聴取した。結果として、両者の標準偏差はそれぞれ 2.26、

2.02 と大きな値となり、購入個数・排出個数ともばらつきがあることが示唆された。 
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表 2-3 保有・利用・購入・買替・排出台数の平均値・標準偏差（世帯） 

      
保有台数 利用台数 

購入台数

(製品) 

購入台数

(電池) 
買替台数 

排出台数

(製品) 

排出台数

(電池) 

n数 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

平

均

台

数 

標

準

偏

差 

1 

DVD プレー

ヤ、ブルー

レイディスク

プレーヤ 

3,749 1.12  0.95  0.93  0.82  0.14  0.38  - - 0.08  0.29  0.08  0.31  - - 

2 

デスクトップ

パソコン（モ

ニタを含む） 

3,746 0.80  1.13  0.63  0.89  0.13  0.40  - - 0.09  0.33  0.10  0.39  - - 

3 

プリンター

（スキャナ等

との複合機

を含む） 

3,749 0.90  0.66  0.79  0.59  0.15  0.42  - - 0.12  0.38  0.13  0.39  - - 

4 炊飯器 3,749 1.04  0.48  0.91  0.43  0.16  0.40  - - 0.13  0.36  0.13  0.35  - - 

5 電子レンジ 3,749 1.03  0.31  0.96  0.33  0.14  0.37  - - 0.12  0.33  0.11  0.33  - - 

6 
置時計・掛

け時計 
3,746 2.80  2.30  2.53  2.12  0.24  0.61  - - 0.13  0.43  0.15  0.54  - - 

7 掃除機 3,716 1.59  0.93  1.41  0.81  0.25  0.51  0.45  2.26  0.14  0.37  0.14  0.48  0.42  2.02  

注）1 標準偏差が 1 を超えたものを太字で表示 

注）2 異常台数を無効回答としたため、品目により回答数が異なる 

注）3 リチウムイオン電池を含有していると考えられる品目（掃除機）については、単体で購入した電池

の個数（表中「購入台数（電池）」）、及び取り外して排出した電池の個数（表中「排出台数（電

池）」）も聴取した 

3) 排出した小型家電の利用状況 

個人で所有していた小型家電について、排出した各品目の利用状況は、携帯電話・PHS で

「毎日使用していた」との回答が 8 割以上、タブレット端末、ノートパソコンでも 5 割以上

を占め、使用頻度が高い。一方で、デジタルカメラ、ゲーム機では「1 年以上使用していな

かった」が 2 割以上と使用頻度が低い。（図 2-3） 
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図 2-3 排出した小型家電の利用状況（個人） 

注） リチウムイオン電池を含有していると考えられる 3 品目（電動かみそり、モバイルバッテリー、加

熱式たばこ）のうち、小型家電対象品目でないモバイルバッテリー、加熱式たばこについては未聴

取 

 

世帯で所有していた小型家電について、排出した各品目の利用状況は、炊飯器、電子レン

ジで 7 割前後が、置時計・掛け時計では 8 割以上が「毎日使用していた」と回答しており、

使用頻度が高い。一方で、プリンターでは「毎日使用していた」が 1 割程度にとどまった。

（図 2-4） 
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図 2-4 排出した小型家電の利用状況（世帯） 

4) 排出した小型家電の排出先 

個人で所有していた小型家電の排出先については、携帯電話・PHS で「携帯電話事業者の

展開するキャリアショップ」が 5 割を超え最多であった。電動かみそりでは「家庭ごみ（市

町村回収）」が 5 割を超えた。（図 2-5） 

リチウムイオン電池を含有していると考えられる品目については、モバイルバッテリー、

加熱式たばことも約 4 割が「家庭ごみ（市町村回収）」に排出されていた。 
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図 2-5 排出した小型家電の排出先（個人） 

 

世帯で所有していた小型家電の排出先について、デスクトップパソコン以外で「家庭ごみ

（市町村回収）」が最多であり、置時計・掛け時計では 5 割を超えた。デスクトップパソコ

ンでは、「小売店」が約 2 割で最多であった。（図 2-6） 
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図 2-6 排出した小型家電の排出先（世帯） 

5) リチウムイオン電池使用品目の排出実態 

廃棄した掃除機について、掃除機の種類（コード式掃除機、コードレス掃除機、ロボット

掃除機）のいずれであったかを問う設問の回答結果は図 2-7 のとおりである。ロボット掃

除機を廃棄したとする回答は 10 件に留まったため、以降のロボット掃除機に関する定量的

な分析は正確性の点で課題が残ることに留意が必要である。 

 

 

図 2-7 廃棄した掃除機の種類（N=505） 
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廃棄した電動かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、掃除機のうちコードレス掃

除機及びロボット掃除機について、製品に使用されていた電池の認識を聴取した。回答結果

は図 2-8 のとおりである。いずれの品目についても、一次電池または二次電池が使用され

ていると考えられるにも関わらず、1 割以上の回答者が「電池は用いられていなかった」と

回答した。さらに、モバイルバッテリー、加熱式たばこ及びコードレス掃除機については、

1 割以上の回答者が「電池が用いられていたか分からない」と回答しており、製品への電池

使用状況に関する理解が十分に広まっていないことが示唆された。 

また、ロボット掃除機は他の製品と異なり、「用いられていた電池の種類が分からない」

とする回答が多く見られたものの、サンプル数が少なく、定量的な分析は難しいことに留意

が必要である。 

 

 

図 2-8 廃棄した製品への電池含有状況に関する認識 

 

電池を取り外し可能な製品が多い電動かみそりと掃除機を対象に、製品に電池が使用さ

れていた場合の電池取り外し状況について聴取した。また、電池を取り外した場合には、取

り外した電池の絶縁状況について徴収した。回答結果は図 2-9、図 2-10 のとおりである。

電動かみそりでは、製品から電池を取り外したと回答した割合が合計で 6 割未満に留まり、

「製品から電池を取り外さず、回収先へ出した」が 4 割以上となった。掃除機では、製品か

ら電池を取り外したと回答した割合が合計で 7 割以上、「製品から電池を取り外さず、回収

先へ出した」が 3 割未満であった。 

また、電池の絶縁状況については、電動かみそりにおいて「絶縁はしなかった」とする回

答が約 6 割となった。 

なお、本集計には、調査対象期間に製品は廃棄しなかったが、取り外した電池のみを廃棄

した回答者の回答が含まれる。 
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図 2-9 製品に電池が使用されていた場合、排出した製品中の電池取り外し状況 

 

 

図 2-10 電池を取り外して手放した場合、電池の絶縁状況 

 

廃棄する際の製品や電池の廃棄方法の情報入手元について、電動かみそり、モバイルバッ

テリー、加熱式たばこ、掃除機を対象に設問した回答内容を図 2-11 に示す。「自治体から

紙で配布されたごみカレンダー・ごみ分別マニュアルを確認した」がいずれの製品でも 3 割

以上であり、その他何らかの自治体からの情報提示を確認していることが過半数を占めて

いた。一方、「何も参考にしなかった」がいずれの製品でも 10%前後見られている。 

なお、本集計のうち電動かみそりには、調査対象期間に製品は廃棄しなかったが、取り外

した電池のみを廃棄した回答者の回答が含まれている。 
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図 2-11 廃棄した製品・電池の廃棄方法の情報入手元 

(2) 経年変化分析 

本検討業務においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、消費者の廃棄行動が通

常時と異なる可能性があったため、アンケート結果を平成 28 年度から令和元年度検討業務

におけるアンケート結果と比較し、妥当性の検証と結果の推移に関して分析を行った。 

経年変化分析の対象品目及び対象設問は、以下に示すとおりである。 

 対象品目 

 個人向け：7 品目（携帯電話・PHS、タブレット端末、ノートパソコン、デジタ

ルカメラ、ゲーム機、電動かみそり、腕時計） 

 世帯向け：7 品目（DVD プレーヤー・BD プレーヤー、デスクトップパソコン、

プリンター、炊飯器、電子レンジ、掃除機、置時計・掛け時計） 

 対象設問 

 保有・利用・購入・買替・排出台数 

 排出した小型家電の利用状況 

 排出した小型家電の排出先 

1) 保有・利用・購入・買替・排出台数の推移 

平成 28 年度から本討業務にかけての保有・利用・購入・買替・排出台数の推移は図 2-12、

図 2-13 に示すとおりである。個人向け品目では、タブレット端末の保有・利用平均台数は

微増、デジタルカメラや腕時計の保有・利用平均台数は微減の傾向にあった。世帯向け品目
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では、プリンターの保有・利用平均台数が微増した。 

購入・買替・排出平均台数は、品目によらず大きな変化はなかった。 

 

 

携帯電話・PHS タブレット端末 

  

ノートパソコン デジタルカメラ 

  

ゲーム機 電動かみそり 

 

 

腕時計 凡例 

図 2-12 保有・利用・購入・買替・排出台数の推移（個人向け品目） 
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DVD プレーヤー・BD プレーヤー デスクトップパソコン 

  

プリンター 炊飯器 

  

電子レンジ 掃除機 

 

 

置時計・掛け時計 凡例 

図 2-13 保有・利用・購入・買替・排出台数の推移（世帯向け品目） 
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2) 排出した小型家電の利用状況 

排出した製品の利用状況について、「1 年以上使用していなかった」とする回答の割合の

変化を表 2-4、表 2-5 に整理した。この割合はすなわち退蔵品から排出されたものの割合を

指し、品目により傾向が異なった。 

個人向け品目では、令和 2 年度における携帯電話・PHS やタブレット端末、デジタルカメ

ラについて退蔵品から排出されたものの割合が平成 28 年度と比較して増加したのに対し、

ノートパソコン、電動かみそりでは減少した。また、ゲーム機や腕時計は、令和元年度まで

退蔵品から排出されたものの割合が増加していたが、令和 2 年度には大幅に減少した。 

世帯向け品目でも、DVD プレーヤー・BD プレーヤーについて令和 2 年度のみ退蔵品か

ら排出されたものの割合が大幅に減少する傾向が見られた。 

表 2-4 廃棄した製品の利用状況の推移（個人向け品目） 

  携帯電話・

PHS 

タブレット端

末 

ノートパソコ

ン 

デジタルカメ

ラ 
ゲーム機 電動かみそり 掃除機 

2016 3.3% 11.4% 9.2% 17.7% 26.2% 6.7% 14.8% 

2017 4.5% 20.2% 7.1% 18.4% 28.0% 4.7% 12.4% 

2018 5.4% 17.8% 9.3% 21.0% 31.1% 4.1% 13.1% 

2019 6.2% 19.9% 13.7% 28.6% 34.1% 7.1% 18.8% 

2020 7.1% 16.5% 6.8% 25.2% 21.6% 4.7% 10.2% 

 

表 2-5 廃棄した製品の利用状況の推移（世帯向け品目） 

  DVDプレーヤ

ー・BDプレー

ヤー 

デスクトップパ

ソコン 
プリンター 炊飯器 電子レンジ 掃除機 

置時計・掛け

時計 

2016 6.8% 9.3% 5.0% 3.2% 1.8% 2.7% 4.9% 

2017 6.9% 8.6% 2.2% 3.0% 1.3% 1.8% 2.1% 

2018 8.7% 12.6% 6.1% 3.6% 1.6% 3.8% 5.7% 

2019 10.1% 10.8% 3.9% 2.6% 1.0% 1.5% 4.2% 

2020 5.8% 13.9% 4.4% 1.7% 1.2% 2.8% 8.2% 

 

3) 排出した小型家電の排出先 

排出した製品の排出先については、平成 28 年度から令和 2 年度にかけて選択肢の改良を

行ってきたため厳密には横並びでの比較は難しい。排出先を大きく「市町村」、「小売店」、

「リユースルート」、「不用品回収業者」、「その他」に分けた場合、品目別排出先の推移

は図 2-14 及び図 2-15 に示すとおりである。 

個人向け品目では、令和 2 年度にタブレット端末及びノートパソコンの排出先の傾向が

変化し、「市町村」への排出（小型家電回収、家庭ごみとしての回収）割合がタブレット端

末では増加、ノートパソコンでは減少した。その他の品目では、聴取時の選択肢が大きく異

なる 2016 年を除いて、排出先の分布に大きな変化は見られなかった。 

世帯向け品目では、電子レンジ及び炊飯器について、平成 28 年度調査以降「市町村」へ

の排出割合が連続して増加傾向にあった。その他の品目では、排出先の分布に大きな変化は

見られなかった。 
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携帯電話・PHS タブレット端末 

  

ノートパソコン デジタルカメラ 

  

ゲーム機 電動かみそり 

 

 

腕時計 凡例 

図 2-14 排出した小型家電の排出先の推移（個人向け品目） 
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DVD プレーヤー・BD プレーヤー デスクトップパソコン 

  

プリンター 炊飯器 

  

電子レンジ 掃除機 

 

 

置時計・掛け時計 凡例 

図 2-15 排出した小型家電の排出先の推移（世帯向け品目） 
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18.3%

19.5%

21.2%

18.5%

11.9%

14.3%

12.5%

13.6%

16.6%

12.8%

16.7%

13.7%

11.5%

3.7%

3.1%

2.8%

2.2%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2016

2017

2018

2019

2020

56.6%

56.1%

63.8%

63.9%

62.5%

12.7%

18.8%

13.8%

15.1%

16.9%

13.6%

10.8%

10.0%

10.5%

10.2%

12.9%

10.8%

8.9%

8.5%

8.5%

4.2%

3.7%

3.3%

2.0%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2016

2017

2018

2019

2020

37.3%

40.0%

45.8%

49.1%

50.0%

26.4%

30.2%

26.7%

25.5%

25.8%

11.1%

13.0%

10.1%

10.4%

12.1%

17.6%

13.9%

13.4%

11.9%

9.9%

7.5%

2.9%

4.1%

3.1%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2016

2017

2018

2019

2020

50.2%

53.8%

55.0%

60.3%

67.1%

15.1%

19.8%

16.9%

16.4%

13.3%

13.2%

12.8%

12.1%

12.0%

9.7%

15.9%

11.2%

12.2%

9.6%

6.9%

5.6%

2.4%

3.8%

1.7%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2016

2017

2018

2019

2020

76.9%

83.1%

82.0%

83.1%

77.5%

4.9%

6.7%

3.3%

4.5%

5.4%

8.1%

5.5%

8.7%

6.0%

10.8%

8.4%

2.1%

3.6%

5.2%

4.8%

1.6%

2.5%

2.5%

1.2%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2016

2017

2018

2019

2020

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2016

2017

2018

2019

2020

市町村

小売店

リユースルート

不用品

その他
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(3) 考察 

品目別調査結果により、消費者の排出実態についての定量的把握を行った。回答結果の妥

当性を検証するため、単純集計の結果を平成 28 年度から令和元年度検討業務における消費

者アンケートの調査結果と比較した。結果として、2.2.2(2)に示すとおり、同じ品目において

は、平均保有・利用台数にわずかに変化の見られた品目もあったものの、平均排出台数等の

傾向は同様であり、大きな差は見られなかった。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

消費者の廃棄行動が通常時と異なる可能性があると考え分析を行ったが、いずれの設問に

ついても、本検討業務における結果は過去調査と同様の傾向が見られた。 

本検討業務においては、リチウムイオン電池の排出実態を把握する設問を追加した。リチ

ウムイオン電池の排出実態を把握する設問は、フロー作成のための保有・利用・購入・買替・

排出台数を問う設問において排出台数が 1 台以上あった回答者に限定して聴取した。廃棄

経験のある回答者に限定して回答を得ることで、より実態に即した排出実態を聴取するこ

とができたが、一方で排出の流れを定量的に行うにあたり、サンプル数から見た妥当性の観

点で課題が残る品目があった。より多くの回答に対して定量的な分析を行うためには、廃棄

経験のある回答者を予めスクリーニング調査により抽出し、一定数のサンプル数を確保し

て調査を行うことや、保有台数が 1 台以上である回答者に対して廃棄する場合を想像して

回答してもらう設計にすることが考えられる。 

アンケート調査においては、主に使用済小型家電に含まれる電池について排出実態を聴

取するとともに、この他小型家電対象品目ではないが排出が多くみられるモバイルバッテ

リー、加熱式たばこもアンケート調査対象品目に含めた。廃棄した製品に使用されていた電

池の種類に関する認識状況は図 2-8 に示すとおりであり、「使用されている電池の種類が

分からない」、「電池が用いられていたか分からない」、「電池は用いられていなかった」

とする回答がいずれの品目についても多く見られた。これより、製品への電池の使用状況に

関する理解は十分に広まっていないと考えられ、具体的な電池の種類だけでなく、電池その

ものに関する理解状況についても確認を行った上、周知・啓発を行うべき情報を精査する必

要があることが示唆された。具体的には、一次電池と二次電池の違いや、製品の電池に関す

る表示の理解状況についてもアンケート調査で聴取するなどの手法が考えられる。 

製品に電池が使用されていた場合の電池取り外し状況は、令和元年度検討業務における

取り外し状況に関する回答と比較して、電動かみそりは同様の傾向を示し、掃除機は「製品

から電池を取り外さず、回収先へ出した」とする回答が令和元年度検討業務における調査結

果を下回った（令和元年度検討業務における調査結果では 44%（二次電池の場合）であるの

に対し、掃除機は 25%）。令和元年度検討業務では小型家電の品目を絞らず、「電池を含有

する製品を手放した際の電池取り外し状況」を聴取したため、品目別に聴取した本検討業務

の結果はより実態に即したものであると考えられる。この結果より、小型家電全般としては

排出される製品のうち 4 割程度について電池の取り外しが進んでいないものの、品目によ

り取り外しが進んでいるものもあり、電池の取り外しの周知にあたって品目を絞り込んで

の実施が効果的である可能性が示唆された。図 2-10 に示す、取り外した電池の絶縁状況に

ついても、電動かみそりと掃除機の間で傾向が異なるものの、上述の理由によりサンプル数

が少ないため、定量的な分析にあたっては留意が必要である。 
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3. 市町村における廃棄物処理に係る二次電池等の取り扱い及び二次電池等に起

因する火災等事故実態調査 

令和 2 年度の「市区町村における使用済小型電子機器等のリサイクルへの取組状況に関

する実態調査（令和元年度実績）」の中で、市町村における廃棄物処理に係る二次電池等の

取り扱い及び二次電池等に起因する火災等事故実態調査を行った。 

調査対象は全市町村（特別区含む）、有効回答は 1,721 市町村であり、回収率は 98.9％で

あった。その結果について、以下に記す。 

(1) 住民に対する小型家電を排出する際の電池の取り外し指示 

住民に対して、小型家電を排出する際の電池の取り外しについてどのような指示を出し

ているかを質問したところ、「小型家電を排出する際に、電池を取り外して排出するように

指示」が 962（55.9%）と最多であった。次いで「小型家電から電池を分離できる場合、取

り外して排出するよう指示」が 644（37.4%）と多く、取り外しを指示している市町村が半

数を超えていた。一方で「特に指示していない」も 418（24.3%）あった。（表 3-1） 

 

表 3-1 住民に対する小型家電を排出する際の電池の取り外し指示(MA) 

対象数 

小型家電

を排出する

際に、電池

を取り外し

て排出する

ように指示 

小型家電か

ら電池を分

離できる場

合、取り外し

て排出する

よう指示 

小型家電から

電池を分離で

きない場合の

排出方法や

注意点を指示 

小型家電から

電池を取り外

さず、そのま

ま排出するよ

うに指示 

特に指示

していな

い 

その他 無回答 

1,721 962 644 120 21 418 31 5 

 

(2) 回収した小型家電に含まれる電池の取り扱い 

回収した小型家電に含まれる電池について、取り外しを実施せずにそのまま事業者に引

き渡している市町村は 940（54.6%）あり、自ら取り外しを行っている市町村の約 1.2 倍であ

った。（表 3-2） 

 

表 3-2 電池の取り外し実施主体（SA） 

対象数 
市区町村自ら取り外しを

行っている 

小型家電をそのまま事業

者に引き渡している 
無回答 

1,721 769 940 12 
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(3) 住民に対する二次電池の排出方法の指示 

住民に対する、二次電池（ニカド電池、ニッケル水素電池及びリチウムイオン電池）の排

出方法についての指示について質問したところ、「電気店やホームセンター、スーパー等の

リサイクル協力店への持ち込みを指示」が 1,013（58.9%）で最多となり、次いで「市区町村

自ら回収している」が 841（48.9%）であった。（表 3-3） 

 

表 3-3 住民に対する二次電池の排出方法の指示(MA) 

 対象数 

市区町村自

ら回収してい

る 

電気店やホームセン

ター、スーパー等のリ

サイクル協力店への

持ち込みを指示 

メーカーに直

接依頼するよ

う指示 

処理事業者に

直接依頼する

よう指示 

その他 無回答 

1,721 841 1,013 202 152 111 2 

 

(4) 市町村が自ら二次電池を回収する場合の二次電池の回収方法 

二次電池の排出方法として「市区町村自ら回収している」と回答した 841 市町村における

二次電池の回収方法については、「ごみ収集区分として収集」が 591（70.3%）と最多であ

った。（表 3-4） 

ごみ収集区分としては「有害・危険ごみ」が 365（61.8%）で最も多く、次いで「電池類」

が 226（38.2%）となった。（表 3-5） 

 

表 3-4 市町村が自ら二次電池を回収する場合の二次電池の回収方法(MA) 

対象数 
ごみ収集区分と

して収集 

公共施設等に

ボックスを設置

して回収 

清掃工場等へ

の持ち込み 
その他 無回答 

841 591 265 239 48 0 

 

表 3-5 市町村が自ら二次電池を回収する場合の二次電池のごみ収集区分 (FA) 

有害・危険ご

み 
電池類 不燃ごみ 資源ごみ 小型家電 

その他（可燃ご

み、金属ごみ、

粗大ごみ、特殊

ごみ等） 

無回答 

239 143 116 27 9 57 0 

 

(5) 意図しない廃棄区分で排出される状況の把握 

市区町村が定めた廃棄区分以外の意図しない区分で排出される二次電池については、「状

況を把握していない、不明である」が 1,337 市町村と、「状況を把握している」市町村の 3.5

倍であった。（表 3-6） 

「状況を把握している」と回答した 382 市町村について、具体的にどのように排出されて
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いるのかを質問したところ、「不燃ごみとして排出されている」と回答した市町村が多かっ

た。その他、金属ごみや可燃ごみ、プラスチックに混ざって排出されている、小型家電から

電池が取り外されずに排出されているといった回答も見受けられた。 

 

表 3-6 意図しない廃棄区分で排出される状況の把握 (SA) 

対象数 状況を把握している 
状況を把握していない、

不明である 
無回答 

1,721 382 1,337 2 

 

(6) 二次電池に起因した収集車両、破砕施設の火災等の発生状況 

二次電池に起因した収集車両や破砕施設の火災等の発生状況については、「発生してい

ない」が 1,048 市町村（60.9%）と最多であった。一方で「発生している」と回答した市町

村が 301（17.5%）あった。（表 3-7） 

「発生している」と回答した 301 市町村について、具体的な発生内容を質問したところ、

廃棄物処理施設での解体、破砕作業中が 210 件（69.8%）と最も多く、次いで収集車両が 125

件（41.5%）であった。（表 3-8） 

 

表 3-7 二次電池に起因した収集車両、破砕施設の火災等の発生状況(SA) 

対象数 発生している 発生していない 

状況を把握していない、不

明である、二次電池由来で

あるか把握していない 

無回答 

1,721 301 1,048 370 2 

 

表 3-8 二次電池に起因した火災等の具体的な発生場所(MA) 

対象数 収集車両 

廃棄物処理

施設（分別作

業中） 

廃棄物処理施設

（解体・破砕作業

中） 

保管場所 その他 無回答 

301 125 38 210 22 16 0 

 

(7) 火災の年間規模別発生件数 

二次電池に起因した火災等が発生したと回答した 301 自治体に規模別に年間発生件数を

質問したところ、「出火し、自力で消火」が最も多く、合計で 4,488 件であった。また、年

間に 500 件以上の火災が発生している自治体もみられた。 
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表 3-9 火災の年間規模別発生件数（令和元年度） (MA) 

対象自治体数 
：301 

1～10件 
（自治体数） 

10～50件 
（自治体数） 

50～100件 
（自治体数） 

100件～ 
（自治体数） 

発生件数合計 
（件数） 

１．火花が発生
（煙、出火なし） 

25 8 3 2 1,212 

２．煙が発生（出
火なし） 

70 15 5 2 1,910 

３．出火し、自力で
消火  

120 18 17 8 4,488 

４．出火し、消防
隊により消火 

52 1 0 0 87 

５．その他 9 5 3 6 2,035 

 

(8) 二次電池に起因した火災等への対策 

二次電池に起因した火災等の対策については、「収集車両に消火器等を搭載」が 626

（36.4%）と最多で、次いで「発火の危険性のあるごみとして分別・回収」が 586

（34.0%）であった。一方で、「特に実施していない」も 487（28.3%）あった。（表 

3-10） 

 

表 3-10 二次電池に起因した火災等への対策(MA) 

対象数 

発火の危

険性のあ

るごみと

して分

別・回収 

二次電池

が含まれ

るごみを

圧縮しな

い 

収集車両

に消火器

等を搭載 

清掃工場

等に火災

検知器、

スプリン

クラー等

を増設 

不燃ごみ

等からの

二次電池

（又は二

次電池使

用製品）

抜き取り

を実施 

特に実施

していな

い 

その他 無回答 

1,721 586 320 626 330 533 487 141 2 
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4. リチウムイオン電池等処理困難物の処理実態の調査 

市町村の廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池等の処理困難廃棄物の取り扱い状

況について調査を実施し、廃棄物処理にあたって対策等を講じている事例等について収集

する。また、リチウムイオン電池等の発火性のある処理困難物の発火が要因となり発生し

た火災の状況、詳細な要因について調査・分析を実施する。 

調査の実施に当たっては、関係機関等へのヒアリングを実施し、自治体についてはホー

ムページ等から収集した情報を整理するとともに、電話ヒアリングを実施した。また、市

町村の現地調査を実施した。 

4.1 関係機関等へのヒアリング調査 

4.1.1 ヒアリング調査の概要 

市町村の廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池等の処理困難廃棄物の取り扱い状

況・対策等及びリチウムイオン電池等の発火性のある処理困難物の発火が要因となり発生

した火災の状況、要因等について調査・分析を行うにあたり参考となる情報を収集するため

に、関係機関等へのヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査の概要を表 4-1 に示す。 

表 4-1 関係機関等へのヒアリング調査の概要 

ヒアリング対象 調査項目 

日本環境衛生施設工業会（JEFMA）  マテリアルリサイクル施設における発火の実態 
 破砕選別施設の火災防止対策 

公益財団法人 日本容器包装リサイ
クル協会 

 市町村の廃棄物処理施設における発煙・発火トラ
ブル状況 

 市町村の取組優良事例 
 廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池の除

去技術 

独立行政法人 製品評価技術基盤
機構 

 リチウムイオン電池について 
 基本的な構造 
 使用済リチウムイオン電池によると考えられ

る火災が起こる過程・要因 
 火災を防止するような新たな電池の開発状況

（現状と今後の展望） 
 使用済リチウムイオン電池によると考えられる火

災を防止する取組について 
 消費者への広報・普及啓発の状況と課題 

一般社団法人 電池工業会  リチウムイオン電池について 
 基本的な構造 
 使用済リチウムイオン電池によると考えられ

る火災が起こる過程・要因 
 火災を防止するような新たな電池の開発状況

（現状と今後の展望） 
一般社団法人 JBRC  JBRC様における一般廃棄物広域認定取得後の

状況について 
 一般廃棄物排出場所登録数 
 自治体への広報・普及啓発の状況、排出場

所拡大にあたっての課題 

東京消防庁  使用済リチウムイオン電池によると考えられる火
災について 
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 昨今の火災件数の動向 
 火災発生のメカニズム 
 実際の火災等の事例における、通報時の状

況、出火原因の特定状況、火災現場での対
応 

 火災を未然に防ぐために留意すべき点 
 使用済リチウムイオン電池によると考えられる火

災を防止する取組について 
 消費者への広報・普及啓発の状況と課題 

廃棄物処理業者 A社  市町村の廃棄物処理施設における発煙・発火トラ
ブル状況 

 市町村の取組優良事例 

4.1.2 ヒアリング調査結果 

(1) リチウムイオン電池について 

1) 基本的な構造 

a. リチウム二次電池の分類とリチウムイオン電池 

 リチウム二次電池にはリチウムイオン電池とそれ以外のリチウム二次電池（金属リ

チウム二次電池等の次世代リチウム二次電池）が含まれる。 

 現在、国内では、モバイル機器、EV、産業用機器に用いられるリチウム二次電池は

ほぼ全てリチウムイオン電池が用いられている。なお、「リチウムポリマー電池」「ポ

リマー電池」と称される電池は基本的に全てリチウムイオン電池と考えてよい。 

 一方、腕時計や、メモリーバックアップ用途の小容量の電池として、コイン型リチウ

ム二次電池が使用されている。これには、コイン型のリチウムイオン電池の他に、負

極にアルミニウムとリチウムの合金、正極にマンガン系酸化物等が用いられた、コイ

ン型金属リチウム二次電池が使用されている例もある。なお、これらのコイン型リチ

ウム二次電池は容量が小さいため発火事故へつながる危険性はかなり低い。 

 金属リチウム二次電池は 1980 年代後期携帯電話に用いられたが、発火事故の事

例があり、現在市場に流通しているリチウム二次電池の大多数はリチウムイオ

ン電池に置き換わり、小容量のコイン型リチウム二次電池の一部に、金属リチウ

ム二次電池が使用されている。なお、金属リチウム二次電池は、リチウムイオン

電池を超える性能が期待出来るため、次世代リチウム二次電池の一つとして研

究開発は現在も続けられている。 
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図 4-1 リチウム二次電池の分類 

出所）一般社団法人電池工業会提供資料 

参考：電気用品の範囲等の解釈について 平成 24･03･21 商局第 1 号 平成 24 年 4 月 2 日（改正）2 0 1 4 1 

2 2 2 商局 第 1 号 平成 27 年 1 月 22 日 

b. リチウムイオン電池の構造 

 リチウムイオン電池は、コバルト酸リチウム等の活物質をアルミ箔に塗布した正極

板、黒鉛等の活物質を銅箔に塗布した負極板及び各極を絶縁するセパレータで構成

されている。円筒型・角型のリチウムイオン電池は正極版と負極版がセパレータを挟

んで交互に重ねられて巻かれた構造となっている。 

 電解液には有機溶媒が含まれており、電池内蔵物のうち最も燃えやすいものである。

メーカーにより異なるが、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート等が用いら

れている。 
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図 4-2 リチウムイオン電池の構造（円筒形） 

出所）一般社団法人電池工業会提供資料 

2) 使用済リチウムイオン電池によると考えられる発火が起こる過程・要因 

  リチウムイオン電池を原因とした発火は、充電状態の電池に含まれる 2 種類の電極

物質が直接接触し、化学反応を生じることにより起こる。電池に蓄えられるエネルギ

ーが一度に放出されるのではなく、内部短絡により、電池内部で徐々に反応が進み、

電池温度上昇、発熱、内部燃焼を経て発煙・発火に至ることがある。全て発火すると

は限らず、温度上昇のみ、ガス噴出のみの場合もある。 

 電池には可燃物である電解液が含まれており、また内部発火に伴い酸素が発生

するため、燃焼の三要素である可燃物、酸素供給源、点火源が揃っている。 

 廃棄物処理プロセスにおいては、外力により内部短絡が起こることが多い。特に

電極部分に圧がかかると発火しやすい等、圧力がかかる箇所によっても発火の

しやすさが異なる。 

 電池単体では発火せずとも、破損箇所や安全弁から可燃性の溶剤が噴出すると、

外部に発火源（例えば、破砕機付近で生じる火花など）があった場合に、引火す

る可能性がある。 

 完全放電されたリチウムイオン電池であれば、電池単体が発火するリスクは低

い。近年の電池は自然放電が起こりにくい設計になっているものもあり、消費者

が完全放電を行うことは難しい。ただし、機器に含まれる電池であれば、充電さ

れた電力を使い切っていれば発火リスクは低い。 

 リチウムイオン電池が膨らむ原因の一つは、上記のメカニズムにより内部でガスが

発生することであるが、衝撃を加えていないにも関わらず、電池が膨らむこともある。

これは主に角型電池で発生しており、使用年数の長期化に伴う劣化によるガスの発

生によるものと考えられる。 
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3) 火災を防止するような新たな電池の開発状況 

 リチウムイオン電池を原因とする発火事故抑制のためには、以下の条件を満たす電

池を使用することが望ましい。 

 高品質の電池を使用すること。PSE に準拠していること、IEC や JIS 規格に準拠

していることが望ましい。 

 海外製には残念ながら規格を満たしておらず安全でないものがある。具体例と

して、海外製の円筒型リチウムイオン電池には、巻き付けられた正極・セパレー

タ・負極にずれがある状態（「巻きずれ」と呼ぶ）の電池があり、電池の上端・

下端で短絡に繋がる恐れがある。また、電極切断時に生じた不要な突起（バリ）

がある電池、異物が混入している電池も見られる。 

 正しく充電制御されたリチウムイオン電池を使用すること。PSE に準拠し、信頼

のおけるメーカー製品を購入するとともに、非純正の電池は使用しないことが

重要である。 

  昨今のリチウムイオン電池の開発はエネルギー密度を高める方向性と、大容量化の

方向性である。こういった電池は、一定以上の残存容量がある場合、安全性を高めた

電池であっても、不用意に廃棄されると、回収・処理施設などで火災リスクは残ると

考えられ、適切な回収・処理が必要と考えられる。一方で、非常に容量の小さい電池

であれば回収・処理施設での発火リスクは小さいと考えられる。 

(2) 市町村等における事例について 

1) 市町村の廃棄物処理施設における発煙・発火トラブル状況 

 ここ数年で、マテリアルリサイクル施設（不燃ごみ処理施設、容器包装プラスチック

処理施設等）における発煙、発火事例が増加している。 

 粗大ごみ処理施設及びマテリアルリサイクル施設における火災件数のうち、リ

チウムイオン電池及びリチウムイオン電池含有製品を原因とする発火は、2019

年度では約 4 割を占める。また、火災件数の約 4 割が原因不明の発火となってい

るが、この中にもリチウムイオン電池を原因とする火災が含まれると考えられ

る。 

 一般的なマテリアルリサイクル施設のラインは、①手選別、（②粗大ごみ投入）、③

破砕、④機械選別等と考えられ、③では以前から発火が発生していたが、近年では④

など後段のプロセスでも発火が起こっている。 

 ③での発火は、主にライターや破砕時に発生する火花などを着火源とし、揮発し

たスプレー缶中のガスなどを可燃性物質として炎が広がると考えられる。可燃

性物質が少ないため、発火は一瞬である他、既に多くの破砕設備に自動消火機能

がついており、消火が可能である。 

 ③のうち竪型破砕機による破砕や、④など後段のプロセスにおける発火は、ガス

に引火するのではなく、リチウムイオン電池等の二次電池が火元となって燃焼

しながら、火が消えることなくコンベアで運ばれる。 
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 二次電池を原因とする発火は、二次電池が可燃性物質である電解液を含んでい

るため、破砕後にショートすれば、破砕以後のプロセスでも発火が起こる。 

 リチウムイオン電池が原因と考えられる火災によって、ベルトコンベアが損傷

するケースもある。 

 小型家電リサイクル認定事業者から市町村へ、製品と二次電池に関して分別回収の

指示があり、知見のない作業員が電池の取り外しを試みて発火事故につながるケー

スもある。 

 発火が発生した場合に、都度処理ラインを停止し、発火原因を確認していると、その

間処理が滞ってしまうため、原因追究に時間をかけることが難しい場合がある。また、

多数のごみがある中で発火すると、出火原因を特定できず不明となるものが多い。 

 容器包装プラスチック処理施設の場合、破袋工程で発火するケースがあるが、市町村

の処理施設で使用される破袋機は粗く破砕することを目的としているため、リチウ

ムイオン電池等が破袋機の歯の間をすり抜け、発火に至らないことも多い。しかし、

後段の再生処理業者による破砕処理では、より細かな破砕歯が衝撃を加えることに

なるため、発火に至ることが多い。 

 再生処理業での発煙・発火トラブルでは、加熱式たばこ、モバイルバッテリーが

原因の多くを占めている。（図 4-3） 

 近年、加熱式たばこが火災の原因となるケースが出てきている。スイッチが入る

と加熱される構造のため、火災につながる可能性が高い。 

 容器包装プラスチック処理施設では、可燃物が多く保管されていることが多い

ことから、発火によって施設が全焼してしまった事例もある。火災事故からの復

旧には、操業停止、新規設備導入等の多大なコストがかかる。 
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図 4-3 全国のプラスチック製容器包装再生処理事業者における 

発煙・発火トラブルの原因物内訳 

出所）公益財団法人容器包装リサイクル協会「【重要】令和元年度のリチウムイオン電池が原因と思われ

る発煙・発火トラブルが 300 件を超過しました」（閲覧日：2021 年 2 月 24 日） 

https://www.jcpra.or.jp/news/tabid/101/index.p ホームページ?Itemid=1917 

2) 市町村の取組事例 

 リチウムイオン電池や、電池類が取り外せない小型家電を、ごみ集積所で回収してい

る事例（図 4-4）がある。他の家庭ごみと同様にごみ集積所へ排出できることから、

消費者が不適当なごみ区分（不燃ごみや容器包装プラスチック等）へ排出してしまう

ケースが少ないと考えられる。 
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図 4-4 リチウムイオン電池をごみ集積所で回収している事例 

出所）公益財団法人容器包装リサイクル協会「リチウムイオン電池混入防止取組事例集 2020 年版」①新

潟市の事例、https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/00oshirase/pdf/pla/rythium_cs2020.pdf（閲覧日：

2021 年 2 月 24 日） 

3) 廃棄物処理施設におけるリチウムイオン電池の除去技術 

 リチウムイオン電池は、磁力選別が困難であるが、風力選別（図 4-5）やロールスク

リーン（図 4-6）の導入によってリチウムイオン電池や加熱式たばこを高精度で選別

する技術を導入した事例がある。 
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図 4-5 プラスチック中間処理施設における簡易風力選別の導入事例 

出所）公益財団法人容器包装リサイクル協会「リチウムイオン電池混入防止取組事例集 2020 年版」⑫、

https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/00oshirase/pdf/pla/rythium_cs2020.pdf（閲覧日：2021 年 2 月

24 日） 

 
図 4-6 プラスチック中間処理施設におけるロールスクリーンの導入事例 

出所）公益財団法人容器包装リサイクル協会「リチウムイオン電池混入防止取組事例集 2020 年版」⑫、

https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/00oshirase/pdf/pla/rythium_cs2020.pdf（閲覧日：2021 年 2 月

24 日） 

(3) 使用済リチウムイオン電池によると考えられる火災を防止する取組 

1) 使用済リチウムイオン電池の回収取組 

 二次電池のうち、小型ニッケル水素電池、小型リチウムイオン電池、小型ニカド電池

は一般社団法人 JBRC が回収を担当する。ただし、リチウムイオン電池は多用途のた

め、一部用途では独自の回収スキームが設計されている（例：モバイル・リサイクル・

ネットワーク（携帯電話）、一般社団法人パソコン 3R 推進協会（パソコン））。 

 一般社団法人 JBRC による 2019 年度の二次電池回収量実績は 1,497 トンであり、

2020 年 4-12 月の回収量は 1,475 トンと既に 2019 年度並の回収量となっている。前年

比は 138%であり、今年度回収量は 2,000 トンを超える可能性がある。 
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 回収した二次電池の再資源化工程について、東邦亜鉛株式会社 安中製錬所が

群馬県より行政処分を下されたことを受け、認定を取り下げたため、現在処理

を委託するリサイクラーは 3 社である。 

 回収方法の安全性を強化しており、2018 年 7 月より、金属缶での回収を開始

した。また、2020 年 8 月からは、缶の中に樹脂容器を入れて二重構造化した。

これは、電極がむき出しになった電池が金属缶の内面に触れて短絡すること

を防ぐための処置である。電池の絶縁処置に加え、樹脂容器を入れることによ

って電池が直接金属缶と接触しない構造とすることで、安全性を高めた。 

 膨らんだ電池や水にぬれた電池、異常のある電池は回収していない。 

 一般社団法人 JBRC の排出者登録状況は、2020 年 12 月末時点で合計 37,976 箇所

であり、うち一般廃棄物排出場所は 738 か所である。一般廃棄物登録自治体数は、

2020 年 12 月末で 304 自治体・組合である。組合が含まれていることを考慮する

と、自治体数としてはさらに多いと考えられる。 

 一般廃棄物排出場所の登録数が増加傾向にある一方で、協力店の数は減少傾

向にある。これは、協力店に街の電気屋などの小規模店舗も含まれており、廃

業する登録者が少なくないためであり、全体の登録数としては伸び悩んでい

る。大規模家電量販店のほとんどは登録済であることもあり、極端な増加が起

こらない。 

 絶縁作業等に工数を割けないため、一般廃棄物排出場所としての登録を見送

っている自治体が存在する可能性がある。 

 協力店での電池回収量は増加傾向にあるが、全体回収量の 10%程度であり、依然

として事業者からの回収量が多い。 

 資源有効利用促進法改正当時と比較して、国内電池メーカーの世界シェアが低く

なったため、一般社団法人 JBRC の回収・リサイクル対象でない（会員企業が製造

したものでない）、フローを捕捉できないリチウムイオン電池が含まれていると思

われる機器が増加傾向にある。回収責務のない製品が増えており、回収・リサイク

ルによる火災防止対策に難しい部分がある。このため、輸入事業者、インターネッ

ト販売品への対応を含めた事故防止対策の重要性が増していると考えられる。 

2) 廃棄物処理施設による火災防止対策 

 廃棄物処理施設による火災防止対策として、以下のような事例がある。 

 リチウムイオン電池が原因と思われる火災が発生し、ベルトコンベアを損傷

した。火災を受け、50 か所以上に放水設備を導入するに至った。 

 炎検知器を導入しており、炎が検知された段階でラインを停止し、散水してい

る。 

 処理フローにおいて、破砕機及びその周辺のプロセスを含むように蒸気防爆

領域を設けている。（ただし、リチウムイオン電池は単体で燃焼の三要素を満
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たすため、蒸気防爆領域を抜けた後段プロセスでも発火に至ることがある。） 

 火災防止対策のひとつとして、リチウムイオン電池の放電が挙げられる。 

 施設における放電方法として、塩水や水につけている事例があるが、放電に対

する科学的根拠や、その他問題点への検証が不十分なため注意が必要である。 

3) 消費者への広報・普及啓発の状況と課題 

 一般社団法人 JBRC は、一般廃棄物中の二次電池に関して自治体向けにパンフレッ

ト8を作成し、日本容器包装リサイクル協会を経由して配布している。 

 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）では、一般廃棄物にリチウムイオン

電池を混入させないように促す発信9を行っている。この他プレスリリース10にお

いて、発火事故が起きた製品や件数を報告している。また、発火事故が起きた製品

のリストを公開し、都度更新を行っている。 

 リチウムイオン電池を使用した製品が増えており、衣類や手袋にも使われる

ケースがある。注意喚起の際は、こういった製品でも事故が起きているという

製品一覧を示している。 

 東京消防庁では、ホームページにリチウムイオン電池を原因とする火災の注意喚

起11を掲載するとともに、リーフレットを防火管理者講習で配布し、建物関係者等

に適切な廃棄を指導するなど、リチウムイオン電池関連の火災予防対策を推進し

ている。 

 消費者にとってはリチウムイオン電池を使用した製品の判別が難しいことが、広

報・普及啓発の課題の一つである。 

 廃棄物処理施設の場合、出火原因がリチウムイオン電池である可能性があるが、多

数のごみがあって特定できず不明となるものが多い。このため、リチウムイオン電

池の火災件数が少なく、訴求効果が低いことが課題である。 

 

                                                        
8 一般社団法人 JBRC「小型充電式電池 安全回収のハンドブック」https://www.jbrc.com/wp-

content/uploads/2019/09/Safty_handbook201910.pdf（閲覧日：2021 年 3 月 3 日） 

9 独立行政法人 製品評価技術基盤機構「正しく使って、正しく捨てる ～LIB、カセットボンベによるご

み収集車の火災を防ぐ～」https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2019fy/prs191024.html（閲覧日：2021

年 3 月 3 日） 

10 独立行政法人 製品評価技術基盤機構「急増！非純正リチウムイオンバッテリーの事故 ～実態を知り、

事故を防ぎましょう～」https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2019fy/prs200123.html（閲覧日：2021 年 3

月 3 日） 

独立行政法人 製品評価技術基盤機構「急増！5 年で 2 倍以上に！リチウムイオンバッテリー搭載製品の事

故 ～モバイルバッテリーは購入時に PSE マークを確認しましょう～」

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2018fy/prs190124.html（閲覧日：2021 年 3 月 3 日） 

11 東京消防庁「広報テーマ 2020 年 6 月号 リチウムイオン電池からの火災に注意しよう」

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/camp/2020/202006/camp2.html（閲覧日：2021 年 3 月 3 日） 
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4.2 市町村ホームページ等の調査 

4.2.1 ホームページ等調査の概要 

リチウムイオン電池等の処理困難廃棄物に関して、公表資料で確認できる市町村の取り

組みとして、市町村のウェブサイトによる情報提供に着目し、リチウムイオン電池等の排出

方法に関する記載内容を調査した。市民が市町村のウェブサイトを閲覧することで適切な

排出方法を判断可能かという観点で、情報提供を行っている市町村を抽出し、必要な情報を

収集・整理した。 

(1) 調査の趣旨 

昨今、廃棄物収集運搬車や廃棄物処理施設等において、リチウムイオン電池等の二次電池

に起因する火災が増加しており、環境省の平成 31 年度アンケート調査「市区町村における

使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査」によると、全体の 1 割以上にあ

たる 1,634 市町村中 199 市町村で、二次電池に起因する火災事故が発生していると回答があ

った。 

消費者が使用済二次電池を排出する際は、居住する市町村のウェブサイトを閲覧して、排

出先や排出方法を判断することが多いと想定されるため、市町村がウェブサイトに十分な

情報を掲載することで、適正ルートへの排出促進、二次電池に起因する火災事故等の発生抑

制に関する効果が期待される。 

そこで、市町村ウェブサイトの記載内容を、図 4-7 の観点に基づいて調査し、消費者が使

用済二次電池を排出する際の判断に影響する情報について、情報提供を行っている事例を

取りまとめた。 

 

 

図 4-7 記載内容調査の観点 

(2) 事例抽出の流れ 

上記アンケート調査で「二次電池に起因した火災等が発生」と回答した 199 市町村を対象

に、使用済二次電池の排出に関するウェブサイトの記載内容を調査し、表 4-2 の方法に基

づき、情報提供を行っている事例を抽出した。 

表 4-2 事例の抽出方法 

調査の観点 確認項目 事例の抽出方法 表記 

二次電池の
具体名称の
明示 

「リチウムイオン電池」等の具体的な名称の記載
があるか 

記載がある市町
村を抽出 

- 
 

排出する際の判断に影響する情報

• 対象物は何か

• どこに排出すべきか

• どのように排出すべきか

• なぜ上記のような対応が必要なのか

記載内容調査の観点

• 二次電池の具体名称の明示

• 二次電池の適切な排出方法の情報提供

• 二次電池の不適切な排出を防ぐ注意喚起
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二次電池の
適切な排出
方法の情報
提供 

二次電池の排出先に関する情報提供があるか 左記 3項目の有
無に応じて合計 0
～3点で評価し、
高得点の市町村
を抽出 

①排出先 

小型家電からの電池取り外しを促す文言がある
か 

②排出方法 

二次電池排出時に絶縁を促す文言があるか 

二次電池の
不適切な排
出を防ぐ注
意喚起 

二次電池由来の火災等の危険性を伝える文言
があるか 

左記 2項目の有
無に応じて合計 0
～2点で評価し、
高得点の市町村
を抽出 

③注意喚起 

火災事故事例や写真等、文言以外の情報提供
があるか 

 

調査を実施した 2020 年 4 月 22 日時点までに市町村ウェブサイトに掲載されていた事項

に基づき集計を行った結果、二次電池の具体名称を明示している 144 市町村における、「適

切な排出方法の情報提供」及び「不適切な排出を防ぐ注意喚起」の情報掲載状況は図 4-8 の

とおりであり、この中から高得点を付けた 19 市町村について、事例として取りまとめるこ

ととした。 

 

 

図 4-8 対象となる二次電池名称を明示している市町村の情報掲載状況 

 

  

（単位：市町村数）

適切な
排出方法の
情報提供

3点 5 6 3

2点 9 22 10

1点 27 28 10

0点 11 8 5

0点 1点 2点

不適切な排出を防ぐ注意喚起

対象となる二次電池名称の明示
（「リチウムイオン電池」等の具体的な名称の記載）

記載あり 記載無し

144市町村 55市町村

19市町村を
事例として

抽出

多

少

多少
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表 4-3 事例一覧 

市町村名 

二次電池の適切な排出方法の情報提供 
二次電池の不適切な排出を防

ぐ注意喚起 

①排出先 ②排出方法 ③注意喚起 

排出先に関す
る情報提供あり
（※1） 

小型家電から
の取り外しを
促す文言あり
（※2） 

排出時に絶縁
を促す文言あり
（※3） 

火災等の危
険性を伝え
る文言あり 

火災事故事例
や写真等、文言
以外の情報提
供あり 

A市 〇 〇 〇 〇 〇 

B市 〇 〇 〇 〇 〇 

C市 〇 〇 〇 〇 〇 

D市 〇 〇 △ 〇 〇 

E市 〇 △ 〇 〇 〇 

F市 △ 〇 〇 〇 〇 

G市 △ 〇 〇 〇 〇 

H市 〇 〇 〇 〇 - 

I市 〇 - 〇 〇 〇 

J市 〇 〇 - 〇 〇 

K市 △ 〇 △ 〇 〇 

L市 〇 〇 〇 - 〇 

M市 〇 〇 - 〇 〇 

N市 〇 〇 〇 〇 - 

O市 〇 〇 - 〇 〇 

P市 〇 〇 〇 〇 - 

Q市 〇 〇 〇 〇 - 

R市 〇 〇 - 〇 〇 

S市 〇 〇 〇 〇 - 

いずれの市町村のウェブサイトも、「リチウムイオン電池」等の具体的な名称の記載あり。 

※1 JBRC ウェブサイトへのリンクのみ掲載がある場合は「△」 

※2 小型家電関連ページ以外のページに記載がある場合は「△」 

※3 階層の深いページや別資料中など、見つけるのが困難と思われるページに記載がある場合は「△」 

4.2.2 ホームページ等の調査結果 

ホームページ等の調査結果を表 4-4 に示す。 

表 4-4 調査結果一覧 

 ①排出先 ②排出方法 ③注意喚起 

A市 「市では収集できないごみ」
ページ下に「小型充電式電
池リサイクル協力拠点一
覧」（PDF）のリンク掲載 

左記ページに絶縁につい
て、小型家電回収ページに
取り外しについて記載 

お知らせページに「ごみ処
理施設での発煙事故が多
発！」として写真入りで説
明 

B市 「小型家電リサイクル」ペー
ジに小型家電回収ボックス
設置場所と電池投入口を
案内、他に JBRC リンク掲
載 

左記ページに絶縁と取り外
しを指示 

「ごみ収集車の火災予防に
ご協力ください！」ページで
発生状況を詳しく説明、排
出先と絶縁にも言及 

C市 市内 15か所に回収ボック
スを設置 

絶縁を指示、小型家電の
項目に取り外しを指示 

ごみ・リサイクルトピックス
として、「充電式電池による
火災が多発しています」を
掲載 
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D市 「充電式電池のリサイクル」
ページを設け、リサイクル
協力店（名称・連絡先）を紹
介 

小型家電排出の注意事項
として電池類取り外しを、ご
み分別一覧表（PDF)に「電
池の取り外せない製品は
資源循環課へ持ち込み」と
指示 
（△）絶縁については市報
に 1回記載 

平成 30年 10月発生のパ
ソコンのリチウムイオンバッ
テリーによるごみ収集車火
災について写真付きで掲
載 

E市 「充電式電池の捨て方につ
いて」ページに情報がまと
められている。 
自治会の資源物回収、リ
サイクルステーション（各名
称）、回収協力店リサイク
ルボックスの 3つを記載 

左記ページに「充電式電池
を捨てる際には、電極をセ
ロハンテープを貼る等して
絶縁」と指示 
（△）取り外しを促す文言な
し 
 

左記ページに「リチウムイ
オンバッテリーが原因と思
われる火災が全国で発生」
と紹介 

F市 「使用済み小型充電式二
次電池・ボタン電池のリサ
イクルについて」ページに、
JBRCのリンクを掲載（△） 

左記ページに絶縁指示、
「小型家電回収」ページに
取り外し指示 

左記ページ内で言及、
2017年 2月に新着情報
「小型充電式電池が原因で
車両火災！？」を掲載 

G市 「ごみ収集車での出火が多
発しています」ページに出
火事故 10件紹介。 
「乾電池等」のページに、
JBRCへのリンクのみを掲
載（△） 

左記ページに絶縁、「使用
済小型家電のリサイクル」
ページに取り外しを指示 

左記ページにリチウムイオ
ン電池による事故 1件（平
成 30年 10月発生）を記
載 

H市 「モバイルバッテリーなどの
小型充電式電池は、ごみ
袋に入れず、回収にご協
力ください」ページを設定。 
同ページ等に JBRCへの
リンクを掲載、また、環境
事業所家庭ごみ減量課へ
の持ち込みを案内 

左記ページに絶縁を指示、
また、小型家電から取り外
せる場合と外せない場合
に分けて説明 

別途ページを設け、「全国
的に清掃工場等での火災
が発生しており・・・」と説明 
（－）具体的な発生事故の
説明なし 

I市 「資源とごみの分け方・出し
方」以下のページに、必要
な情報がまとめられてい
る。 
有害ごみ回収、リサイクル
協力店（名称・連絡先）の 2
つを記載 

左記ページに絶縁処置を
写真で説明、電池が取り外
せない場合の排出方法を
記載 
（－）取り外しを促す文言な
し 

「火災事故防止のためご協
力をお願いします」ページ
を設け、写真付きで説明 

J市 「危険防止のためにも適切
な分別にご協力をお願いし
ます。」ページに協力店（名
称・連絡先）記載 

左記ページや小型家電戸
別収集ページに「電池を抜
いてください」と指示 
（－）絶縁について記載な
し 

発火の危険性を写真付き
で記載 

K市 「小型充電式電池・モバイ
ルバッテリーの出し方」ペ
ージに、JBRCのリンクを
掲載（△） 

「資源とごみの出し方ガイ
ド」の小型家電の箇所に取
り外し、「有害ごみ」内の
PDFに絶縁を指示 
（△）PDFの階層が深く見
つけるのが困難 

左記ページに「東京消防庁
などが注意を呼びかけてい
ます。」と記載 

L市 有害ごみとして回収、リサ
イクル協力店でも回収
（JBRCへのリンク掲載） 

絶縁を指示、ごみ分別辞
典の小型家電の項目に取
り外しを指示 

ごみ情報誌等でたびたび
発火の可能性について掲
載 
（－）2次電池の発火の危
険性について言及なし 
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M市 特定 5品目として収集 「燃やさないごみ」ページや
右記ページに、電池の取り
外しと取り外せない場合の
排出方法を記載 
（－）ボタン電池についての
み絶縁を指示 

「電池類で動く製品の処分
について」で発火事故に言
及し、電池類の発火実験
（外部リンク）を掲載 

N市 特定品目として自治体でコ
ンテナ回収を実施 

左記ページに絶縁、「使用
済小型家電の回収」ページ
等に取り外し指示（取り外
せない場合も記載） 

「プラスチック製容器包装
の分別徹底のお願い」等に
記載 
（－）文言以外の情報提供
なし 

O市 「火災の原因！リチウムイ
オン電池の分別にご協力
を」ページに、必要な情報
がまとめられている。 
「小型充電式電池リサイク
ル協力店一覧表」（PDF）
のリンク掲載 

左記ページに「取り外せる
小型充電式電池は外して
排出」「取り外せない場合
は小型家電回収ボックス
へ」と指示 
（－）絶縁について記載な
し 

左記ページに破砕処理中
の炎検知（H30年度 174
件）の主な原因として、リチ
ウムイオン電池に言及 

P市 「充電式電池の回収」ペー
ジに市役所担当窓口、公
共施設設置のリサイクルボ
ックス、JBRCのリンクを掲
載 

左記ページに取り外し、絶
縁、取り外せない場合の排
出方法を、小型家電のペ
ージに取り外しを指示 

左記取り外しの理由とし
て、「不燃ごみ・粗大ごみに
含まれる充電式電池によ
る発火が近年多発」と記載 
（－）具体的な発生事故の
説明なし 

Q市 市の回収拠点での回収を
案内、ごみ減量市民説明
会資料に回収場所（名称・
連絡先）を掲載 

左記ページで絶縁、「もえ
ないごみ」ページで小型家
電からの取り外しと「取り外
せない場合」について記載 

「もえないごみ」ページで取
り外しの理由として火災に
言及、ごみ減量市民説明
会資料に事故件数記載 
（－）具体的な発生事故の
説明なし 

R市 「家庭ごみ＆資源の出し方
ガイドブック」に、中央環境
センターでの回収を案内 

小型家電の欄に電池を取
り外すよう指示 
（－）絶縁について記載な
し 

左記及び「家庭から出る危
険物の排出について」ペー
ジで電池やモバイルバッテ
リーによる火災発生を記載 

S市 「蛍光管・乾電池・小型充
電式電池の回収」等のペ
ージに、「回収協力店」
（PDF)へのリンクを掲載 

左記ページに取り外しと絶
縁を、小型家電回収ページ
に取り外しを指示 

左記絶縁の理由として、
「発熱・発火・破裂等の事
故発生を起こす恐れ」に言
及 
（－）具体的な発生事故の
説明なし 

 

4.3 市町村への電話ヒアリング調査 

4.3.1 電話ヒアリング調査の概要 

市町村への電話ヒアリング調査を実施した。実施対象とした市町村は、4.2 にて実施した

調査において事例として抽出した市町村から 19 件を選定した。これらの市町村は、二次電

池に起因した火災等の発生経験があり、ウェブサイトを通じて十分な情報提供を行ってい

る市町村であるため、二次電池に起因する火災の発生リスクや、発生を防ぐ対策、発生時の

対応等の情報を持つと推察される。更に、令和元年度「一般廃棄物処理実態調査」において、

リチウムイオン電池を原因とする火災の発生件数が多かった市町村から 9 件を選定し、合
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計 28 件を対象とした。調査項目を以下に示す。 

 火災事故の詳細状況（年間発生件数、発生頻度、火災にどのように気づいたか、事故

の原因や対応、事故が起きたごみ区分、事故後の取組） 

 火災事故による被害の実態（直接的な損傷や、間接的な被害・損失） 

 二次電池等が混入する区分と、その区分の処理方法・処理フロー（例：可燃ごみ・自

家処理、プラごみ・委託） 

 二次電池等の意図しない収集区分への排出時の対応方法 

 混入が多くみられる品目 

 二次電池の適切な排出を促す周知方法 

 収集された二次電池の保管方法 

4.3.2 電話ヒアリング調査結果 

電話ヒアリング調査結果を表 4-5～表 4-11 に示す。以下、電話ヒアリング調査結果の概

要を整理した。 

(1) 火災事故の詳細状況 

 収集車両における火災は年間 2 件程度が多く、最大で年間 8 件であった。一方、処理

施設における火災の発生件数は様々であり、少ないところでも年間 10 件程度、多い

ところでは年間 584 件に上った。 

 収集車両における火災は、パッカー車におけるものが多く、主に作業員が目視で煙を

確認したり、異臭を確認したりすることにより発見される。収集車両に搭載している

消火器を用いて、作業員が消火を行う。主に初期消火により消火が完了するが、火災

原因の見分は消防署立ち合いのもと行っている。火災発生後は、消火器や防火用水を

追加搭載した事例がある。 

 処理施設における火災は、警報機や検知器作動による発見の他、作業員が直接目視で

確認、作業員がモニタ監視時に確認などの事例がある。検知器作動により火災を確認

している市町村では、火災発生件数が多くなる傾向にある。破砕機の他、選別ライン

やプラスチックベールからの発煙が発生している。破砕プロセスでの発火の場合、破

砕機周辺には消火設備を導入済の市町村が多いため、即座に消火が行われる。選別ラ

イン等の後段の処理プロセスで発火した場合は、発熱している箇所が限られるため、

作業員が立ち入って消火が行われる。その際、圧縮済の産物（プラスチックベール等）

が発熱している場合は、産物全体に放水を行う。 

 火災発生後の取り組みとしては、消火器の増設や、ピットへの投入前の展開検査実施、

市民へ分別徹底を促す情報発信実施等の事例がある。また、一般社団法人 JBRC の小

型充電式電池回収ボックスを新設した事例もある。 

 いずれの火災も、ごみへリチウムイオン電池が混入したことが原因であり、車両への

積み込みや破砕機での破砕による圧縮・衝撃によって発火する。発火リスクのある製

品も収集しているため、収集運搬時の発火は一定程度仕方ないとの意見もあった。ま

た、リチウムイオン電池とガスライター、スプレー缶等が複合的な要因となり火災に

繋がるとの意見もあった。 
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表 4-5 電話ヒアリング調査結果の詳細（火災事故の詳細状況） 

 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

A市 ＜収集＞ 
2～8件 
＜処理＞ 
7～16件 

月 1件程度。
平成 29年度
は処理施設で
の火災が多く
週 1回程度の
月もあった 

＜収集＞ 
異臭や煙 
＜処理＞ 
選別ラインや
プラスチックベ
ールからの発
煙 

＜収集＞ 
異物混入。発
火リスクのある
製品も収集し
ているので一
定程度仕方な
い。異常を感じ
たらごみを降
ろしてから対
応 
＜処理＞ 
異物が破袋機
の衝撃で発
熱。選別ライン
は発熱箇所が
限られるので
乾燥砂をかけ
る。プラベール
はベール全体
に放水 

＜収集＞ 
消火器（4,5本
搭載すること
も）や防火用
水の追加搭載 
＜処理＞ 
施設改修まで
はしていない
が、消火器を
増設した。市
民へ分別徹底
を周知 

B市 平成 30年度
14件。令和元
年度 586件。
いずれも二次
電池が原因か
不明。平成 30
年度まで発煙
直後に消火し
たものは計上
せず。令和元
年度から発煙
段階で計上 

- 施設では、熱
感知器の設置 

恐らくリチウム
イオン電池、ラ
イター、スプレ
ー缶等だが不
明 
＜収集車両＞ 
消火器や消防
隊による鎮火 
＜清掃施設＞ 
消火散水、サ
ーモ温度計を
使用した調
査、摘出 

清掃施設の不
燃ごみ残渣物
の落ち口や鉄
類ホッパに散
水箇所を増
設。職員によ
る目視発見及
び自己搬入さ
れた電池抜去
対応の強化。
熱感知器の増
設 

C市 令和元年度は
584件発生。
いずれも検知
器が作動・自
動散水により
消火し、消防
署の出動はな
かった 

ほぼ毎日のよ
うに発生してお
り、1日に 5、6
件発生する日
もある 

検知器の作動
により確認す
ることが多い。
作業員がモニ
タ監視時に出
火を確認する
こともある 

破砕処理を行
う際、リチウム
イオン電池が
圧縮されて出
火する 

平成 30年度
より破砕処理
ラインに消火
設備を導入
（導入以前は
消防署が出動
する火災も年
に数件発生） 

D市 平成 30年度、
令和元年度は
発生なし。令
和 2年度は 2
件発生（不燃
ごみ収集車両
のみ） 

- 不燃ごみパッ
カー車の運転
手が煙等で確
認。スプレー缶
なら爆発音が
するが、そうで
なければ煙が
出るまで分か
らない 

リチウムイオン
電池、ガスライ
ター、スプレー
缶等が複合要
因。荷台を開
けると空気が
入り燃え上が
る可能性があ
るので、住宅
や街路樹が少
ない場所に移
動して開けて

JBRCから二
次電池回収ボ
ックスをもらっ
て、市役所、東
西出張所、リ
サイクルセンタ
ーの 4か所に
設置。絶縁用
セロハンテー
プも常設 
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 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

対応（かつ車
両への延焼も
最小限に） 

E市 50件以上 週に 1～2回。
不燃ごみへの
混入はほぼ毎
日。近隣 3町
村からも受け
入れているた
め高頻度に 

モニタを監視し
ている職員が
目視で発見 

破砕機から出
火。スプリンク
ラーで消火す
ることも、職員
がラインに立
ち入って水を
撒くこともある 

特になし（スプ
リンクラー等で
対応） 

F市 ＜車両＞ 
電池由来の火
災は平成 30
年度 2件、令
和元年度 2
件。令和元年
度は 4件発生
した火災のうち
残り 2件はラ
イター由来 
＜施設＞ 
消防署が出動
する大きな電
池由来火災は
平成 30年度 3
件、令和元年
度 2件、令和
2年度 1件（た
だし、消防が
到着する頃に
は消火済み）。
リチウムイオン
電池由来かは
特定できてい
ないケースも
あるが、ほぼリ
チウムイオン
電池由来と考
えられる 

＜車両＞ 
左記のとおり 
＜施設＞ 
消防を呼ばな
い程度の小さ
な火災が月平
均 3～５件発
生。多い時は
１日 3件発生
することも。ス
プレー缶等、そ
の他の処理困
難物由来の火
災はあまり多く
なく、近年は電
池由来が多い 

＜車両＞ 
パッカー車の
荷物を入れる
ところから発煙 
＜施設＞ 
破砕機のコン
ベア上や建屋
全体に火災検
知器があり検
知される 

＜車両＞ 
消防を呼び内
容物を地面に
並べ、発火原
因がリチウム
イオン電池で
あることを特
定。清掃車を
洗う場所で内
容物を取り出
したので、水道
で消火できた 
＜施設＞ 
粗大ごみピット
のクレーンで
掴むときや 1
次、2次破砕
機で破砕した
後、少し時間
を経て、コンベ
ア上で発火。
検知した場合
はスプリンクラ
ーで消火。リチ
ウムイオン電
池の周囲にラ
イター、プラな
どの助燃物が
あると火災が
大きくなりやす
い 

市民への周知
（表 4-10参
照） 
＜施設＞ 
１次破砕機に
入る前に小型
家電を取り除く
ようにしてお
り、2年前に人
員を 2名増や
した 

G市 平成 30年度
は電池 2件（リ
チウムイオン
電池かは不
明）、エアゾー
ル缶 6件、ラ
イター2件 
＜破砕施設＞ 
合計 2件（リチ
ウムイオン電
池 1件、ライタ
ーまたはスプ
レー缶 1件） 

- 煙が上がって
いるのを目視
で確認 

消火器で対
応。初期消火
後、消防署に
より火災原因
について見分
を行った。原因
はポータブル
DVDプレーヤ
ーに含まれる
リチウムイオン
電池だった 

火災発生地域
の自治会を通
じて、火災の
状況を回覧す
るとともに、市
町村ホームペ
ージで発信 
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 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

＜処理施設＞ 
火災発生はな
かったと聞い
ている 

H市 平成 29年度 0
件、平成 30年
度 0件、令和
元年度 2件
（家庭ごみ収
集車両のみ） 

左記のとおり 収集車両の乗
員が、煙が上
がっているの
を確認 

消火器で対応
し、警察と消防
を呼んで現場
検証し原因特
定。1件はコー
ドレス掃除機
の電池がパッ
カー車への巻
き込み時に発
火、1件はモ
バイルバッテリ
ーだったと思う 

市民への周
知、啓発 

I市 令和元年度は
電池由来の火
災が 3件発
生。未確認だ
がおそらくリチ
ウムイオン電
池だと思う 

電池由来火災
は対策を行っ
ているので件
数は減少して
いる。その他
の処理困難物
の火災につい
て大きな問題
はない 

容器包装リサ
イクルの委託
先の圧縮施設
で発生。発煙、
発火により確
認 

容器包装区分
への電池の混
入 

手選別段階で
電池を取り除く
よう研修を実
施。市町村の
広報紙、ホー
ムページで電
池を適切に分
別するよう周
知 

J市 ＜車両＞ 
2件発生。うち
1件はリチウ
ムイオン電池
由来 
＜施設＞ 
15件発生。う
ち 8件はリチ
ウムイオン電
池由来 

- 目視で確認 不燃ごみに混
入した電動歯
ブラシや電子
たばこが破砕
時に発火 

- 

K市 ＜車両＞ 
令和 2年度 5
件（4-5月に集
中） 

- ＜車両＞ 
回転板からの
発煙、箱から
の発煙を確認 

＜車両＞ 
スプレー缶、ガ
スライター、モ
バイルバッテリ
ーが回転板で
衝撃を受け発
煙。回転板か
らの発煙は局
所的な消火で
良いが、箱内
部の場合はご
みを下ろして
消火。消火器
に加えホース
を搭載してお
り、公園等へ
移動して水を
得て放水し対
応することも 

発生地点に近
い地域へ、イ
ンターホンで呼
びかけ、チラシ
ポスティング等
を実施 
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 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

L市 ＜施設＞ 
平成 29年度 1
件、平成 30年
度 13件、令和
元年度 15件。 
全ての由来を
特定できてい
ないが、1、2
件程度、潰れ
たリチウムイオ
ン電池からの
発火を確認 

- ＜施設＞ 
感知器または
発煙を目視。
モニタを職員
が確認してい
るため、目視
で発見するこ
とが多い 

＜施設＞ 
破砕機で破砕
され熱を持っ
た後、破砕機
を出てコンベア
上を流れる際
に他の埃等に
燃え移ってい
ると考えられ
る。 
コンベア上の
発煙、または
アルミ、鉄、残
渣に分かれた
後のバンカー
（一時保管場
所）での発煙
がみられる 

＜施設＞ 
令和 2年度よ
り不燃ごみとプ
ラスチックを分
別するよう排
出区分を変
更。それに伴
い、処理施設
のラインも不
燃とプラごみを
分け、最初の
手選別段階で
電池等を取り
除いている。た
だし、電池の
排出量も増加
しており、火災
防止効果は大
きくない 

M市 ＜車両＞ 
令和元年度は
火災の発生な
し 
＜破砕施設＞ 
感知器の作動
件数は 144件
（リチウムイオ
ン電池由来以
外も含む）。 
4月以降、焼
却施設のごみ
ピットからの煙
がひどく、消防
署が出動した
事例が 2件あ
った 

- 感知器が作動
することにより
確認 

燃やせないご
みに混入した
小型家電が破
砕時に発熱
し、後段の選
別プロセスや
可燃系残渣で
発火。自動散
水による消火
のほか、職員
がラインに立
ち入って消火
することや、消
防署が出動し
て消火を行うこ
ともある 

危険物を回収
する「特定 5
品目」のごみ
区分に、電池
を取り外せな
い小型家電を
追加。 
また、選別ライ
ンのコンベア
ベルトが焼損
したことを受
け、今後、難燃
性の素材のも
のに変更した
いと考えてい
る 

N市 ＜車両＞ 
令和 1度 3件
（清掃工場か
ら焼却施設へ
運搬中） 
＜施設＞ 
532件/111稼
働日（不燃ご
み） 

施設での発
煙・火災は
年々増加傾
向。ここ数か月
は、8件/1稼
働日くらいにな
っている 

＜車両＞ 
車両からの発
煙を確認 
＜施設＞ 
破砕後の手選
別工程で目視
確認（490
件）、報知器の
作動（42件） 

＜車両＞ 
運搬距離が 10
～20km程度
なので、焼却
施設まで運ん
で中身を下ろ
してから消火 
＜施設＞ 
511件はリチ
ウムイオン電
池由来（残りは
スプレー缶や
ニッケル水素
電池）。発煙し
ているものに
対して消火 

令和元年度、
容器包装プラ
スチックのベー
ルの展開検査
で異物が発見
されたことを受
け、改善計画
を立て、その
中で周知施策
を実施した（表 
4-10.参照） 

O市 平成 25年 3
月以降、施設

処理施設の炎
検知器では、

炎検知器、ま
たは監視カメラ

破砕後のコン
ベアで発煙す

ごみ処理ライ
ンに流す前の
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 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

にて火災発生
は 2件。 
車両について
は年に数件発
生しており、発
煙に気付いて
リサイクルセン
ターで展開し
原因を確認す
る 

平成 29年度
74件、平成 30
年度 174件、
令和元年度
139件が検知
された。平成
30年度の稼働
日に対する炎
検知の割合は
85％で、大半
が電池由来と
思われる 

による目視 る。発煙を検
知すると自動
散水し、それで
も消火できな
ければ水栓を
使って手動で
消火する。 
令和元年度に
起きた大きな
火災事故で
は、2次破砕
機の後のコン
ベア（高さ
20m、全長
30m）の上部で
発火し、対処
が遅れた 

展開検査を強
化し、手動で
電池を取り除
いている。 
今後導入する
新たな施設で
は、散水機を
増やす予定 

P市 ＜車両＞ 
ここ数年、運搬
における火災
はなし 
＜処理施設＞ 
リチウムイオン
電池原因の発
火が 85件、原
因不明だがほ
とんどがリチウ
ムイオン電池
由来と思われ
る発火が 13
件 

- センサーによ
り感知、または
目視により発
見 

運搬・保管中
に発熱したと
思われるもの
がストックヤー
ドで発火した
事例が 3件。
職員により消
火。 
粗大ごみピット
で発火した事
例が 6件。備
え付けの放水
銃により消火。 
その他、破砕
機周辺での発
火は自動散水
設備により消
火 

粗大ごみピット
投入前の展開
時、電池含有
製品のピック
アップを強化。 
特にコードレス
掃除機を原因
とする発火が
多いが、当該
製品は 1台あ
たり 6個の電
池が使われて
おり、一度電
池が見つかる
と 6個全て除
去するまでご
みを確認する 

Q市 市町村 P と同
様 

市町村 P と同
様 

市町村 P と同
様 

市町村 P と同
様 

市町村 P と同
様 

R市 火災全体で車
両 2件、施設
5件。うち 4件
がリチウムイ
オン電池関連
（全て施設で
発生） 

11～1月に 3
件、4月に 1
件等、年末や
新生活前の時
期に発生 

カメラ監視の
際、煙を目視
で確認 

金属ごみ（不
燃ごみ）を破砕
処理する際に
発火 

市民への周知 

S市 ＜車両＞ 
令和元年度、
パッカー車でリ
チウムイオン
電池を原因と
する火災が 1
件発生。ほか
にも小規模発
火は発生して
いるかもしれな

- 炎検知器が作
動し確認 

不燃ごみに混
入した小型家
電が破砕後に
熱を持ち発火
したと思われ
る。2件とも職
員がラインに
立ち入り消火
を行うととも
に、原因の確

リチウムイオン
電池を原因と
する発火の件
数を公表し、注
意喚起を行え
るように、原因
究明の体制を
強化している 
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 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

いが、委託先
に報告を求め
ていないため、
詳細は不明。 
平成 30年度
は 5月の連休
後に数件続け
て発火 
＜処理施設＞ 
リチウムイオン
電池由来と特
定したものは 2
件。炎検知器
による検知自
体は 1日 1件
以上ある 

認を行った。 
それ以外の発
火の場合は、
主に自動散水
設備により消
火を行い、原
因確認も行っ
ていない 

市町村 T 市町村 C と同
様 

市町村 C と同
様 

市町村 C と同
様 

市町村 C と同
様 

市町村 C と同
様 

市町村 U 収集車両での
火災が年間
1、2件発生。
衛生組合でも
火災が発生し
ているようだが
詳細を把握し
ていない。消
防署が出動
し、初期段階
で消火 

年間 1、2件 目視での確認 車両への積み
込み時、満載
となる直前に
積み込まれた
ものがブレード
により圧縮さ
れ火災が発生 

収集委託先の
業者に、積載
率を 8分目程
度とするよう依
頼 

市町村 V 煙の発生が 4
月以降で 17、
18件 

立て続けに発
生することもあ
る 

目視での確認 アルミプレス機
での発煙がほ
とんど。発煙の
あった産物を
ラインから下ろ
して水をかけ
た後、産物を
解体して発煙
の原因を確認 

特になし 

市町村 W 市町村 U、市
町村 V と同様 

市町村 U、市
町村 V と同様 

市町村 U、市
町村 V と同様 

市町村 U、市
町村 V と同様 

市町村 U、市
町村 V と同様 

市町村 X - 月 2、3件かそ
れ以上 

TVモニタを通
じて運転員が
確認 

原因はリチウ
ムイオン電池
と想像されるも
のがほとんど。
発火を確認し
たら即散水ボ
タンを押し、ご
み供給を停止
して機械点
検。大事には
至らず発火の
確認程度で済
んでいる 

ピット投入前に
一度広げて展
開検査を行
い、不適物を
除去した後に
不燃ごみピット
へ落とす。そ
れでも見落とし
はあるので、
発火や発煙が
起きてしまう 

市町村 Y 収集車・処理 数か月に１度 警報機による 破砕機での発 特になし 
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 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

施設あわせて
6件程度（火災
のうち半分程
度） 

アラート（処理
施設）、目視で
の確認（収集
車） 

火（処理施
設）、収集車は
不明 

市町村 Z 火災事故全体
で 20～30件
程度。原因不
明が多く、その
中にリチウム
イオン電池原
因の火災が含
まれると考え
ている。 
件数自体は近
年増加してい
ないが、他の
火災原因であ
るスプレー缶
やライターの
対策を実施し
ても件数が減
らないため、そ
の分リチウム
イオン電池原
因の火災が増
えている可能
性がある 

月 2、3件 火災検知器に
よるアラートが
発生するとライ
ンが止まり、職
員が現場を確
認する。その
際に原因も確
認するが、自
動散水で消火
されてしまって
いると原因不
明となることが
多い 

2軸破砕機で
の破砕時の衝
撃により、その
後コンベアで
発火すること
が最も多い。 
鉄・銅の有価
物の選別の
際、電池がは
じけたことがあ
る。 
過去に 2件ほ
ど、竪型回転
破砕機でも火
災が発生した
ことがある。蒸
気防爆により
酸素濃度を下
げているため
通常は火災が
発生しないは
ずであり、リチ
ウムイオン電
池原因の可能
性がある 

粗破砕前の目
視除去の工程
で、明らかに
電池がついて
いる電動工具
や電池等は除
去している（リ
チウムイオン
電池品目自体
の除去はでき
ていない）。 
有価物の選別
については、
電池を手選別
する別ルートを
作った 

市町村 AA ＜車両＞ 
平成 30年度
は電池 2件（リ
チウムイオン
電池かは未確
認）、エアゾー
ル缶 6件、ラ
イター2件 
＜破砕施設＞ 
平成 30年度
は電池 10件
（うちリチウム
イオン電池 6
件）、エアゾー
ル缶 1件、ボ
ンベ 5件、ライ
ター2件 

＜車両＞ 
平成 31年度
は全 2件、うち
1件はエアゾ
ール缶、1件
は不明 
＜破砕施設＞ 
平成 29年度
はリチウムイ
オン電池 2
件、令和元年
度は全 32件、
うち電池 17件
（全てリチウム
イオン電池）に
増加 

＜破砕施設＞ 
破砕施設は、
コンベア→１次
破砕機→コン
ベア（15 メート
ル）→2次破砕
機→コンベア
の構成になっ
ており、コンベ
ア上で、１次破
砕機の前後、2
次破砕機の前
後に検知器が
ある。火災を
検知すると水
が噴霧される 

＜車両＞ 
電池は、パッカ
ー車で圧縮す
る際に発火す
る。ボンベ、ス
プレー缶、ライ
ターも圧縮す
る際の摩擦熱
等で引火す
る。 
公園などの広
いところで、車
両に搭載して
いる消火器で
消化する。 
＜破砕施設＞ 
リチウムイオン
電池は破砕か
ら火災までに
時間差がある
ため、真ん中
のコンベア（15
メートル）で発
火し、消火が
遅れた 

＜破砕施設> 
これまではガ
スボンベによ
る火災を想定
し、１次破砕機
の中にガス検
知器があり、ガ
スを検知したら
排出され、2次
破砕機で酸素
濃度を下げる
仕組みだった
が、コンベア
（15 メートル）
の途中にガス
検知器、散水
機を増やした 
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 年間発生件数 発生頻度 
火災の確認方

法 
事故の原因や

対応 
事故後の取組 

市町村 AB 令和元年度は
53件（スプレ
ー缶等が原因
の火災も含め
ると 87件） 

- 感知器または
職員が目視で
確認 

二軸破砕機で
破砕時に発
火。自動消火
装置で消火し
ている。確認
時にはある程
度燃え広がっ
ているため、火
災の原因を正
確に突き止め
ることは難しい
が、リチウムイ
オン電池原因
と思われるも
のが 53件あっ
た。 
コンベア上で
発火している
際には職員が
消火器で消火 

特になし（自動
消火装置と手
動で対応） 

(2) 火災事故による被害の実態 

 収集運搬車における火災では、燃えているごみを車両から下ろしてから消火するた

め、直接的な車両への被害はないとする市町村があった一方で、車両内の回転板の焼

損や、被害が大きな場合には車両全体が焼損し、廃車となった事例もあった。 

 処理施設における火災では、重大な損傷があった市町村はほとんどなかったが、コン

ベアが損傷し、1 か月程度運転が停止した市町村もあった。 

 間接的な被害として、収集運搬車における火災ではごみ収集の遅れが挙げられた。ま

た、施設における火災では、ライン停止による処理の遅れ、自動散水によって発生し

たサビによる破砕機の消耗等が挙げられた。 

表 4-6 電話ヒアリング調査結果の詳細（火災事故による被害の状況） 

 直接的な損傷 間接的な被害・損失 

A市 ＜収集＞ 
ごみを降ろしてから対応するので車両の
損傷は無い 
＜処理＞ 
乾燥砂は除去したらすぐラインを再開で
き、放水も 2時間くらいで復旧できるの
で、施設の損傷は無い 

特になし 

B市 - 消火作業による収集の遅滞。 
消火作業による破砕処理の遅滞。 
消火作業時に車両の入場を停止すること
による、施設隣接道路の渋滞 

C市 自動散水により破砕機器にサビが発生
し、機器の消耗が早くなっている 

出火によるラインの停止時間が年間 140
時間に及ぶ 

D市 特になし 特になし 

E市 特になし 特になし 

F市 ＜車両＞ ＜車両＞ 
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 直接的な損傷 間接的な被害・損失 

特になし 
＜施設＞ 
特になし 

特になし 
＜施設＞ 
火災後の検査のため、１日程度処理が止
まったことはある 

G市 特になし 特になし 

H市 特になし 収集が若干遅れたが、他の車両が空い
ていれば応援に入るので、大きな問題に
は至っていない 

I市 施設が１時間ほど停止した 特になし 

J市 - - 

K市 ＜車両＞ 
スプレー缶による大規模な発煙時は、車
両の塗装がはがれるなど修理を要する損
傷があった 

＜車両＞ 
発煙した車両は収集を続行できないの
で、他の車両が応援に入る必要がある 

L市 ＜施設＞ 
特になし 

＜施設＞ 
発煙を確認するとラインを 30分～1時間
程度止めている。 
施設の破損には至っていないが、劣化し
やすくなっていると考えられる 

M市 選別ラインのコンベアベルトが損傷し、数
日間処理を行えなかった（焼却施設が隣
接していることもあり、ごみ回収を停止す
る事態には至らなかった） 

発火対応により処理が停止し、遅れが生
じている。 
焼却施設で煙が発生した際には散水を
行うため、焼却効率が低下している恐れ
がある 

N市 ＜車両＞ 
特になし 
＜施設＞ 
破砕機後のゴム製コンベアが経年劣化
以上に損傷するため、3～4年に一度交
換が必要（令和元年度は実施） 

- 

O市 令和元年度の火災で施設が損傷したた
め、5.6億円かけて復旧工事中。令和 2
年度内に工事完了し、令和 3年 2月より
試運転開始予定。 
2次破砕機の次のコンベア、その次の磁
選機が設置されているコンベアと磁選機
が全焼した。建物内部もすすで汚れてい
る 

施設が使えず、周辺自治体の協力を得る
ことも難しかったため、民間のごみ処理業
者に不燃ごみ処理を委託し、令和元年
12月頭～令和 2年 3月頭で 9,100万円
の委託費用がかかった。コスト低減のた
め、令和 2年 3月からは移動式破砕機
のリースを利用。1年 1か月の利用契約
で 8,300万円 

P市 設備への直接的な損傷はなし 消火に伴いラインが停止し、処理に遅れ
が発生。1回の発火につき 1 時間以上停
止するため全体として大幅な遅れを生む 

Q市 市町村 P と同様 市町村 P と同様 

R市 全て初期段階で消火できているため、特
になし 

処理の停止（1時間以内） 

S市 設備の損傷はなし 消火のため処理が滞る。原因究明まで行
うと 1時間程度処理が止まる 

市町村 T 市町村 C と同様 市町村 C と同様 

市町村 U 回転板損傷。多くは初期段階で消火して
いるが、過去には火災がひどく収集車両
が廃車となることもあった 

特になし 

市町村 V 特になし 特になし 

市町村 W 市町村 U、市町村 V と同様 市町村 U、市町村 V と同様 

市町村 X スプレー缶等によるものは小爆発を起こ
して破砕機非常停止となるケースが多く、
リチウムイオン電池より機器に与える影

発煙筒と思われるものが、不燃物処理後
の可燃物コンベアから可燃ピット内に流
れて発煙し、煙が収まらず消防車を呼ん
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 直接的な損傷 間接的な被害・損失 

響が大きい（1、2年に数回程度発生）。平
成 13年度にはガスボンベ混入で爆発事
故が起き、1か月破砕機器停止となった 

だ例もあったが、設備損傷の被害はなか
った 

市町村 Y 現時点では消火で収まっており、大きな
損傷はない 

消火のため処理が滞りパッカー車が滞留
（1～2時間程度） 

市町村 Z 鉄コンベア、自動散水等の延焼を防ぐ仕
組みがあるため、ラインの停止（10分程
度～）で留まっている 

特になし 

市町村 AA ＜車両＞ 
大きな損傷にはならなかったが、電気系
統の故障がないか点検を行った 
＜破砕施設＞ 
コンベアが損傷 

＜車両＞ 
事故後の点検のため、車両を動かせない
期間が少しあった 
＜破砕施設＞ 
令和 2年 5月 19日にコンベアが損傷
し、6月中旬より様子を見ながら仮運転を
再開している。現在も処理量は 5～7割
程度にとどまる。この事故原因はおそらく
リチウムイオン電池と思われる 

市町村 AB 特になし 特になし 

(3) 二次電池等が混入する区分と、その区分の処理方法・処理フロー 

 不燃ごみ、粗大ごみ、容器包装プラスチックへの混入があるとの回答が多く見られた。

可燃ごみへの混入があるとの回答もあった一方、可燃ごみに関しては焼却ピットへ

投入するため混入状況は不明との回答もあった。 

表 4-7 電話ヒアリング調査結果の詳細（二次電池等が混入する区分と、 

その区分の処理方法） 

 二次電池等が混入する区分と、その区分の処理方法 

A市 燃やせないごみ、容器包装プラ 

B市 もえるごみやもえないごみに混入。 
もえるごみ⇒自施設にて焼却処理、もえないごみ⇒自施設にて破砕処理 

C市 あらゆる区分に混入がある。火災につながるのは不燃ごみ（破砕するため）。容器包
装プラにも混入があるが、火災に至ったケースはない。容器包装プラは異物除去、ベ
ール化まで行った後、容リ協に引き渡している 

D市 不燃ごみと容器包装プラ。衛生組合の施設で処理 

E市 不燃ごみのみ。その他の区分への混入は確認されていない 

F市 中型の粗大ごみは、パッカー車にて圧縮しつつ回収し、その後破砕処理に運ぶ。 
水銀使用製品の回収時に、誤って 2次電池が回収されることがある 

G市 小型家電はボックス回収のほか、大きいものはプラ複合製品類、金属複合製品類、粗
大ごみ等への排出あり。処理施設では、いずれも処理前に手選別によりリチウムイオ
ン電池含有製品を除いている 

H市 プラ容器包装：処理施設で手選別を行い、異物を除去 
缶・ビン・ペット・金属・乾電池：処理施設で手選別を行い異物を除去 
粗大ごみ：破砕（まだ事故は無いが、発生の不安あり） 

I市 容器包装として圧縮処理される区分に混入する 

J市 不燃ごみのみ把握している。手選別、破砕、選別ラインを通じて、鉄、アルミ、ビン、袋
類、可燃物、不燃物、プラ類に分ける 

K市 燃やせないごみとしてパッカー車で収集。ピットに溜めて、1次破砕、2次破砕、コンベ
アで輸送し磁力選別、ふるい選別、風力選別を実施 

L市 ＜施設＞ 
不燃ごみ 
処理方法は表 4-5のとおり 
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 二次電池等が混入する区分と、その区分の処理方法 

M市 主に燃やせないごみ。他のごみ区分への混入は聞いていない 

N市 燃えないごみ、容器包装プラスチック（いずれも清掃事業所で処理）。 
容器包装プラスチックは、ベール化した後に展開検査をしたところ混入していたケース
あり（令和元年度 3件） 

O市 不燃ごみ、粗大ごみ 

P市 粗大ごみ、不燃ごみ 

Q市 市町村 P と同様 

R市 金属ごみ（不燃ごみ） 

S市 主に不燃ごみへの混入がある。別の施設から、令和元年度、容器包装プラに電池の
混入があったとの報告が 2 件あった 

市町村 T 市町村 C と同様 

市町村 U 収集車両火災はいずれも燃やせないごみの収集時に発生。 

市町村 V ほとんどが燃やせないごみである。容器包装プラへの混入はほとんどなく、あっても手
選別の段階で除去している 

市町村 W 市町村 U、市町村 V と同様 

市町村 X 不燃ごみ 

市町村 Y 不燃ごみが主（パッカー車からピットに投入、有価物を回収し破砕） 

市町村 Z 不燃ごみ 
混入物（スプレー缶、ライター、電池等）の目視除去後、2 軸破砕機で粗破砕し、竪型
回転式破砕機に投入し、鉄・銅等の有価物の選別 

市町村 AA 破砕ごみ（燃やせないごみ）。廃棄物再生利用施設で小さく破砕して、鉄とアルミニウ
ムを回収。 
プラスチック容器包装ごみにも混入することがあるが、破砕しないので事故原因になり
にくい 

市町村 AB 不燃ごみに混入。その他の混入は確認されていない。容器包装プラはそもそも集めて
いない 

(4) 二次電池等の意図しない収集区分への排出時の対応方法 

 収集前や破袋後の選別工程でできる限り確認を実施し、除去が行われている。 

表 4-8 電話ヒアリング調査結果の詳細（二次電池等の意図しない収集区分への 

排出時の対応方法） 

 二次電池等の意図しない収集区分への排出時の対応方法 

A市 ＜収集＞ 
ごみ袋の重さで異物に気づければ収集前に除去するが、気づかない場合もある 
＜処理＞ 
破袋後の選別工程で発見できれば除去 

B市 収集時に赤いシールを貼り、収集所では収集できないため小型家電回収ボックス等に
出すよう指示 

C市 不燃ごみはそのまま破砕する。容器包装プラに混入があった場合は、異物除去段階
で混入したリチウムイオン電池を取り除く 

D市 容器包装プラは手選別で異物を除去しており、発火等の事故は起きていない（リチウ
ムイオン電池等の異物混入は多く、懸案事項である） 

E市 不燃ごみへ混入があった場合、手選別で回収できる物は予めより分けている 

F市 ＜施設＞ 
１次破砕機に入る前のコンベアで、人力で小型家電を除去 

G市 処理施設での手選別 

H市 処理施設での手選別（家庭ごみの場合は収集時に袋を開けるまではしないので、混
入していてもその段階では気づかない） 

I市 手選別にて、電池を取り除く 

J市 手選別にて、電池を取り除く 

K市 ＜車両＞ 
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 二次電池等の意図しない収集区分への排出時の対応方法 

火災があってから、作業員が注意してパッカー車投入前になるべく除去する 
＜施設＞ 
混入するとまず車両で発煙するので、施設到着時点で異物が残っているケースは少
ないのではないか（発煙等にも至っていない） 

L市 ＜施設＞ 
破砕施設に入る前に電池の混入を見つければ取り除くが、人が入るエリアではないた
め、モニタ等で時折見つけたら取り除く程度であった。 
令和 2年度より導入した施設では、最初に手選別にて取り除いている 

M市 破砕前に手選別により取り除く 

N市 手選別工程にて目視で確認し除去 

O市 外せる 2次電池はリサイクル協力店（家電量販店）に排出、外せない場合は小型家電
回収ボックスに排出、ボックスに入らない場合は不燃ごみ、粗大ごみとして回収するこ
とになっている。 
そのため、不燃ごみ、粗大ごみに電池が混入していても間違いではない 

P市 粗大ごみ・不燃ごみについて、ピット投入前に手選別により除去 

Q市 市町村 P と同様 

R市 破砕処理前の手選別で確認できたものは除去 

S市 ピットへの投入前にごみを展開し、混入があれば手で取り除いている 

市町村 T 市町村 C と同様 

市町村 U 特になし 

市町村 V 燃やせないごみへの混入時は特に対応なし。容器包装プラへの混入時は手選別時に
リチウムイオン電池を除去 

市町村 W 市町村 U、市町村 V と同様 

市町村 X ピット投入前に展開して除去し、小型家電あるいは電池類として処理 

市町村 Y 特になし（手選別を実施していないため気づけない） 

市町村 Z - 

市町村 AA ＜車両＞ 
収集車に載せる前に目視で確認するが、半透明な袋に入っており十分に確認する時
間もないため気づかないこともある 
＜破砕施設＞ 
1次破砕機に入る前に目視で取り除くが、完全に除去できていない 

市町村 AB 混入は確認されていない 

(5) 混入が多くみられる品目 

 収集運搬車における火災の原因となる品目としては、電気ストーブ、掃除機等が挙げ

られた。 

 処理施設における火災の原因となる品目としては、モバイルバッテリー、電子たばこ、

加熱式たばこ、携帯電話、デジタルカメラ、電気シェーバー等が挙げられた。 

表 4-9 電話ヒアリング調査結果の詳細（混入が多くみられる品目） 

 混入が多くみられる品目 

A市 ＜収集＞ 
火災原因としてはガスライターが多い。リチウムイオンポリマー二次電池は外側が燃
え残るので確認できる（年 0～1件）。電気ストーブや掃除機も。「不明」の中に小型家
電が含まれるのかもしれない 
＜処理＞ 
モバイルバッテリー、電子たばこ 

B市 携帯用電池、モバイルバッテリー、電子たばこ、掃除機用電池、パソコン用電池、電気
かみそり、電気歯ブラシ、電動工具、タブレット端末等 

C市 コードレス掃除機の充電池、電子たばこ 

D市 モバイルバッテリー等、リチウムイオン電池が使われている幅広い製品。容器包装プ
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 混入が多くみられる品目 

ラスチックの異物としては、電子たばこが気になっており、メーカーに問い合わせるな
ど対応を検討している 

E市 携帯電話、モバイルバッテリー、電気シェーバー等。より分けることが難しく、電池の取
り外しもできない。 
掃除機も混入が見られるが、ほとんどの場合予め手で取り除くことができる 

F市 丸型の自動掃除機の電池、電動自転車の電池 

G市 ポータブル DVDプレーヤー 

H市 電子たばこ、モバイルバッテリー、ラミネート型リチウムイオン電池（JBRC対象外だが
結構流通している） 

I市 電動歯ブラシ、電子たばこ 

J市 電動歯ブラシ、電子たばこ 

K市 モバイルバッテリー 

L市 電子たばこ、携帯電話、スマートフォン、電卓 
小型家電の分別区分を設けているが、収集頻度が多くないため、不燃ごみとして出さ
れてしまう 

M市 電子たばこ、モバイルバッテリー、コードレス掃除機 

N市 電子たばこ、モバイルバッテリー、掃除機用電池等（破砕機をすり抜けて形状が残って
いれば判断可能だが、何の家電由来か分からないものも多い） 

O市 携帯電話、スマートフォン、モバイルバッテリー、加熱式たばこが多い。その他、デジタ
ルカメラ、シェーバー、玩具もある 

P市 コードレス掃除機 

Q市 市町村 P と同様 

R市 コードレス掃除機の充電池 

S市 コードレス掃除機の充電池 

市町村 T 市町村 C と同様 

市町村 U ポータブル DVDプレーヤーが混入していた 

市町村 V モバイルバッテリー 

市町村 W 市町村 U、市町村 V と同様 

市町村 X 充電式のシェーバーや工具類。タブレット端末も混入している。 

市町村 Y デジタルカメラ、携帯電話（スマートフォン）、モバイルバッテリー等 

市町村 Z 不明 

市町村 AA 市町村で回収している小型家電回収品目（21品目）以外で、破砕ごみ（燃やせないご
み）として出せる大きさ（1ｍ×50cm×50cm）のもの等。コードレス掃除機の充電器は
混入しやすい。小型家電 21品目でも混入することがある 

市町村 AB モバイルバッテリー、コードレス掃除機、電子たばこ 

(6) 二次電池の適切な排出を促す周知方法 

 市町村のホームページや町内会チラシ、ごみ出しカレンダー、ごみ出しガイドブック、

広報誌、テレビ広報など、各市町村で多様な媒体を用いた情報発信が行われている。 

 平成 29 年度に、意図しない区分へのリチウムイオン電池の混入件数が多かったこと

から、情報発信に力を入れた結果、令和元年度は混入が減少した事例があった。 

表 4-10 電話ヒアリング調査結果の詳細（二次電池の適切な排出を促す周知方法） 

 二次電池の適切な排出を促す周知方法 

A市 ＜共通＞ 
市町村ホームページ、チラシ、広報誌、テレビ広報等を行っている 
＜処理＞ 
平成 29年度～平成 30年度に件数が増えたため広報に力を入れたところ、令和元年
度と令和 2年度は減少傾向 

B市 ごみ分別アプリで、電池の種類ごとの排出方法を案内。 
収集所に出せないもののため小型家電回収ボックスや店頭回収箱に入れるよう、家
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 二次電池の適切な排出を促す周知方法 

庭ごみの出し方マニュアルにて周知 

C市 市町村 C と市町村 Tで意見交換の場を持ち、安定稼働に向けた取組（周知方法を含
む）の検討を進めている。更に対策が必要であると感じている 

D市 収集車両の火災事故があると、周辺エリアに注意喚起のチラシを配布 

E市 広報誌、ホームページで注意喚起 

F市 ホームページにて火災の発生をお知らせし、適切な排出を促す 

G市 自治会による回覧、市町村ホームページで火災状況を発信 

H市 ホームページ、広報誌、年 1回ラジオでお知らせを発信、フリーペーパー 
（事故後のタイミングで改めて周知、啓発を行う） 

I市 広報誌、ホームページで周知。電池は取り外せるものは有害ごみ、取り外せないもの
は不燃ごみとして排出される。小型家電は拠点回収している 

J市 市町村ホームページ等で周知 

K市 ホームページや冊子でごみ出し方法を周知。発生地点に近い地域へインターホンで呼
びかけ、チラシポスティング等を実施。令和 2年 6、7月に発生ゼロなのは、作業員の
慣れと周知効果の両方が考えられる 

L市 市町村やクリーンセンターの広報誌で、電池は不燃ごみに入れず有害ごみとして排出
するよう周知。徐々に周知されていくものと考えており、劇的な効果はまだ見られない 

M市 ホームページでの発信のほか、年 4回発行する情報誌に火災発生状況を掲載。消防
局と連携してリチウムイオン電池の発火実験を行い、テレビで報道したこともある 

N市 容器包装プラスチックの区分に家電類、電池類を捨てないで欲しいという内容で、令
和 2年 2月に広報誌に掲載し、2月 1日～15日に本館のモニタで配信。また、3月に
公民館にポスター掲載等を実施。 
さらに、自治体等が選任する環境美化推進委員を通じて周知。定量的な効果は判断
できないが、市民から問い合わせ（電子たばこはどの区分で捨てるべきか等）が来る
ようになった 

O市 回覧板、広報誌、ホームページにて排出方法の周知を行っているが、どの程度効果
があったかについては把握できていない 

P市 ホームページ、広報誌等で情報発信 

Q市 市町村 P と同様 

R市 市町村からの広報のほか、衛生組合でも年 1～2回発行する広報誌に掲載（全家庭
に配布、公民館等に設置） 

S市 ホームページでの広報のほか、平成 30年に続けて火災が発生した際には広報誌に
も掲載した 

市町村 T 市町村 C と同様 

市町村 U 処理施設から提供される火災発生情報をウェブサイトやごみカレンダー、アプリ等に
掲載。AIチャット等も導入し、消費者の認知向上に努めている 

市町村 V 特になし 

市町村 W 市町村 U、市町村 V と同様 

市町村 X 年 1回各戸に配布する「ごみかわら版」で明記。月 2回各戸へ配布する広報誌で周
知。クリーンセンターの見学者へも説明し、皆さんへの周知をお願いしている 

市町村 Y ホームページのＱ＆Aに掲載。 
紙媒体では未掲載 

市町村 Z － 

市町村 AA ごみ出しガイドブックにて電池を回収していないことを記載。ホームページにも掲載。 
クリーンセンターでの火災をホームページで報告。市民からどの店で電池を回収して
いるか聞かれるため、JBRCの許可を得てホームページにリンクを貼った 

市町村 AB ごみカレンダーに記載 

(7) 収集された二次電池の保管方法 

 ドラム缶に入れて保管しているとの回答が複数あった。 
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表 4-11 電話ヒアリング調査結果の詳細（収集した電池の保管方法） 

 収集した電池の保管方法 

A市 - 

B市 - 

C市 ドラム缶に入れて鍵のかかる屋内に保管 

D市 - 

E市 取り除いた電池・電池含有製品はドラム缶に入れて保管し、認定事業者に引渡してい
る。 
全国都市清掃会議が主導する、リチウムイオン電池等の処理困難物について生産者
責任を問う動きに参加している。有効な対策が欲しい 

F市 水銀使用電池については、ビニールテープを貼って絶縁して排出するよう市民に促し
ているが、2次電池については絶縁などの対策は取らずバケツにそのまま入れて保
管している。 
粗大ごみから取り除かれた小型家電は金属のボックスに入れ、携帯、パソコン等の高
品位のものはビニール袋に入れて分けている。 
排出されるリチウムイオン電池は電池残量がある状態のため火災につながる。一方、
劣化しており電池残量が少ないので大きな火災には至っていないとも考えられる 

G市 - 

H市 積み上げてしまっているが、処理するにも産廃費用がかかるので困っている 

I市 缶に入れて保管している。 
中間処理施設の契約を検討しているところであり、火災を起こしたくないので他の自治
体の事例を共有してほしい 

J市 - 

K市 - 

L市 有害ごみに加えて、ドラム缶で保管し、JBRCに引き渡す。 
メーカーには排出者責任として、電池を回収するか、取り外しやすい構造の製品にし
てほしい 

M市 - 

N市 不燃ごみで排出された場合、清掃事業所に最終処分場を併設しているため、埋立処
分。特定品目（蛍光灯やスプレー缶等も含む）として回収した場合、別の埋立処分場
の建屋でドラム缶に入れて保管しているが、一般廃棄物として処理する委託先が見つ
からず、溜まってきてしまい困っている。 
問い合わせが来たら、電池が取り外せない場合は不燃ごみ、外した電池は特定品目
と説明しているが、実際はどちらに排出されても困る状況なので、ホームページ等で
明確に書きにくい（一度決めると市民もそれに慣れるため）。市民も、電池の有無、取
り外せるか否かなどはあまり意識しないだろうし、多様な製品があって判断に困ること
もあるだろう 

O市 ペール缶に入れておき、JBRCに引き渡す 
メーカーに対しては、アルカリ電池のように規格化し、取り外せるようにしてほしい。市
民が自分で取り外すことで火災事故も防ぎやすくなる。 
また、破砕・圧縮しても出火しない電池を開発してほしい 

P市 メーカーへの要望として、家電リサイクルのように、メーカー責任で電池のリサイクル
ルートを構築してほしい。また、解体しやすい設計にし、取り外し方法についてガイドラ
イン作成を求めたい。十分な情報提供を行わないメーカーが上市できないような制度
があればよい 

Q市 市町村 P と同様 

R市 電池はストックヤードで回収し、JBRCに回す前に絶縁処理している。 
充電池が正しく排出されているかは不明 

S市 令和 2年 2月から、充電池の拠点回収を開始した。その効果か、体感では電池の混
入はやや減少したように思われる 

市町村 T 市町村 C と同様 

市町村 U 特になし 

市町村 V 特になし 

市町村 W 市町村 U、市町村 V と同様 

市町村 X - 
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 収集した電池の保管方法 

市町村 Y 電池の収集は実施しておらず、問合せには家電量販店を紹介している。 
不燃ごみから選別・売却した有価物について、処理時に火災が発生しているらしいと
聞いている 

市町村 Z 特になし 

市町村 AA ＜破砕施設＞ 
誤って混入した電池は、ドラム缶に入れて保管 

市町村 AB ドラム缶に入れて保管 

4.4 市町村の現地調査 

4.4.1 現地調査の概要 

廃棄物処理において対策等を講じている事例等を収集するため、電話ヒアリングを実施

した市町村から、5 市町村（一部事務組合含む）を選定し、現地調査を実施した。 

選定にあたっては、以下の観点に着目した。 

 ごみ収集や処理工程における対策が特徴的である。 

 LIB 等の適切な排出を促す周知方法が特徴的である。 

（※ごみカレンダー配布、ホームページへの情報掲載以外） 

 電話ヒアリングにおいて、対策を実施したことによる効果について言及があった。 

現地調査における調査項目は以下のとおり。 

(1) LIB 等の混入による発煙・発火対策の取組状況について 

(2) 取組を進めた経緯について  

(3) 対策を実施したことによる効果について  

(4) その他（今後懸念される課題、要望等） 

 

調査対象とした市町村は表 4-12 のとおり。 

 

表 4-12 現地調査対象市町村 

市町村名 調査実施日 備考（特徴等） 

ア市：人口 30万人規模 
 

2020年 11月 11日  容器包装プラスチックへの混入 
 炎検知器なし 

イ市：人口 100万人規模 
 

2020年 11月 18日  不燃ごみへの混入 
 炎検知器あり 

ウ市：人口 40万人規模 
 

2020年 11月 19日  不燃ごみへの混入 
 炎検知器あり 

エ市：人口 80万人規模 
 

2020年 11月 27日  不燃ごみ及び容器包装プラスチッ
クへの混入 

 炎検知器なし 

オ組合：合計人口 40万人規模 2020年 12月 16日  不燃ごみへの混入 
 炎検知器あり 
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4.4.2 現地調査結果 

(1) ア市 

現地調査結果を踏まえたア市における、収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにおけ

るリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態について、事象と対策を図 4-9 のとお

り整理した。 

 

 

図 4-9 ア市（人口 30万人規模）における収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにお

けるリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態 

また、リチウムイオン電池等処理困難物に関する周知・啓発の取組と課題を以下に整理し

た。 

 

＜周知・啓発の取組＞ 

 年に数回ごみ通信を発行しており、その中でリチウムイオン電池を原因とした発火

事故について周知を行っている。この他、町内会へのチラシ配布や Facebook、LINE

などの SNS を活用した周知も実施している。広報番組で特集されたこともあり、動

画のリンクを市のホームページに掲載している。 

 

＜周知・啓発における課題＞ 

 近年、町内会への加入率が低下傾向にあるため、全戸への周知が難しい。 

 周知後、LIB を原因とする発火の件数は減少したが、混入率は変化していないように
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思われる。普及啓発と発火件数の因果関係の確認が難しく、たまたま発火が起こらな

かった可能性も考えられる。 

 「プラスチック製容器包装」という名称のため、プラスチック製品であれば廃棄して

良いと誤認されている可能性がある。 

 

(2) イ市 

現地調査結果を踏まえたイ市における、収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにおけ

るリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態について、事象と対策を図 4-10 のとお

り整理した。 

 

図 4-10 イ市（人口 100万人規模）における収集運搬プロセス及び中間処理プロセスに

おけるリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態 

また、リチウムイオン電池等処理困難物に関する周知・啓発の取組と課題を以下に整理し

た。 

 

＜周知・啓発の取組＞ 

 ごみの出し方マニュアルやアプリ、ホームページにて、充電式電池は絶縁のために電

極にテープを貼って、小型家電回収ボックスや店頭回収箱に出すよう説明している。

なお、小型家電回収ボックスには、小型家電投入口とは別に電池投入口を設置してい

る。 

 アプリのトップページでお知らせとして家電量販店等でも充電式電池を排出できる

旨の説明を表示した。充電式電池のリサイクルマークを掲載し、見分け方についても

解説している。 

 特にアプリによる情報発信の効果は大きいと考えている。コロナの影響で施設への

ごみ貯留ピット 一次破砕機 選別機

＜中間処理プロセス（もえないごみ、粗大ごみ処理施設）＞

破砕機の衝撃で、LIB
が発煙・発火

二次破砕機

破砕機の下に炎検知器を
設置。炎が検知されるとラ
イン停止、自動散水

事象 対策

作業員は無線で中央制御室とやり取りし、ラインに立ち
入って発火状況を確認。作業員がサーモグラフィを用いて
発火原因を発見し、取り除く。取り除いた発火原因はド
ラム缶に入れ完全消火。

処理ラインの近く
に消火器を設置

もえないごみ

粗大ごみ

ヤード貯留中の火災事故
の防止のためにヤード内に
炎検知器を設置

炎検知器の設置箇所

鉄類
貯留ヤード

アルミ類
貯留ヤード



 

 87 

廃棄物の回収を一時的に制限した際もアプリで周知し、多くの市民にご協力いただ

けた。 

 

＜周知・啓発における課題＞ 

 アプリによる周知は効果的ではあるものの、高齢者層へはチラシなどによる周知の

方が影響力は大きい。 

 充電式電池は絶縁されずに排出されることがあるため、作業員が確認し、絶縁されて

いない場合には絶縁作業を行っている。 

 店頭での回収については、JBRC ホームページの協力店検索ページを表示しているが、

本当に回収ボックスが設置されているかを自治体として確認できていない。店舗に

よっては、目につく場所に回収ボックスが設置されていないケースがあるため、その

際には店員に確認するよう呼びかけている。 

(3) ウ市 

現地調査結果を踏まえたウ市における、収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにおけ

るリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態について、事象と対策を図 4-11 のとお

り整理した。 

 

図 4-11 ウ市（人口 40万人規模）における収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにお

けるリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態 

また、リチウムイオン電池等処理困難物に関する周知・啓発の取組と課題を以下に整理し

た。 

 

収集車両への
積み込み

運搬

ごみ貯留ピット
一次破砕機

（15cm程度
に切断）

手選別
（可燃性残渣から

異物を除去）

機械選別
（資源回収）

＜収集運搬プロセス（パッカー車を使用）＞

＜中間処理プロセス（不燃ごみ、粗大ごみ処理施設）＞

ごみに混入していたLIBが投入
口付近で圧縮され、発煙・発火

一次破砕機の衝撃で、
LIBが発煙・発火

除去しきれずに可燃
性残渣の中に入ってし
まったLIBが発熱し、
発煙

発熱したLIBが周囲の可燃物
に引火し、延焼

二次破砕機
（さらに細かく切

断）

破砕機の下に
炎検知器を設置

水の入ったペットボトル
を荷台に投入

家庭用の消火スプレーを
収集車両に常備

車両上部から注水
可能な車両を導入

事象 対策

発煙・発火したものを
除去、消火するため
の人員を確保

ごみ袋の外から目視で
分かる異物があれば、
袋を開けて除去
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＜周知・啓発の取組＞ 

 モバイルバッテリーが原因と考えられる車両火災が発生した直後に、戸別回収時に

LIB 混入の危険性を知らせるチラシを郵便ポストに投函し、周知に努めた。 

 広報誌へ、「ごみ収集における“あるある”対談」として、ごみ収集時に LIB が混入

することによる課題について掲載した。 

 ごみ分別アプリを作成し、アプリを通じて市からのお知らせも発信できるようにし

た。広報誌とは異なる層にも情報を受け取ってもらえる。 

 市民に視覚的に分かりやすいように、市のホームページや市で作成したチラシには、

実際に火災が起きた車両等の写真をつけている。 

 ごみ収集の担当や、発火の連絡を受けた職員を対象にした、収集運搬時の発煙・発火

時の対応マニュアルを作成した。 

 

＜周知・啓発における課題＞ 

 市民に、ごみ排出時には電池を外していただきたいとお願いしているが、LIB は取り

外しにくいものが多く、取り外す手間が面倒と思われてしまったり、排出時に乾電池

と一緒だと思われてしまったりという状況である。 

 LIB 等の二次電池は市では回収できないため、市のホームページには JBRC のページ

を掲載しているが、市内全ての電気店で二次電池を回収しているわけではないため、

捨てに行くのが面倒と思われてしまう。 

 市町村だけではテレビ CM 等の大規模な広報は難しい。市の広報誌もどこまで影響

力があるかというと分からない。そのため、市からルールを説明しても、知らない、

聞いていないと言われてしまう。 

(4) エ市 

現地調査結果を踏まえたエ市における、収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにおけ

るリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態について、事象と対策を図 4-12 のとお

り整理した。 
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図 4-12 エ市（人口 80万人規模）における収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにお

けるリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態 

 

また、リチウムイオン電池等処理困難物に関する周知・啓発の取組とその他の課題を以下

に整理した。 

 

＜周知・啓発の取組＞ 

 LIB を使用した電子機器等について、プラスチック容器包装の回収日には排出できな

いことを、①ポスター掲示、②市役所庁内モニタでのお知らせ、③広報誌への情報掲

載、④市ホームページへの情報掲載によって周知している。なお、出前講座も実施し

ていたが、新型コロナウイルスの影響で、現在は実施していない。 

 一連の周知施策の効果を測るのは難しいが、主に排出方法についての問合せが増え

たと感じる。問い合わせをしてもらえば、市から適切な排出方法を伝えることができ

る。 

 一般廃棄物処理の委託事業者が、排出方法に関する市民からの問合せが増えたこと

を受けて、市のごみ分別アプリを作成した。市ホームページにも掲載している。市か

ら提供するごみカレンダーのデータベースが反映されるようになっている。 

 市民の自治会への所属率が 95%程度と高いため、自治会のごみ関連委員が、適切な排

出方法について指導を行っている。 

 

＜その他の課題＞ 

 発煙・発火による設備へのダメージもさることながら、消火時に水をかけており、そ

れが原因の腐食を補修するのに費用がかかってしまう（これまで 40 件程度補修を行

った）。設備は水が入ってくることを想定していない。 

収集車両への
積み込み

運搬

ごみ貯留ピット
前処理装置

（二軸低速回
転破砕機）

可燃物ホッパー
機械選別

（資源回収）

＜収集運搬プロセス（発煙・発火事例無し）＞

＜中間処理プロセス（不燃ごみ処理施設）＞

前処理装置の衝撃で、
LIBが発煙・発火

発熱したLIBが混入し、
発煙・発火

コンベアでの
移送

作業員1名を追加配
置し、異物除去、消
火対応を実施

事象 対策

発煙・発火時に即座に消火
できるよう、工程全体に水の
系統を準備

発火したLIBにより、
コンベア全体が燃焼

収集運搬時またはピット
への投入時に発熱した
LIBから発煙・発火
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 発火した LIB によってコンベア自体が燃えてしまったため、そのコンベア全体を取

り換える必要が生じてしまったことがある。 

 LIB 自体を「特定品目」として分別回収しており、他方で、LIB が残留した製品は「不

燃ごみ」として回収、処理している。しかし、特定品目として集めた LIB の処理先が

見つかっておらず、最終処分場にてドラム缶でストックしている状態である。LIB 使

用製品の種類も流通量も増える中、排出量も年々増加傾向にある。 

(5) オ組合 

現地調査結果を踏まえたオ組合における、収集運搬プロセス及び中間処理プロセスにお

けるリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態について、事象と対策を図 4-13 のと

おり整理した。 

 

図 4-13 オ組合（人口 40万人規模）における収集運搬プロセス及び中間処理プロセスに

おけるリチウムイオン電池等処理困難物の取り扱い実態 

また、リチウムイオン電池等処理困難物に関する周知・啓発の取組と課題を以下に整理し

た。 

 

＜周知・啓発の取組＞ 

 平成 31 年に「有害ごみ」の回収品目を追加し、バッテリーは「有害ごみ」として排

出するよう、市民への周知啓発を行っている。ごみ区分追加時には、ごみ出しルール、

リサイクルカレンダーをより使いやすい形でまとめて、大々的に広報した。 

 広報誌、ホームページ、アプリ、カレンダー、チャットボット、公共施設の電子掲示

板等にて注意喚起・啓発を行っている。使用する媒体が増えることによって市民の意

事象 対策

小型家電・
有害ごみ等
ピックアップ

コンベアでの
移送

アルミ系回収物
プレス

手選別

＜中間処理プロセス（不燃ごみ・容器包装プラスチック処理施設）＞

収集運搬時に発熱した
LIBが発煙・発火

混入したLIBがプレス
する際に発火

磁力選別・
鉄系回収物

プレス

発煙・発火時に即座に消火
できるよう、工程全体に水の
系統を準備

混入したLIBがプレス
する際に発火

監視カメラの設置

収集車両への
積み込み

運搬

＜収集運搬プロセス（パッカー車を使用）＞

ごみに混入していたLIBが投入
口付近で圧縮され、発煙・発火

発煙・発火原因となりやすいモ
バイルバッテリー、加熱式たばこ
等を収集しないよう指導

積載率を約8割とし
てごみの圧縮を抑制

年2回、収集委託事業者
の担当者と懇談会を開催
し、注意等呼びかけ

残渣焼却

※ 同一ラインで時間帯を分け
不燃ごみ・容器包装プラスチックを処理

収集運搬時に発熱した
LIBが発煙・発火

小型消火器を収集車両
に積載
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識が向上し、問合せは増加傾向にある。 

 

＜周知・啓発における課題＞ 

 LIB 含有製品が多くなり、市民から見て何のごみかわかりづらくなっていると感じて

いる。 

 人口流動が多く、無関心層がいるため、そのような方々にどのように周知啓発してい

くかが課題である。 
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5. リチウムイオン電池等処理困難物の対策の検討 

リチウムイオン電池等処理困難廃棄物の適正な処理を行うための課題を整理し、処理ル

ート確保のための対策について検討した。対策の検討に当たっては、有識者等へヒアリン

グ調査を実施した。 

5.1 有識者等へのヒアリング調査 

調査方法・結果に対する助言及びリチウムイオン電池等処理困難物の対策の検討に当た

り、有識者等へのヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査の概要を表 5-1 に示す。な

お、有識者等へのヒアリング調査結果は、4 章における調査及び 5 章における検討にフィー

ドバックした。 

表 5-1 有識者等へのヒアリング調査の概要 

ヒアリング対象 調査項目 

浅利 美鈴（京都大学 地球環境学堂 准教
授） 

 調査方法に関する助言 
 調査結果に関する意見 
 リチウムイオン電池等処理困難廃棄物の

適正な処理を行うための課題 
 リチウムイオン電池等処理困難廃棄物の

処理ルート確保のための対策 

小口 正弘（国立研究開発法人 国立環境研
究所資源 循環・廃棄物研究センター（基盤技
術・物質管理研究室）／主任研究員） 
齋藤 優子（東北大学大学院 環境科学研究
科 准教授） 
白鳥 寿一（東北大学大学院 環境科学研究
科 客員教授） 
寺園 淳（国立研究開発法人 国立環境研究
所 資源循環・廃棄物研究センター／副セン
ター長） 

5.2 調査結果の総括 

1 章から 4 章で得られた調査結果についてリチウムイオン電池等の使用実態、リチウムイ

オン電池等の市町村への廃棄状況、消費者のリチウムイオン電池等の廃棄実態、市町村にお

けるリチウムイオン電池等の処理実態の観点から総括を行った。 

5.2.1 リチウムイオン電池等の使用実態 

(1) リチウムイオン電池等の使用実態のまとめ 

1 章における生産台数・輸出入台数・国内出荷台数・製品寿命の文献調査によれば、多く

の品目でリチウムイオン電池を使用した製品を含む大分類でのデータは取得可能であった。

一方で、各統計データでの品目の分類は必ずしも小型家電上の品目分類と一致していない

こと、また小型家電上の品目の中でもリチウムイオン電池を使用した製品と使用していな

い製品が混在している品目が多いことから、取得データは必ずしもリチウムイオン電池を

使用した製品の使用・排出実態とリンクしていないと考えられる。 

2019 年のリチウムイオン電池の排出個数は 6,616 万個、排出重量は 16,094ｔと推計され

た。また、リチウムイオン電池を含む小型家電製品の排出重量は 37,742 トンと推計された。
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なお、2019 年経済産業省生産動態統計年報 機械統計編（経済産業省）では、2019 年のリ

チウムイオン電池（車載用以外）の生産容量は 96,783 万 Ah とされている。仮にリチウム

イオン電池の重量と容量の比率を 44g：2.4Ah とおくと、生産容量から計算される重量は 

17,744t となり、今回の推計値（16,094t）はその 91%であった。 

消費者アンケートの結果から、使用済製品としての発生量に、「製品から電池を取り外し、

製品と電池を両方とも手放した」及び「製品から電池を取り外し、電池のみ手放した」の割

合を乗じることで、使用済リチウムイオン電池としての発生量を推計結果、使用済リチウム

イオン電池としての発生量は 7,214ｔ となった。 

モバイルバッテリー、電気かみそり、加熱式たばこ、コードレス掃除機、ロボット掃除機、

ワイヤレスイヤホン、スマートフォンにおけるリチウムイオン電池の使用状況については、

製品への表示は、コードレス掃除機を除く製品ではほとんど確認できなかった。また、製品

からのリチウムイオン電池の分離可能性については、比較的小型で防水性を求められる品

目（モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、スマートフォン等）については分離ができ

ず、バッテリー交換を想定する品目（電気かみそり、掃除機）については分離が可能だと考

えられる製品が多かった。 

(2) 調査結果から得られた課題 

1) 生産台数・輸出入台数・国内出荷台数・製品寿命等基礎データ収集における課題 

今後、更なるデータの精緻化を検討するにあたっては、統計を利用した文献調査だけでな

く、製品のメーカーやその業界団体、輸出入業者、小売店等の実際に製品を取り扱っている

者にヒアリング等で調査することが考えられる。その際、リチウムイオン電池を使用する全

ての品目について調査を行うことは困難であるため、データ収集目的を明確にした上で、製

品を限定して調査・検討を行うべきと考えられる。例えば、火災発生の要因となりうる主要

製品や、普及啓発の効果測定等を確認するための製品に限定した調査の実施等が考えられ

る。 

2) 使用済製品・使用済リチウムイオン電池としての発生量の推計における課題 

使用済製品としての発生量については、文献調査での調査結果を用いて推計を行ったが、

車載用を除くリチウムイオン電池の生産量推計の 91％となった。一方で、統計データ上で

の品目の欠落等に起因する実態とのずれが考えられることから、更なる妥当性の検証に向

けて、先述した文献調査の精緻化を実施する必要がある。 

使用済リチウムイオン電池としての発生量の推計についても、使用済製品としての発生

量の推計結果を用いて推計を行っていることから、同様にまずは文献調査の精緻化を行う

必要がある。一方で、現在の推計方法では、電池のみを交換し製品は使い続けた場合が考慮

されていないことが分かっており、その考慮方法についても並行して検討することが望ま

しいと考えられる。 

また、複数の推計方法により推計を行うことで発生量推計の妥当性を確認するなど、デー

タの信頼性を確認する手法についても検討が必要と考えられる。 
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3) リチウムイオン電池の使用に関する表示の有無及び製品からの分離可能性に関する課題 

主要品目について、Web 上での調査により売上上位製品を調査したところ、特に分離可

能性については小型・防水性を重視する製品とその他の製品で大きな差が見られた。一方で、

特に非大手メーカー製品では Web 上に十分な情報が掲載されていない等の調査上の限界が

あったため、製品自体への表示状況は十分に確認できていない。製品本体を確認すれば更な

る調査も可能だが、そのためには製品を購入又は製品を保有する者の協力を仰ぐ必要があ

り、実態把握を効率的に行う方法の検討も課題のひとつである。 

本調査で、製品ごとの概況の確認はある程度適ったと考えられることから、今後は消費者

による排出時の電池取外し状況等を踏まえ、メーカー等との具体的な対応方策（分別排出の

ための表示の徹底等）を検討することが望ましいと考えられる。 

5.2.2 リチウムイオン電池等の市町村への廃棄状況 

(1) リチウムイオン電池等の市町村への廃棄状況のまとめ 

1 章におけるリチウムイオン電池等の市町村への廃棄状況調査結果に基づく拡大推計結

果によれば、不燃ごみ相当のごみ区分では、電気電子機器の混入量が約 34 万トン（不燃ご

み総搬入量の約 25%）、リチウムイオン電池が残留した電気電子機器及びリチウムイオン

電池単体の混入量が合計約 2,500 トン（約 0.2%）と推計された（リチウムイオン電池単体の

混入量は約 70 トン）。 

容器包装プラスチック相当のごみ区分では、電気電子機器の混入量が約 900 トン（容器包

装プラスチック総処理量の約 0.2%）と推計された。なお、今回の調査では、容器包装プラ

スチック相当のごみ区分へのリチウムイオン電池が残留した電気電子機器及びリチウムイ

オン電池単体の混入は確認することができなかった。 

(2) 調査結果から得られた課題 

前述した使用用済製品・使用済リチウムイオン電池としての発生量の推計（統計データか

らの推計）と比較すると、対象範囲が一致していないため単純には比較することはできない

が、統計データからの推計が、リチウムイオン電池を含む小型家電の排出重量 37,742 トン、

リチウムイオン電池の排出重量 16,094 トンとなっている。一方、不燃ごみ相当のごみ区分

へのリチウムイオン電池が残留した電気電子機器の混入量が約 2,400 トン、リチウムイオ

ン電池単体の混入量が約 70 トンである。前者については、不燃ごみへの排出かつ残留分の

みの推計であるため、統計値よりも値が小さくなること自体は妥当であると考えられる。後

者については、市町村への廃棄状況調査結果からの推計が統計データからの推計の 0.5%未

満と大きな差が出ている。これは統計データからの推計及び市町村への廃棄状況調査結果

からの推計の両方の手法に一定の不確実性が考えられることが要因であり、より精緻な実

態把握のためには以下に示す課題への対応が必要となる。 

＜統計データからの推計上の課題＞ 

 リチウムイオン電池を使用した製品の市場は拡大しつつあるため、生産台数よりも

排出台数の方が小さいこと 

 海外製品や新品目等について統計データ上の出荷台数が不足しており、市場の全体
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像を推計できていないこと 

 製品寿命が過大に仮定されており、市場の拡大に伴う排出量の伸びを十分反映でき

ていないこと 

 特に生産容量が上位だと考えられるモバイルバッテリーについて、データの限界上

出荷台数が不明であるために排出台数が 0 とされていること 

 同じく生産容量が上位だと考えられる加熱式たばこは文献上の製品寿命が 12.4 年

（Medical instruments）のため排出台数に加算されていないこと 

 リチウムイオン電池を使用した製品の比率や、リチウムイオン電池の重量の仮定が

正しくないこと 

 生産動態統計年報での推計が過大であること 

 

＜市町村への廃棄状況調査からの推計上の課題＞ 

 6 市町村に対する調査であり、より精緻な拡大推計にあたっては、データの拡充が必

要であること 

 数百 kg から千 kg を対象とした廃棄状況調査では、リチウムイオン電池が残留した

電気電子機器やリチウムイオン電池単体の混入の確認が十分にできない可能性があ

ること（より大規模な調査を行わなければ調査結果の誤差が大きい可能性があるこ

と） 

 

また、今回の廃棄状況調査結果から不燃ごみへの混入率は、リチウムイオン電池が残留し

た電気電子機器については、0.1%～0.3%、リチウムイオン電池単体については、0.009%で

あった。今回の調査からは、混入の多いごみ区分や製品の特定にはいたらなかったため、費

用対効果も考慮しつつ、引き続きデータ収集を行うことで、実態解明が必要と考えられる。 

5.2.3 消費者のリチウムイオン電池等の廃棄実態 

(1) 消費者のリチウムイオン電池等の廃棄実態のまとめ 

2 章にて実施した消費者保有・排出実態アンケート調査結果において、消費者のリチウム

イオン電池等の廃棄実態に関して以下の 3 点を聴取した。 

1) 製品に使用されていた電池に関する認識（対象者：取り外し可能な二次電池を含有して

いると思われる製品を廃棄した回答者） 

調査を行ったいずれの品目（電動かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、コード

レス掃除機）についても、一次電池または二次電池が使用されていると考えられるにも関わ

らず、1 割以上の回答者が「電池は用いられていなかった」と回答した。このことから、製

品への電池使用状況に関する理解が十分に広まっていないことが示唆された。 

2) 廃棄時の電池取り外し状況・絶縁状況（対象者：1において、廃棄した製品に電池が使用

されていたと回答した回答者） 

製品から電池を取り外した回答者の割合は調査を行ったいずれの品目（電動かみそり、コ
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ードレス掃除機）についても 6 割未満にとどまり、さらにこのうち絶縁を行った回答者は 4

割未満であった。これらの品目はいずれも電池を取り外し可能な構造と考えられることか

ら、製品中の電池の廃棄方法に関する理解が十分に広まっていないことが示唆された。 

3) 廃棄する際、廃棄方法を知った方法（対象者：取り外し可能な二次電池を含有していると

思われる製品を廃棄した回答者） 

調査を行ったいずれの品目（電動かみそり、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、コード

レス掃除機）でも「自治体から紙で配布されたごみカレンダー・ごみ分別マニュアルを確認

した」が 3 割以上であった。その他何らかの自治体からの情報提示を確認しているとの回答

が過半数を占めていた。一方、「何も参考にしなかった」がいずれも製品でも 10%前後見ら

れている。自治体から提供された情報が最も訴求力が高いことが示唆された。 

(2) 調査結果から得られた課題 

調査の結果、製品への電池使用状況、電池の廃棄方法とも、消費者に十分な認知がされて

いないことが示唆された。引き続き消費者への広報・普及啓発が必要と考えられるが、4 章

の調査結果から得られた事例を踏まえれば、実施にあたっては以下の点に留意が必要であ

る。 

 

＜広報・普及啓発すべき情報＞ 

 リチウムイオン電池を使用した製品の一覧 

 リチウムイオン電池を使用した製品は多岐にわたるため、また、市町村によって

も分別収集対象とする製品は異なることが想定されるため、消費者や市町村が

活用しやすいリストの作成・公開方法を検討する必要がある。 

 製品に使用される電池の廃棄方法 

 リチウムイオン電池の構造や発火のメカニズム等も考慮の上、製品に使用され

る電池の適正な廃棄方法を検討し、周知を進める必要がある。廃棄方法の検討に

あたっては市町村の特性に応じた実施可能性についても十分考慮する必要があ

る。 

 

＜広報・普及啓発における工夫＞ 

 消費者アンケート結果より、自治体から提供された情報が最も訴求力が高いことが

示唆された。自治体が活用可能な媒体のうち、自治体から紙で配布されたごみカレン

ダー・ごみ分別マニュアルが最もよく確認されていることが消費者アンケートから

示されたが、情報伝達速度の観点からはアプリ等の利用も有効であると考えられる。 

 また、自治体からの情報提供に加え、広報・普及啓発の相乗効果を狙い、その他の関

係者からの情報の活用や情報提供の方法も検討すべきであると考えられる。 
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5.2.4 市町村におけるリチウムイオン電池等の処理実態 

(1) 市町村におけるリチウムイオン電池等の処理実態のまとめ 

3 章にて実施した市町村アンケート調査結果によれば、市町村におけるリチウムイオン電

池等の処理実態は以下のとおりであった（サンプル数は 1,721 件）。 

 

 回収した小型家電に含まれる電池について、取り外しを実施せずにそのまま事業者

に引き渡している市町村は 940（54.6%）、市区町村自ら取外しを行っている市町村

は 769（44.7%） 

 住民に対する、二次電池（ニカド電池、ニッケル水素電池及びリチウムイオン電池）

の排出方法は、「電気店やホームセンター、スーパー等のリサイクル協力店への持ち

込みを指示」が 1,013（58.9%）で最多、次いで「市区町村自ら回収している」が 841

（48.9%） 

 二次電池の排出方法として「市区町村自ら回収している」と回答した 841 市町村

における二次電池の回収方法、「ごみ収集区分として収集」が 591（70.3%）と

最多、次いで「公共施設等にボックスを設置して回収」が 265（31.5%） 

 二次電池に起因した収集車両や破砕施設の火災等の発生状況は、「発生していない」

が 1,048（60.9%）、「発生している」が 301（17.5%） 

 「発生している」と回答した 301 市町村について、具体的な発生内容は、廃棄物

処理施設での解体、破砕作業中が 210 件（69.8%）で最多、次いで収集車両が 125

件（41.5%） 

 二次電池に起因した火災等の対策は、「収集車両に消火器等を搭載」が 626（36.4%）

と最多、次いで「発火の危険性のあるごみとして分別・回収」が 586（34.0%）、「特

に実施していない」が 487（28.3%） 

(2) 調査結果から得られた課題 

市町村の状況によってリチウムイオン電池等に起因する火災の発生状況や対策の実施状

況に相当程度のばらつきがあることから、市町村の特性（人口、地域、収集区分、小型家電

リサイクルの実施状況、リチウムイオン電池等に対する対策の実施状況等）に応じた課題の

整理や対応策の検討が必要であると考えられる。4 章の調査結果から得られた事例を踏まえ

れば、具体的には電池を混入させない対策と電池の混入を想定した対策として以下を検討

することが考えられる。 

 

＜電池を混入させない対策＞ 

 分別排出に向けた周知 

 分別回収の実施 

 目視確認、手選別（収集運搬時） 等 

 

＜電池の混入を想定した対策＞ 

 目視確認、手選別（中間処理時） 

 炎等検知器、カメラ等の設置 
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 消火設備の設置 等 

5.3 リチウムイオン電池等処理困難物の対策の検討 

5.3.1 現状におけるリチウムイオン電池等処理困難物の対策 

調査結果を踏まえれば、リチウムイオン電池等処理困難物（以下、LIB 等）の対策は、①

電池を混入させない対策と②電池の混入を想定した対策に大きく分類することができる。

①については、表示、周知、適切な分別、回収体制の構築、収集運搬時の目視確認、手選別

が、②については、中間処理時の目視確認、手選別、炎等検知器、カメラ、消火設備等の設

置が挙げられる。現状では、対策自体が不十分であることや、消費者等に十分に周知されて

いない状況にある。 

 

 

図 5-1 リチウムイオン電池等処理困難物の対策の分類（現状） 

5.3.2 LIB等処理困難物対策を行う上での課題 

対策の目的の観点から LIB 等処理困難物対策を行う上での課題を表 5-2 に整理した。 

 

表 5-2 LIB等処理困難物対策を行う上での課題 

 対策の目的 具体的な対策 適正処理を行う上での課題 

①電池
を混入
させな
い対策 

A：LIB が製品に使用され
ていることがわかる 

 LIB を使用している
ことを製品へ表示 

 表示が徹底されていな
い（輸入事業者への表
示義務なし） 

B：LIB を製品から取り外
すことができる 

 取外しが容易な設
計を行う（できない
場合は製品の回収
体制を構築する） 

 LIB の取り外しが不可
能な電池一体型製品
の存在 

 取外しが容易な設計が
徹底されていない（輸
入事業者への環境配
慮設計義務なし） 

C：LIBもしくは電池一体型
製品を適切に回収するこ

 回収体制の構築  現状の回収ルートの拡
大（JBRC協力店・協力
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とができる 自治体の拡大） 
 小型家電リサイクル認

定事業者による多様な
回収ルートの整備 

D：消費者が適正な排出
行動を十分に理解し、行
動に移すことができる 

 分別排出に向けた
周知 

 LIB 使用製品の多様化
（使用製品リストが未
整備） 

 LIB の使用が不明（表
示が徹底されていな
い） 

 市町村ルート以外の効
果的な広報の実施 

 無関心層への啓発内
容、方法 

E：混入した LIB 等を除去
することができ、適切に処
理することができる 

 目視確認・手選別 
 適正処理ルートの

確保 

 市町村の収集運搬方
法、処理ラインに応じ
た適切な作業方法の
整理 

 作業人員の確保（人的
面、費用面） 

②電池
の混入
を想定
した対
策 

F：LIB 等による火災等を
発見することができる 

 炎等検知器、カメラ
等の設置 

 市町村の処理ラインに
応じた適切な設備の選
定 

 設備の導入（費用面） 
G：火災等を消火すること
ができる 

 消火設備の設置  市町村の処理ラインに
応じた適切な設備の選
定 

 設備の導入（費用面） 
 

5.3.3 LIB等の適正な処理ルート確保のために必要な検討事項（案） 

適正処理を行うための課題を踏まえ、LIB 等の適正な処理ルート確保のために必要な検討

事項（案）を以下のとおり整理した。 

(1) LIB及び LIB使用製品に関する表示・環境配慮設計に関する検討 

LIB が使用されていることが消費者にわかりづらいこと、また、取り外しが容易にできな

い製品があること、輸入事業者に対しては表示・環境配慮設計に関する義務が資源有効利用

促進法上規定されていないことを踏まえ、LIB 及び LIB 使用製品に関する表示・環境配慮設

計の徹底に向けた検討を行う。 

(2) 市町村取組事例の整理 

市町村の収集運搬方法、処理ライン等の個別の状況に応じたきめ細かな対策内容及びこ

れらの対策の効果的・効率的な普及啓発方法を検討するため、LIB 等について、適切な分別

区分の設定、収集運搬や廃棄物処分における発火防止対策、消費者が排出する際に適切な分

別を促すような周知方法等に関する先進的な取組を行う市町村の事例を整理する。 
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(3) LIB等適正処理対策モデル事業の実施 

（2）で整理した事例を踏まえ、実際に複数の市町村を対象に LIB 等適正処理対策モデル

事業を実施し、具体的な対策の内容、消費者等への周知状況等の効果検証を行う。 

(4) LIB等処理困難物対策集の作成・周知 

（2）（3）の結果を踏まえ、市町村に LIB 等対策について知見を提供し、各種対策を講じ

る際の参考となる LIB 等処理困難物対策集を作成し、全市町村に対して周知を行う。 

(5) 適正かつ多様な回収ルートの構築 

市町村等に排出された LIB を適正に処理することができるルートとして JBRC 協力店・

協力自治体の拡大や小型家電リサイクル認定事業者による多様な回収ルートの整備を行う。  
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添付資料 

（１）生産量・輸入量・輸出量・製品寿命調査結果 

（２）使用済製品としての発生量推計
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（１）生産量・輸入量・輸出量・製品寿命調査結果 

 

出所）経済産業省「生産動態統計調査」、財務省「貿易統計」、国立環境研究所製品使用年数データベース LiVES 詳細は 1.1.2 参

照 

輸入台数

(千台)

輸出台数

(千台)
HSコード 統計上の分類名

生産台数

(千台)
統計上の分類名

1 ドローン 0.004 0.01 880260000
その他の航空機（例えば、ヘリコプター及び飛行機）並びに宇宙飛行体（人工衛星を含む。）及び打上げ

用ロケット
6.1

2 家庭用吸引機 290 150 901920000
機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール

治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
12.4

3 電子タバコ 12443 209 961400000 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品 12.4

4 ワイヤレススピーカー 397 40 851822000
マイクロホン及びそのスタンド、拡声器（エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。）、へッドホン

及びイヤホン（マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。）、マイクロホンと拡声器を組み合わせたも

の、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
15.3

5 ワイヤレスイヤホン 89869 86 851830900
マイクロホン及びそのスタンド、拡声器（エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。）、へッドホン

及びイヤホン（マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。）、マイクロホンと拡声器を組み合わせたも

の、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
15.3

6 携帯電灯・懐中電灯 51524 109 851310000
携帯用電気ランプ（内蔵したエネルギー源（例えば、電池及び磁石発電機）により機能するように設計し

たものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。）
2 32電球、配線及び電気照明器具／電気照明器具／白熱灯器具 14.4

7 携帯電話 32719 1537 851712000

電話機（携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。）及びその他の機器（音声、画像その他

のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網（例えば、ローカルエリアネットワーク

（LAN）又はワイドエリアネットワーク（WAN））用の通信機器を含む。 ）（第84.43項、第85.25項、

第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。）

9967 33通信機械器具及び無線応用装置／陸上移動通信装置 3

8 スマートフォン 32719 1537 851712000

電話機（携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。）及びその他の機器（音声、画像その他

のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網（例えば、ローカルエリアネットワーク

（LAN）又はワイドエリアネットワーク（WAN））用の通信機器を含む。 ）（第84.43項、第85.25項、

第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。）

9967 33通信機械器具及び無線応用装置／陸上移動通信装置 3

9 PHS 32719 1537 851712000

電話機（携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。）及びその他の機器（音声、画像その他

のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網（例えば、ローカルエリアネットワーク

（LAN）又はワイドエリアネットワーク（WAN））用の通信機器を含む。 ）（第84.43項、第85.25項、

第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。）

ー 3

10 標準電話機、多機能付電話機、コードレスホン 1370 12 851711000

電話機（携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。）及びその他の機器（音声、画像その他

のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網（例えば、ローカルエリアネットワーク

（LAN）又はワイドエリアネットワーク（WAN））用の通信機器を含む。 ）（第84.43項、第85.25項、

第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。）

179 33通信機械器具及び無線応用装置／電話機 7.4

11 デジタル一眼カメラ 26383 9712 852580000
ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器（受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしない

かを問わない。）、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
1790

34民生用電子機械器具／デジタルカメラ／一眼レフタイプ(レンズ

交換式）
3.6

12 家庭用ビデオカメラ 26383 9712 852580000
ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器（受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしない

かを問わない。）、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
68 34民生用電子機械器具／ビデオカメラ(放送用を除く） 17.8

13 アクションカメラ 26383 9712 852580000
ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器（受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしない

かを問わない。）、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
634

34民生用電子機械器具／デジタルカメラ／一眼レフタイプ(レンズ

交換式）
3.6

14 35 ミリカメラ 2167 273 900653000
写真機（映画用撮影機を除く。）並びに写真用のせん光器具及びせん光電球（第85.39項の放電管を

除く。）
84 47光学機械及び時計／カメラ 11

15 35ミリカメラ以外のカメラ 3 5 900652000
写真機（映画用撮影機を除く。）並びに写真用のせん光器具及びせん光電球（第85.39項の放電管を

除く。）
84 47光学機械及び時計／カメラ 11

16 蛍光灯器具（直管、環形管を除く） 51524 109 851310000
携帯用電気ランプ（内蔵したエネルギー源（例えば、電池及び磁石発電機）により機能するように設計し

たものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。）
95

32電球、配線及び電気照明器具／電球／放電ランプ／蛍光ラン

プ
14.4

17 LEDランタン 78312 10358 853950000
フィラメント電球及び放電管（シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。）、アーク灯並び

に発光ダイオード（LED）ランプ
61

32電球、配線及び電気照明器具／電気照明器具／LED器具

（自動車用を除く）
14.4

18 投光器 179 17 9006610000
写真機（映画用撮影機を除く。）並びに写真用のせん光器具及びせん光電球（第85.39項の放電管を

除く。）
2 32電球、配線及び電気照明器具／電気照明器具／白熱灯器具 14.4

19 撮影ライト 179 17 9006610000
写真機（映画用撮影機を除く。）並びに写真用のせん光器具及びせん光電球（第85.39項の放電管を

除く。）
2 32電球、配線及び電気照明器具／電気照明器具／白熱灯器具 14.4

20 ヘッドライト 51524 109 851310000
携帯用電気ランプ（内蔵したエネルギー源（例えば、電池及び磁石発電機）により機能するように設計し

たものに限るものとし、第85.12項の照明用機器を除く。）
177

32電球、配線及び電気照明器具／電気照明器具／自動車用器

具(二輪自動車用を含む）
14.4

21 電池腕時計 27 4 910111000
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張

つた金属を使用したものに限る。）
4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

22 電池腕時計 5 0.149 910119000
腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張

つた金属を使用したものに限る。）
4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

23 電池腕時計／機械式表示部 16437 440 910211000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。） 4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

24 電池腕時計／オプトエレクトロニクス表示部 7566 1081 910212000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、第91.02項のものを除く。） 4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

25 電池腕時計／その他 2062 168 910219000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、第91.03項のものを除く。） 4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

26 クロック（ムーブメントを含む） 970 3 910310000 時計（ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第91.04項の時計を除く。） 241912 47光学機械器具及び時計／時計 14.8

27 クロック（ムーブメントを含む） 12324 4 910511000 その他の時計（携帯用時計を除く。） 241912 47光学機械器具及び時計／時計 14.8

28 クロック（ムーブメントを含む） 8012 17 910521000 その他の時計（携帯用時計を除く。） 241912 47光学機械器具及び時計／時計 14.8

29 スマートウォッチ 7566 1081 910212000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。） 4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

30 ストップウォッチ 2316 10 910291000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。） 4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

31 キッチンタイマー 2316 10 910291000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。） 4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

32 時計 3728 1.37 910591000 その他の時計（携帯用時計を除く。） 4718 47光学機械器具及び時計／時計／完成品 14.8

33 据置テレビゲーム/携帯ゲーム／ビデオゲーム 14166 1481 950450100
ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品（ピンテーブル、

ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。）
17.8

34 据置テレビゲーム/携帯ゲーム／電子式ゲーム 14166 19542 950450910
ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品（ピンテーブル、

ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。）
17.8

35 据置テレビゲーム/携帯ゲーム／その他 14166 87136 950450990
ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品（ピンテーブル、

ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。）
17.8

36 ラップトップ 13836 2017 847130000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
5072

37電子計算機及び情報端末／パーソナルコンピュータ／ノートブック

型（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型を含む）
6.5

37 ICレコーダー 3018 146 851981000 音声の記録用又は再生用の機器 126
37電子計算機及び情報端末／情報端末／外部記憶装置(内蔵

型を含む）
12.4

38 磁気ディスク装置 17215 749 847170300
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
21

37電子計算機及び情報端末／情報端末／外部記憶装置(内蔵

型を含む）
7.9

39 モバイルプロジェクター 256 106 852862000
モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラ

ジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。）
23 37電子計算機及び情報端末／プロジェクタ 13.1

40 補聴器 825 33 902140000
整形外科用機器（松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。）、補聴器その他器官の欠損又は不全を

補う機器（着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。）、人造の人体の部分及び副木その

他の骨折治療具
220 34民生用電子機械器具／補聴器 12.4

41 男性用ひげそりシェーバー 11680 822 851010000 かみそり、バリカン及び脱毛器（電動装置を自蔵するものに限る。） 2059 31民生用電気機械器具／電気かみそり 4

42 女性用電気シェーバー 11680 0.167 851030000 かみそり、バリカン及び脱毛器（電動装置を自蔵するものに限る。） 2059 31民生用電気機械器具／電気かみそり 4

43 バリカン 11680 875 851020000 かみそり、バリカン及び脱毛器（電動装置を自蔵するものに限る。） 2059 31民生用電気機械器具／電気かみそり 4

44 電動歯ブラシ 71355 8311 960321000
ほうき、ブラシ（機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。）、動力駆動式でない手動床掃除

機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイン

トローラー並びにスクイージー（ローラースクイージーを除く。）
12.4

45 ポータブル扇風機 10788 326 841451000
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード（ファンを自蔵するものに

限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。）
8.3

46 電卓 9130 0.122 847010000
計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械（計算機能を有するものに限

る。）並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金

銭登録機
8.81

47 ヘアアイロン 8993 59 851632000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
4

48 ポータブルディスプレイ 6484 461 852852100
モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラ

ジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。）

1423 37電子計算機及び情報端末／モニター 6.7

49 ポータブルディスプレイ 6484 725 852852900
モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラ

ジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。）
1423 37電子計算機及び情報端末／モニター 6.7

50 ポータブルテレビ 6065 49 852872110
モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラ

ジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。）

34民生電気機械器具／薄型テレビ 14

51 ポータブルテレビ 6065 386 852872190
モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラ

ジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。）

34民生電気機械器具／薄型テレビ 14

52 ポータブルテレビ 6065 0.7 852872200
モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラ

ジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。）

34民生電気機械器具／薄型テレビ 14

53 ポータブルテレビ 6065 45 852872900
モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラ

ジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わな

い。）

34民生電気機械器具／薄型テレビ 14

54 ポータブルラジオ 94 0.2 852712000
ラジオ放送用の受信機器（同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合

してあるかないかを問わない。）
38

33通信機械器具及び無線応用装置／無線通信機器／放送装

置
6

55 ポータブルBDプレイヤー 5355 88 852190000 ビデオの記録用又は再生用の機器（ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。） 4.5

56 ポータブルDVDプレイヤー 5355 88 852190000 ビデオの記録用又は再生用の機器（ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。） 4.5

57 ポータブルCDプレイヤー 3018 146 851981000 音声の記録用又は再生用の機器 6

58 電子体温計 13726 3046 902519000
ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度

計（記録装置を有するか有しないかを問わない。）並びにこれらを組み合わせた物品
5705

38電気計測器及び電子応用装置／その他の電子応用装置／医

用測定器
14.8

No.
LIBを使用した製品を含む

品目分類

生産台数（経済産業省生産動態統計）

製品寿命

輸出入台数（財務省貿易統計）



 

 103 

 

出所）経済産業省「生産動態統計調査」、財務省「貿易統計」、国立環境研究所製品使用年数データベース LiVES 

詳細は 1.1.2 参照 

輸入台数

(千台)

輸出台数

(千台)
HSコード 統計上の分類名

生産台数

(千台)
統計上の分類名

59 万歩計 5372 548 902910000
積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計

及び回転速度計（第90.14項又は第90.15項のものを除く。）並びにストロボスコープ
5705

38電気計測器及び電子応用装置／その他の電子応用装置／医

用測定器
14.8

60 体重計 5189 35 842310000
重量測定機器（重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50ミリグラム以内のはかりを除

く。）及び分銅
5705

38電気計測器及び電子応用装置／その他の電子応用装置／医

用測定器
14.8

61 電気掃除機 6721 46 851811000 真空式掃除機 1433 31民生用電機機械器具／電気掃除機 8

62 ハンドクリーナ 6721 46 850811010 真空式掃除機 1433 31民生用電機機械器具／電気掃除機 8

63 ロボットクリーナ 6721 46 850811010 真空式掃除機 1433 31民生用電機機械器具／電気掃除機 8

64 電動ミシン 667 81 845210110 ミシン（第84.40項の製本ミシンを除く。）、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー 132 17ミシン及び繊維機械 16.8

65 電動ミシン 667 56 845210190 ミシン（第84.40項の製本ミシンを除く。）、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー 132 17ミシン及び繊維機械 16.8

66 電動ミシン 667 143 845210900 ミシン（第84.40項の製本ミシンを除く。）、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー 132 17ミシン及び繊維機械 16.8

67 ポータブル電子レンジ 4485 10 851650000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
13.2

68 ポータブルプリンター 4313 189 844331000
印刷機（第84.42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの）、その

他のプリンター、複写機及びファクシミリ（結合してあるかないかを問わない。）並びに部分品及び附属品
164 37電子計算機及び情報端末／プリンタ／レーザプリンタ 6.2

69 電気冷蔵庫 2679 82 841810100
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

70 電気冷蔵庫 2679 10 841810900
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

71 電気冷蔵庫 374 50 841821100
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

72 電気冷蔵庫 374 18 841821900
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

73 電気冷蔵庫 226 2 841829000
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

74 電気冷蔵庫 119 1 841830000
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

75 電気冷蔵庫 11 1 841830000
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

76 電気冷蔵庫 258 9 841840000
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

77 電気冷蔵庫 721 5 841850000
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

78 コードレス冷温庫 374 50 841821100
冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器（電気式であるかないかを問わない。）及びヒートポン

プ（第84.15項のエアコンディショナーを除く。）
1537 31民生電気機械器具／電気冷蔵庫 15.2

79 電気がま 2550 776 851679100
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
3811 31民生用電機機械器具／電気がま 8.6

80 電子炊飯ジャー、ジャー炊飯器 2550 776 851679100
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
3811 31民生用電機機械器具／電気がま 8.6

81 その他のちゅう房機器 22607 319 851679900
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
29.3

82 料理用温度計 1218 2118 902780190
物理分析用又は化学分析用の機器（例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器）、

粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の

量の測定用又は検査用の機器（露出計を含む。）及びミクロトーム
326

38電気計測器及び電子応用装置／その他の電子応用装置／そ

の他
29.3

83 ハンディシーラー 2802 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 12

84 コードレスハンドブレンダー 4801 99 850940000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 12

85 コーヒーメーカー 2473 0.463 851671000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
778 31民生用電気機械器具／クッキングヒーター 12

86 コードレスコーヒーメーカー 2473 0.463 851671000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
778 31民生用電気機械器具／クッキングヒーター 12

87 電動ハンディーコーヒーグラインダー 4801 99 850940000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 12

88 ミルクフォーマー 4801 99 850940000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 12

89 マルチクッカー 5150 31 851660000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
12

90 エレクトリックナイフ 2802 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 12

91 電動ワインオープナー 5150 31 851660000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
778 31民生用電気機械器具／クッキングヒーター 29.3

92 電動プロテインシェーカー 4801 99 850940000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 12

93 タブレット 403 124 847141000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
5072

37電子計算機及び情報端末／パーソナルコンピュータ／ノートブック

型（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型を含む）
6.5

94 ポータブルカーナビ 1950 1626 847150000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
6430 34民生用電子機械器具／カーナビゲーションシステム 9.5

95 ワイヤレスマウス 5187 975 847190000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
1106 37電子計算機及び情報端末／その他情報端末 8.3

96 ワイヤレスキーボード 29713 4722 847160000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
8.6

97 電子辞書 1950 1626 847150000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
126 37電子計算機及び情報端末／携帯型専用端末装置 9.5

98 電子書籍端末 1950 1626 847150000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
1106 37電子計算機及び情報端末／その他情報端末 8.3

99 モバイルWiFiルーター 33461 50602 851762000

電話機（携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。）及びその他の機器（音声、画像その他

のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網（例えば、ローカルエリアネットワーク

（LAN）又はワイドエリアネットワーク（WAN））用の通信機器を含む。 ）（第84.43項、第85.25項、

第85.27項及び第85.28項の送受信機器を除く。）

3460 33通信機械器具及び無線応用装置／その他無線通信装置 15.3

100 レーザーポインター 5187 975 847190000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
1106 37電子計算機及び情報端末／その他情報端末 8.3

101 カードリーダー 5187 975 847190000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
1106 37電子計算機及び情報端末／その他情報端末 8.3

102 ハンディスキャナ 5187 975 847190000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
1106 37電子計算機及び情報端末／その他情報端末 8.3

103 電子書籍端末 1950 1626 847150000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
126 37電子計算機及び情報端末／携帯型専用端末装置 9.5

104 デジタルノート 104867 28936 852351000
ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体（記録してあるかないかを問わず、

ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。
126 37電子計算機及び情報端末／携帯型専用端末装置 8.3

105 デジタルメモ 104867 28936 852351000
ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体（記録してあるかないかを問わず、

ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。
126 37電子計算機及び情報端末／携帯型専用端末装置 8.3

106 ラベルライター 30 0.013 847230000
その他の事務用機器（例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、

硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機）
9.5

107 デジタル名刺ホルダー 104867 28936 852351000
ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体（記録してあるかないかを問わず、

ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。
126 37電子計算機及び情報端末／携帯型専用端末装置 7.9

108 デジタル耳せん 477 19 902190000
整形外科用機器（松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。）、補聴器その他器官の欠損又は不全を

補う機器（着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。）、人造の人体の部分及び副木その

他の骨折治療具
4

109 デジタル英会話学習機 1950 1626 847150000
自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に

符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械（他の項に該当するものを除く。）
126 37電子計算機及び情報端末／携帯型専用端末装置 9.5

110 タッチペン 14852 4721 847290000
その他の事務用機器（例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、

硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機）
8.3

111 鉛筆削り 14852 4721 847290000
その他の事務用機器（例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、

硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機）
4

112 ドライブレコーダー 26383 9712 852580000
ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器（受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしない

かを問わない。）、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
9.7

113 加湿器 12.4

114 床みがき機 47 4125 960390100
ほうき、ブラシ（機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。）、動力駆動式でない手動床掃除

機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイン

トローラー並びにスクイージー（ローラースクイージーを除く。）
12.4

115 電子楽器 543 61 920710000 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン） 7 繊維・生活用品／8)楽器／電子ピアノ・電子オルガン 18.9

No.
LIBを使用した製品を含む

品目分類

生産台数（経済産業省生産動態統計）

製品寿命

輸出入台数（財務省貿易統計）



 

 104 

 

出所）経済産業省「生産動態統計調査」、財務省「貿易統計」、国立環境研究所製品使用年数データベース LiVES 

詳細は 1.1.2 参照 

輸入台数

(千台)

輸出台数

(千台)
HSコード 統計上の分類名

生産台数

(千台)
統計上の分類名

116 電子楽器 179 41 920790100 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン） 18.9

117 電子楽器 70 13 920790900 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン） 18.9

118 楽器の部分品・取付具・附属品 1755 431 920994000
楽器の部分品（例えば、オルゴールの機構）及び附属品（例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及び

ロール）、メトロノーム、音さ並びに調子笛
18.9

119 電子楽器玩具／オルゴール 267 25 920810000
オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器（この類の他

の項に該当するものを除く。）、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 18.9

120 電子楽器玩具／その他 4772 176 920890000
オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器（この類の他

の項に該当するものを除く。）、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 18.9

121 電子ピアノ 543 61 920710000 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン） 7 繊維・生活用品／8)楽器／電子ピアノ・電子オルガン 18.9

122 電子ドラムパッド 70 13 920790090 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン） 469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 18.9

123 リコーダー 70 13 920790090 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン） 469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 18.9

124 ドラマー向けメトロノーム 1755 431 920994000
楽器の部分品（例えば、オルゴールの機構）及び附属品（例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及び

ロール）、メトロノーム、音さ並びに調子笛
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 18.9

125 シンセサイザ 470 61 920710000 電気的に音を発生し又は増幅する楽器（例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン） 18.9

126 ラジコンカー 12780 950490000
ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品（ピンテーブル、

ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。）
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 4

127 電動自転車／中古 322 529 871160000
モーターサイクル（モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。）、補助原動機付きの

自転車（サイドカー付きであるかないかを問わない。）及びサイドカー
575

43自転車及び車いす（原動機付自転車を除く）／完成自転車

／電動アシスト車
14.7

128 電動自転車 322 2 871160000
モーターサイクル（モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。）、補助原動機付きの

自転車（サイドカー付きであるかないかを問わない。）及びサイドカー
575

43自転車及び車いす（原動機付自転車を除く）／完成自転車

／電動アシスト車
14.7

129 VRゴーグル・VRヘッドセット 8.3

130 除湿器 208 18冷凍機およい冷凍機応用製品／冷凍機応用製品／除湿器 13.7

131 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 110 31 843311000
収穫機及び脱穀機（わら用又は牧草用のベーラーを含む。）、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の

清浄用、分類用又は格付け用の機械（第84.37項の機械を除く。）
17.3

132 ミニ生垣バリカン 1542 115 820190000
手道具（スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の

剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具

に限る。）

17.3

133 ヘッジトリマ 825 183 820160000
手道具（スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の

剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具

に限る。）

17.3

134 芝生バリカン 110 31 843311000
収穫機及び脱穀機（わら用又は牧草用のベーラーを含む。）、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の

清浄用、分類用又は格付け用の機械（第84.37項の機械を除く。）
17.3

135 せん定ハサミ 825 183 820160000
手道具（スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の

剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具

に限る。）

17.3

136 電動ドライバー 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
1025

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電池式ドリル及びドライバ
18.4

137 スクリュードライバ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
1025

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電池式ドリル及びドライバ
18.4

138 インパクトドライバ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
1025

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電池式ドリル及びドライバ
18.4

139 カンナ 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
18.4

140 ジグソー 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
27.3

141 ポータブルバンドソー 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
27.3

142 チェンソー 99 231 846781000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
27.3

143 レシプロソー 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
30.5

144 マルノコ 951 79 846722000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
311

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電気のこぎり
30.5

145 スライドマルノコ 951 79 846722000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
311

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電気のこぎり
30.5

146 卓上マルノコ 951 79 846722000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
311

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電気のこぎり
30.5

147 ジョイントカッタ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
44.1

148 チップソーカッタ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
44.1

149 ボードカッタ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
44.1

150 鉄筋カッタ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
44.1

151 全ネジカッタ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
44.1

152 ケーブルカッター 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
44.1

153 アングルドリル 697 141 846721000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
1025

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電池式ドリル及びドライバ
25.7

154 ハンマドリル 697 141 846721000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
1025

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電池式ドリル及びドライバ
25.7

155 ドライバドリル 697 141 846721000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
1025

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電池式ドリル及びドライバ
25.7

156 ディスクグラインダ 712 144 846729010
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
307

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電気グランダ
21.2

157 ハンドグラインダ 712 144 846729010
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
307

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具／電気グランダ
21.2

158 ストレートシャー 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

159 ピンタッカ 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

160 タッカ 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

161 インパクトレンチ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

162 リベッタ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

163 マルチツール 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

164 ニブラ 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
21.2

165 コーキングガン 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
13.8

166 ウォールディテクタ 2841
28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14.8

167 面木釘打 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

168 ランダムオービットサンダ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

169 スプレーガン 106 327 842420000
噴射用、散布用又は噴霧用の機器（液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わ

ない。）、消火器（消火剤を充填してあるかないかを問わない。）、スプレーガンその他これに類する機器及

び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器

2841
28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
13.8

170 圧着器 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
20.4

171 鉄筋結束機 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
14

172 空気入れ 41 3 841440000
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード（ファンを自蔵するものに

限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。）
1126

3金属製品／(4)空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物

／空気動工具
14

173 エアコンプレッサー 41 3 841440000
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード（ファンを自蔵するものに

限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。）
1126

3金属製品／(4)空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物

／空気動工具
14

174 ジャンプスターター 14

No.
LIBを使用した製品を含む

品目分類

生産台数（経済産業省生産動態統計）

製品寿命

輸出入台数（財務省貿易統計）



 

 105 

 
出所）経済産業省「生産動態統計調査」、財務省「貿易統計」、国立環境研究所製品使用年数データベース LiVES 

詳細は 1.1.2 参照 

 

  

輸入台数

(千台)

輸出台数

(千台)
HSコード 統計上の分類名

生産台数

(千台)
統計上の分類名

175 トリマ 270 454 846711000
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
20.4

176 ブロワ 10788 326 841451000
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード（ファンを自蔵するものに

限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。）
8.3

177 パンチャ 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
20.4

178 コンクリートバイブレータ 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
13.8

179 ランダムオービットポリッシャ 3751 1441 846729090
手持工具（ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機（電気式であるかないかを問わない。）を自蔵

するものに限る。）
2841

28回転電気機械(航空機用のものを除く）／電動機一体機器／

電動工具
13.8

180 カクハン機 532 4064 842191000 遠心分離機（遠心式脱水機を含む。）並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機 13.8

181 真空ポンプ 1309 924 841410000
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード（ファンを自蔵するものに

限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。）
71

06ポンプ、圧縮機及び送風機（自動車用、二輪自動車用及び航

空機用のものを除く）／真空ポンプ
19.8

182 墨出し器 1697 2657 842139090 遠心分離機（遠心式脱水機を含む。）並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機 32 03化学機械及び貯蔵層／化学機械／集塵機器 13.8

183 エアダスター 1697 2657 842139090 遠心分離機（遠心式脱水機を含む。）並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機 13.8

184 除塵器 1697 2657 842139090 遠心分離機（遠心式脱水機を含む。）並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機 32 03化学機械及び貯蔵層／化学機械／集塵機器 13.8

185 集じん機 6721 46 850811010 真空式掃除機 32 03化学機械及び貯蔵層／化学機械／集塵機器 13.8

186 運搬車 0.66 3 870590000
特殊用途自動車（例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、

工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。）
17.8

187 噴霧器 984 300 842441000
噴射用、散布用又は噴霧用の機器（液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わ

ない。）、消火器（消火剤を充填してあるかないかを問わない。）、スプレーガンその他これに類する機器及

び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器

13.8

188 ファン 10788 326 841451000
気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード（ファンを自蔵するものに

限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。）
8.3

189 蓄電機 10.9

190 レーザー距離計 5372 548 902910000
積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計

及び回転速度計（第90.14項又は第90.15項のものを除く。）並びにストロボスコープ
14.8

191 空気イオンカウンター 65 68 902780090
物理分析用又は化学分析用の機器（例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器）、

粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の

量の測定用又は検査用の機器（露出計を含む。）及びミクロトーム
36 46計測機器／測定機器／環境計測器 14.8

192 ガス測定器 244 112 902710000
物理分析用又は化学分析用の機器（例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器）、

粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の

量の測定用又は検査用の機器（露出計を含む。）及びミクロトーム
5575 46計測機器／測定機器／積算体積計／ガスメータ 14.8

193 粉塵計 244 112 902710000
物理分析用又は化学分析用の機器（例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器）、

粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の

量の測定用又は検査用の機器（露出計を含む。）及びミクロトーム
36 46計測機器／測定機器／環境計測器 14.8

194 デジタル顕微鏡 5 3 901210000 顕微鏡（光学顕微鏡を除く。）及び回折機器 3
38電気計測器及び電子応用装置／その他の電子応用装置／電

子顕微鏡
13.6

195 ファンベスト 110 18 841582019
エアコンディショナー（動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、

湿度のみを単独で調節することができないものを含む。）
4

196 脱臭機 13.8

197 アロマディフューザー 679 ー 961610000 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド 4

198 衣類スチーマー 37 0.066 851621000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
10.5

199 充電式カイロ 37 0.066 851621000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）

4

200 湯たんぽ 37 0.066 851621000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
4

201 暖房ジャケット 37 0.066 851621000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
4

202 暖房ベスト 37 0.066 851621000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
4

203 ウェアラブルヒーター　ウエスト 37 0.066 851621000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
4

204 ウェアラブルヒーター　ネック 37 0.066 851621000
電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調

髪用機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて）及び手用ドライヤー、電気アイロンその他

の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体（第85.45項のものを除く。）
4

205 フェイシャルハンディミスト 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

206 フェイシャルEMSピーリング 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

207 美顔器 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

208 洗顔美容器 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

209 毛穴洗浄角栓クリア 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

210 泡ブラシ（メンズシェーバー） 11680 822 851010000 かみそり、バリカン及び脱毛器（電動装置を自蔵するものに限る。） 2059 31民生用電気機械器具／電気かみそり 4

211 光エステ（シェービング後のケア） 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

212 ポータブルシャワー 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

213 電動角質リムーバー 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

214 電動爪切り 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

215 ネイルポリッシャー 28023 1162 850980000 家庭用電気機器（電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。） 4

216 頭皮マッサージ器 21177 20760 901910000
機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール

治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
ー 31民生用電機機械器具／電気マッサージ器具 4

217 アイマッサージャー 21177 20760 901910000
機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール

治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
ー 31民生用電機機械器具／電気マッサージ器具 4

218 電気マッサージ器 21177 20760 901910000
機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール

治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
ー 31民生用電機機械器具／電気マッサージ器具 4

219 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 64082 462 950691000
身体トレーニング、体操、競技その他の運動（卓球を含む。）又は戸外遊戯に使用する物品（この類の他

の項に該当するものを除く。）及び水泳用又は水遊び用のプール
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 4

220 スマート縄跳び 64082 462 950691000
身体トレーニング、体操、競技その他の運動（卓球を含む。）又は戸外遊戯に使用する物品（この類の他

の項に該当するものを除く。）及び水泳用又は水遊び用のプール
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 4

221 振動ヨガローラー 64082 462 950691000
身体トレーニング、体操、競技その他の運動（卓球を含む。）又は戸外遊戯に使用する物品（この類の他

の項に該当するものを除く。）及び水泳用又は水遊び用のプール
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 4

222 EMS運動器 64082 462 950691000
身体トレーニング、体操、競技その他の運動（卓球を含む。）又は戸外遊戯に使用する物品（この類の他

の項に該当するものを除く。）及び水泳用又は水遊び用のプール
469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 4

223 猫じゃらし 469 繊維・生活用品／11)玩具／機械玩具／電動玩具 4

No.
LIBを使用した製品を含む

品目分類

生産台数（経済産業省生産動態統計）

製品寿命

輸出入台数（財務省貿易統計）
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（２）使用済製品としての発生量推計  

 

出所）各品目の業界団体統計、Web 調査結果。詳細は 1.1.2 及び 1.1.3 参照 

 

  

分類 品目

台数(国内出荷台数

と製品寿命より推

計）

1台当り

重量

(kg)

小型家電と

しての合計

重量(t)

LIBリスト掲

載有無

LIBを使用した

製品の比率

（売上高上位

製品）

LIBを使用した

製品の合計重

量(t)

LIB使用製品

1台当り

平均使用LIB

個数

排出されるLIB

個数

LIBの大きさ判

定（大中小）

LIB1個当たり

重量(g)

LIBとしての合

計重量

重量(kg)

電気機械器具 電子レンジ 3,549,333 17 58,954 1 0% 0 0 0 0

炊飯器 6,006,000 5 29,550 0% 0 0 0 0

ジャーポット 4,815,689 2 9,907 0% 0 0 0 0

食器洗い乾燥機 823,667 18 15,145 0% 0 0 0 0

電磁調理器卓上型 802,667 4 2,909 0% 0 0 0 0

換気扇 5,967,333 3 15,992 0% 0 0 0 0

電気温水器（電気瞬間湯沸器） 190,078 1 276 0% 0 0 0 0

自然冷媒ヒートポンプ式給湯機 0 0 0 0% 0 0 0 0

空気清浄機 2,669,667 5 12,365 0% 0 0 0 0

加湿器 1,188,000 2 2,732 1 0% 0 0 0 0

除湿機 721,667 10 7,063 1 0% 0 0 0 0

扇風機 1,591,333 3 4,440 1 60% 2,664 1 954,800 大 500 477,400

電気掃除機 5,320,000 3 13,566 1 60% 8,140 1 3,192,000 大 500 1,596,000

電気かみそり 7,305,000 0 1,096 0% 0 1 0 0 0

家庭用生ゴミ処理機 90,179 11 977 0% 0 0 0 0

ジューサーミキサー 668,000 1 598 0% 0 0 0 0

コーヒーメーカー 940,000 2 1,457 1 0% 0 0 0 0

トースター 2,683,333 2 4,967 0% 0 0 0 0

ホットプレート 1,349,333 4 5,446 0% 0 0 0 0

電動歯ブラシ 2,018,000 0 242 1 60% 145 1 1,210,800 小 10 12,108

携帯用電気ランプ 2,922,667 0 848 1 0% 0 0 0 0

電気ストーブ 98,800 2 227 0% 0 0 0 0

電気カーペット 961,667 5 4,421 0% 0 0 0 0

ヘアドライヤー 4,406,000 1 2,379 0% 0 0 0 0

電気アイロン 0 1 0 1 10% 0 1 0 0 0

家庭用ミシン 640,740 8 4,941 1 0% 0 0 0 0

通信機械器具 電話機 0 2 0 0% 0 0 0 0

ファクシミリ 805,004 2 1,401 0% 0 0 0 0

携帯電話 36,843,667 0 5,895 1 100% 5,895 1 36,843,667 中 200 7,368,733

公衆用ＰＨＳ端末 265,000 0 22 0% 0 1 0 0 0

電子機械器具 ラジオ放送用受信機 1,816,000 0 581 1 30% 174 1 544,800 0 0

ビデオテープレコーダ(セット) 0 3 0 0% 0 0 0 0

ＤＶＤ-ビデオ 767,333 3 2,670 1 0% 0 0 0 0

BDレコーダ/プレーヤ 2,914,667 1 4,343 1 0% 0 1 0 0 0

ビデオカメラ（放送用を除く） 1,398,000 0 391 1 100% 391 1 1,398,000 中 200 279,600

プロジェクタ 0 7 0 1 0% 0 0 0 0

ビデオプロジェクション 0 7 0 0% 0 0 0 0

BS/CSアンテナ 1,250,000 1 1,827 0% 0 0 0 0

CS専用アンテナ 0 1 0 0% 0 0 0 0

CSデジタルチューナ 0 2 0 0% 0 0 0 0

地上デジタルチューナ 0 0 0 0% 0 0 0 0

ケーブルテレビ用STB 1,705,000 1 2,136 0% 0 0 0 0

デジタルオーディオプレーヤ 0 0 0 0% 0 0 0 0

デッキ除くテープレコーダ 0 0 0 0% 0 0 0 0

MDプレーヤ 0 0 0 0% 0 0 0 0

ステレオセット 2,709,000 6 17,419 0% 0 0 0 0

CDプレーヤ 0 0 0 1 40% 0 1 0 0 0

ICレコーダ 0 0 0 1 100% 0 1 0 0 0

アンプ 0 6 0 0% 0 0 0 0

スピーカシステム 0 6 0 1 100% 0 1 0 0 0

ヘッドホン及びイヤホン 0 0 0 1 50% 0 3 0 0 0

カーナビゲーションシステム 0 2 0 1 0% 0 0 0 0

カーカラーテレビ 0 1 0 1 60% 0 1 0 0 0

カーDVD 0 1 0 0% 0 0 0 0

カーステレオ 0 1 0 0% 0 0 0 0

カーCDプレーヤ 0 1 0 0% 0 0 0 0

カーＭＤ 0 2 0 0% 0 0 0 0

カーアンプ 0 3 0 0% 0 0 0 0

カースピーカ 0 2 0 0% 0 0 0 0

カーチューナ 0 1 0 0% 0 0 0 0

カーラジオ 0 1 0 0% 0 0 0 0

VICSユニット 0 0 0 0% 0 0 0 0

ETC車載ユニット 0 0 0 0% 0 0 0 0

デジタルカメラ 4,733,667 1 2,698 1 80% 2,159 1 3,786,933 中 200 757,387

製品としての排出量 リチウムイオン電池の含有有無小型家電品目
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出所）各品目の業界団体統計、Web 調査結果。詳細は 1.1.2 及び 1.1.3 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 品目

台数(国内出荷台数

と製品寿命より推

計）

1台当り

重量

(kg)

小型家電と

しての合計

重量(t)

LIBリスト掲

載有無

LIBを使用した

製品の比率

（売上高上位

製品）

LIBを使用した

製品の合計重

量(t)

LIB使用製品

1台当り

平均使用LIB

個数

排出されるLIB

個数

LIBの大きさ判

定（大中小）

LIB1個当たり

重量(g)

LIBとしての合

計重量

重量(kg)

電子計算機 PC（デスクトップ型） 2,665,000 7 19,854 0% 0 0 0 0

PC（ノートブック型） 6,804,000 2 11,022 1 100% 11,022 1 6,804,000 大 500 3,402,000

タブレット（2018追加） 8,600,000 1 4,472 1 100% 4,472 1 8,600,000 中 200 1,720,000

モニター（電子計算機用） 1,819,024 8 13,697 0% 0 0 0 0

プリンタ 6,515,333 6 39,483 1 0% 0 0 0 0

フォトプリンター 300,318 1 294 0% 0 0 0 0

電球・電気照明器具 電球 0 0 0 0% 0 0 0 0

電気照明器具 42,826,388 1 55,234 0% 0 0 0 0

光学機械器具 カメラ 0 0 0 1 100% 0 1 0 0 0

時計 時計 0 0 0 1 0% 0 0 0 0

ゲーム機 据置型ゲーム機 1,895,750 1 1,706 1 40% 682 1 758,300 中 200 151,660

携帯型ゲーム機 4,064,083 1 3,658 1 40% 1,463 1 1,625,633 中 200 325,127

事務用機器 電卓 0 0 0 0% 0 0 0 0

電子辞書 0 0 0 1 40% 0 1 0 0 0

医療機器 家庭用ﾏｯｻｰｼﾞ･治療浴用機器及び装置 0 4 0 1 0% 0 0 0 0

家庭用電気･光線治療器 0 1 0 0% 0 0 0 0

家庭用磁気･熱療法治療器 0 5 0 0% 0 0 0 0

家庭用吸入器 0 1 0 0% 0 0 0 0

家庭用医療用物質生成器 0 3 0 0% 0 0 0 0

補聴器 469,730 0 14 1 70% 10 1 328,811 小 10 3,288

電子体温計 0 0 0 0% 0 0 0 0

電子血圧計 0 0 0 0% 0 0 0 0

楽器 電子キーボード 571,349 5 2,620 1 20% 524 1 114,270 小 10 1,143

電気ギター 587,162 3 2,055 0% 0 0 0 0

電子玩具 ハンドヘルドゲーム（ミニ電子ゲーム） 0 0 0 1 0% 0 0 0 0

ハイテク系トレンドトイ 0 0 0 0% 0 0 0 0

電動工具 電気ドリル（電池式も含む） 1,834,284 2 3,899 1 0% 0 1 0 0 0

電気のこぎり 401,180 2 853 1 0% 0 0 0 0

その他の電動工具 1,763,085 2 3,748 0% 0 0 0 0

付属品 リモコン 0 0 0 0% 0 0 0 0

キーボードユニット 0 1 0 0% 0 0 0 0

ゲーム用コントローラ 0 0 0 0% 0 0 0 0

プラグ・ジャック 0 0 0 0% 0 0 0 0

ACアダプタ 0 0 0 0% 0 0 0 0

製品としての排出量 リチウムイオン電池の含有有無小型家電品目
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内容訂正箇所一覧 

（令和４年２月 14 日 訂正済み） 

該当箇所 訂正前 訂正後 

1.1.3 使用済み製品と
しての発生量の推計 
P4 1～9 行目 

結果として、2019 年のリチウムイオン電
池の排出個数は 6,616 万個、排出重量は 
16,094kg と推計された。また、リチウムイ
オン電池を含む小型家電製品の排出重量は 
37,742 t と推計された。 
なお、2019 年経済産業省生産動態統計年
報 機械統計編（経済産業省）では、2019 
年のリチウムイオン電池（車載用以外）の
生産容量は 36,197 万 Ah とされている。
仮にリチウムイオン電池の重量と容量の比
率を 44g：2.4Ah とおくと、生産容量から
計算される重量は 71,101㎏となり、今回
の推計値（16,094kg）はその 23%であっ
た。大きな差が生じた原因として以下の理
由が考えられる。原因の深堀のためには、
出荷台数・製品寿命等の精緻化が必要であ
る。 

結果として、2019 年のリチウムイオン電
池の排出個数は 6,616 万個、排出重量は 
16,094ｔと推計された。また、リチウムイ
オン電池を含む小型家電製品の排出重量は 
37,742 t と推計された。 
なお、2019 年経済産業省生産動態統計年
報 機械統計編（経済産業省）では、2019 
年のリチウムイオン電池（車載用以外）の
生産容量は 96,783 万 Ah とされている。
仮にリチウムイオン電池の重量と容量の比
率を 44g：2.4Ah とおくと、生産容量から
計算される重量は 17,744tとなり、今回の
推計値（16,094t）はその 91%であり、推
計の一定程度の妥当性が確認された。 
一方で、以下の点で実態とずれがある可能
性に留意する必要がある。 

1.1.4 使用済リチウム
イオン電池としての発
生量の推計 
P5 1 行目 

7,214 ㎏ 7,214ｔ 

1.1.6 分析結果まと
め・今後の課題 
P7 16～19行目 

使用済製品としての発生量については、文
献調査での調査結果を用いて推計を行った
が、車載用を除くリチウムイオン電池の生
産量推計の 23％となった。この理由は、
生産と排出の量の違いや、容量重量比率の
設定等も考えられる。原因の深堀のため、
まずは先述した文献調査の精緻化を実施す
る必要がある。 

使用済製品としての発生量については、文
献調査での調査結果を用いて推計を行った
ところ、車載用を除くリチウムイオン電池
の生産量推計の 91％となった。一方で、
統計データ上での品目の欠落等に起因する
実態とのずれが考えられることから、更な
る妥当性の検証に向けて、先述した文献調
査の精緻化を実施する必要がある。 

5.2.1 リチウムイオ
ン電池等の使用実態 
P92 下から 2行目 

16,094kg 16,094ｔ 

5.2.1 リチウムイオ
ン電池等の使用実態 
P93 1～8行目 

なお、2019 年経済産業省生産動態統計年
報 機械統計編（経済産業省）では、2019 
年のリチウムイオン電池（車載用以外）の
生産容量は 36,197 万 Ah とされている。
仮にリチウムイオン電池の重量と容量の比
率を 44g：2.4Ah とおくと、生産容量から
計算される重量は 71,101㎏となり、今回
の推計値（16,094kg）はその 23%であっ
た。 
消費者アンケートの結果から、使用済製品
としての発生量に、「製品から電池を取り
外し、製品と電池を両方とも手放した」及
び「製品から電池を取り外し、電池のみ手
放した」の割合を乗じることで、使用済リ
チウムイオン電池としての発生量を推計結
果、使用済リチウムイオン電池としての発
生量は 7,214kg となった。 

なお、2019 年経済産業省生産動態統計年
報 機械統計編（経済産業省）では、2019 
年のリチウムイオン電池（車載用以外）の
生産容量は 96,783 万 Ah とされている。
仮にリチウムイオン電池の重量と容量の比
率を 44g：2.4Ah とおくと、生産容量から
計算される重量は 17,744tとなり、今回の
推計値（16,094t）はその 91%であった。 
消費者アンケートの結果から、使用済製品
としての発生量に、「製品から電池を取り
外し、製品と電池を両方とも手放した」及
び「製品から電池を取り外し、電池のみ手
放した」の割合を乗じることで、使用済リ
チウムイオン電池としての発生量を推計結
果、使用済リチウムイオン電池としての発
生量は 7,214ｔ となった。 
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（令和４年２月 14 日 訂正済み） 

該当箇所 訂正前 訂正後 

5.2.1 リチウムイオ
ン電池等の使用実態 
P93 下から 11 行目以
降 

使用済製品としての発生量については、文
献調査での調査結果を用いて推計を行った
が、車載用を除くリチウムイオン電池の生
産量推計の 23％となった。この理由は、
生産と排出の量の違いや、容量重量比率の
設定等も考えられる。原因の深堀のため、
まずは文献調査の精緻化を実施する必要が
ある。 

使用済製品としての発生量については、文
献調査での調査結果を用いて推計を行った
が、車載用を除くリチウムイオン電池の生
産量推計の 91％となった。一方で、統計
データ上での品目の欠落等に起因する実態
とのずれが考えられることから、更なる妥
当性の検証に向けて、先述した文献調査の
精緻化を実施する必要がある。 

5.2.2 リチウムイオン
電池等の市町村への廃
棄状況 
(2) 調査結果から得ら
れた課題 
P94 24～33 行目 

前述した使用用済製品・使用済リチウムイ
オン電池としての発生量の推計（統計デー
タからの推計）と比較すると、対象範囲が
一致していないため単純には比較すること
はできないが、統計データからの推計が、
リチウムイオン電池を含む小型家電の排出
重量 37,742 トン、リチウムイオン電池の
排出重量 16 トンとなっている。一方、不
燃ごみ相当のごみ区分へのリチウムイオン
電池が残留した電気電子機器の混入量が約 
2,400 トン、リチウムイオン電池単体の混
入量が約 70 トンである。前者について
は、不燃ごみへの排出かつ残留分のみの推
計であるため、統計値よりも値が小さくな
ること自体は妥当であると考えられるが、
後者については、統計値よりも値が大きく
なっており、数値の大小関係が逆転してい
ると考えられる。これは統計データからの
推計及び市町村への廃棄状況調査結果から
の推計の両方の手法に一定の不確実性が考
えられることが要因であり、より精緻な実
態把握のためには以下に示す課題への対応
が必要となる。 

前述した使用用済製品・使用済リチウムイ
オン電池としての発生量の推計（統計デー
タからの推計）と比較すると、対象範囲が
一致していないため単純には比較すること
はできないが、統計データからの推計が、
リチウムイオン電池を含む小型家電の排出
重量 37,742 トン、リチウムイオン電池の
排出重量 16,094トンとなっている。一
方、不燃ごみ相当のごみ区分へのリチウム
イオン電池が残留した電気電子機器の混入
量が約 2,400 トン、リチウムイオン電池
単体の混入量が約 70 トンである。前者に
ついては、不燃ごみへの排出かつ残留分の
みの推計であるため、統計値よりも値が小
さくなること自体は妥当であると考えられ
る。後者については、市町村への廃棄状況
調査結果からの推計が統計データからの推
計の 0.5%未満と大きな差が出ている。これ
は統計データからの推計及び市町村への廃
棄状況調査結果からの推計の両方の手法に
一定の不確実性が考えられることが要因で
あり、より精緻な実態把握のためには以下
に示す課題への対応が必要となる。 
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